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会議資料



（様式１）

評価日 令和2年8月21日

平成３１（令和元）年度
地域包括支援センター業務評価表

包括名 佐世保市早岐地域包括支援センター

記入者 江﨑　勝明



センター記載欄
大項目 小項目 Ｈ30 Ｈ31 自己評価の理由

２４時間の連絡体制がとれており、緊急時の対応体制も整備されている。 ◎ ◎
時間外が平日以外の電話連絡は、転送により誰かが対応できるよう
にしている。

苦情に対する適切な対応（体制）ができている。また、苦情内容や対処方法等について職員間で共有するととも
に、再発防止に努めている。

◎ ◎
センターが受けた介護サービスに関する相談について、市に対して
報告や協議を行う仕組みが設けている。

相談記録や個人情報の管理・保管を適切に行っている。 ◎ ◎

市と共有する個人情報を開示する範囲について協議・確認をしている。 ◎ ◎

３職種及び追加配置職員を定数配置している。 ◎ ◎ ３職種及び追加配置職員を定数配置している。

支援困難ケース等については、各職種の専門性を生かし、必要に応じて３職種が協働で支援している。 ◎ ◎ 各職種の専門性を理解している。

緊急性が高いと考えられる場合には、特に迅速な対応を行っている。 〇 ◎
緊急性が高いと考えられる場合には、特に迅速な対応を行って
いる。

生活全体を視野に入れ、単体のサービスや制度の適用のみでなく、それらの間をつなぐ等幅広い観点から支
援を行っている。

〇 〇
職員各々が、フォーマルサービスだけでなく、地域の資源などを
活用し地域で包括的に支援できる考えを取り入れている。

市の受託者として公正・中立な事業運営を実施している。 ◎ ◎

介護予防支援業務 要介護者への指定居宅介護支援事業所の紹介を公正・中立に行っている。 ◎ ◎

特定事業所の提供
サービスの偏り

センターが作成する介護予防サービス計画において、正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに偏っ
ていない。≪偏っていると判断されるケースがある場合は、正当な理由を記載欄に記入≫

◎ ◎

特定事業所の提供サービ
ス利用への不当な誘引

センターにおける介護予防サービス計画の作成過程において、特定の事業者が提供するサービスの利用を不
当に誘引していない。

◎ ◎

介護予防支援の委託
先の偏り

介護予防支援の委託先が、正当な理由なく特定の指定居宅介護支援事業所に偏っていない。≪偏っていると
判断されるケースがある場合は、正当な理由を記載欄に記入≫

◎ ◎

地域課題を把握分析して反映させた事業計画を職員が作成している。職員間で計画内容を共通理解し、事業
目標の達成に向けて定期的に業務の進捗状況を確認している。

〇 〇
市が定める運営方針の内容に沿って、センターの事業計画を策
定している。

業務にかかる知識の習得に努め、専門性の向上を図っている。 ◎ ◎

幅広い職員の研修の機会を確保し、参加させている。また、その内容を職員間で共有できている。 ◎ ◎

運営において、常に市との連携を図り、報告・連絡・相談を徹底し、情報の共有を図っている。 ◎ ◎

業務上の疑義等について、センター長へ相談・報告し、なお解決できない場合、センター長から市に質問票を提
出している。

◎ ◎

運営協議会の提言を真摯に受け止め、事業に反映している。 ◎ ◎ 運営協議会での指摘事項を確認（把握）している。

【評価項目】　◎：できた（目標まで達している）、○：概ねできた(目標の3/4程度まで）、△：目標の半分程度、◇：一部できた（目標の1/4程度まで）、×：ほとんどできなかった

業務評価表（様式１）
地域包括支援センター名（　佐世保市早岐地域包括支援センター　）

　　　　　　　　　作成者氏名（　江﨑　勝明　）

個人情報の保管を鍵付きキャビネや倉庫等で保管している。

市の受託者として公正・中立な事業運営を実施している。

業務にかかる知識の習得に努め、専門性の向上を図ってい
る。

市が設置する定期的な連絡会合に、出席している。

評価評価項目
中項目

市との連携

運営協議会の提言への対応

迅速な対応

包括的支援

公正・中
立性の
確保

包括的支援事業

事業計画の作成と進捗確認

業
務
全
体

危機管理

苦情対応体制

個人情報やプライバシーの保護

職員の適正な配置

3職種の職務分担と連携（2職種配置の
場合は2職種）

職員の資質の向上



センター記載欄
大項目 小項目 Ｈ30 Ｈ31 自己評価の理由

≪具体的な取り組み≫
地域ケア個別会議の専門職からの多角的な助言などを通して、利用者が生きがいをもち意欲的に日常生活が
送れるよう支援を行っている。介護支援専門員は研修などを通して自立支援に対する理解を深めるよう努めて
いる。

〇 ◎
地域ケア個別会議や研修を積み重ねることで、自立支援の理解
を深めケアマネジメントを実践している。

利用者へ介護予防の必要性について説明し、聞き取りのみでなく、自宅の室内の様子や日常生活の状況等な
ど、生活の視点も含めて総合的にアセスメントをするようにしている。

〇 ◎

介護予防に目を向けたアセスメント・ケアプラン作成（具体的な目標設定も含む）・モニタリング・評価といった一
連のケアマネジメントが適切に行うことができている。

◎ ◎

サービス担当者会議や承認会議は、自立支援に目を向けてサービス内容の検討をしている。 〇 ◎

ケアマネジメントを実施するにあたり、本人のできる事までもサービスを導入していないか確認している。 〇 ◎

委託先に対し、適切なケアマネジメントができるよう、指導助言をしている。 〇 ◎

特定事業所の提供
サービスの偏り

センターが作成する介護予防サービス計画において、正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに偏っ
ていない。≪偏っていると判断されるケースがある場合は、正当な理由を記載欄に記入≫

◎ ◎

特定事業所の提供サービ
ス利用への不当な誘引

センターにおける介護予防サービス計画の作成過程において、特定の事業者が提供するサービスの利用を不
当に誘引していない。

◎ ◎

介護予防ケアマネジメ
ント支援の委託先の
偏り

介護予防ケアマネジメント支援の委託先が、正当な理由なく特定の指定居宅介護支援事業所に偏っていない。
≪偏っていると判断されるケースがある場合は、正当な理由を記載欄に記入≫

◎ ◎

一般介護予防事業につなげた場合や、サービス利用終了者に対し、定期的に状況に応じ訪問や連絡を行い、
介護予防の取り組みが継続できるよう意識づけしている。

〇 ◎ 他の職種につないでいる。

給付管理
介護予防ケアマネジメント費での請求と介護予防支援費の請求を間違わないような、チェック体制をとってい
る。

◎ ◎
介護予防ケアマネジメント費での請求と介護予防支援費の
請求を間違わないよう、ダブルチェックを行っている。

≪具体的な取り組み≫
職員間の報告会を毎日実施し、相談内容やケースの支援経過などについての情報共有や検討を行っている。
困難事例などは長寿社会課をはじめ、状況に応じて高齢者分野以外の部署とも連携を図り対応している。 〇 ◎

情報共有や支援内容を検討できる機会を毎日設け、職員の役割分
担を共有している。

地域会合や集まりに積極的に参加し、顔の見える関係をつくっている。 〇 ◎ 地域会合や集まりに積極的に参加している。

地域住民との共働により、地域の問題解決に取り組んでいる。 〇 〇
地域住民との共働により、地域の問題解決に取り組んだケースがあ
る。

地域特性（地理、人口、高齢化率、世帯構成、独居高齢者の割合等）および地域住民の課題とニーズを把握し
ている。

〇 ◎ 地域の特性および地域住民の課題とニーズを把握している。

再相談に対応できるよう、対応した以外の職員でも対応可能な相談記録票を整備し、記録を残している。 〇 〇

地域の関係機関・高齢者等の相談を受け止め、適切な機関・制度・サービスにつなぎ、継続的にフォローしてい
る。

〇 ◎

サービス利用等につながらないケース、また本人が支援を望まないようなケースであっても、適切なアセスメン
トのもとに、訪問等による状況把握および支援等を継続的に行っている。

〇 ◎

地域の社会資源等の情報を把握し、職員で活用している。 〇 ◎

必要に応じて、訪問による実態把握を積極的に行っている。 〇 ◎

【評価項目】　◎：できた（目標まで達している）、○：概ねできた(目標の3/4程度まで）、△：目標の半分程度、◇：一部できた（目標の1/4程度まで）、×：ほとんどできなかった

業務評価表（様式１）
地域包括支援センター名（　佐世保市早岐地域包括支援センター　）

　　　　　　　　　作成者氏名（　江﨑　勝明　）

評価

介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
業

≪独自の取り組み≫
自立支援の視点に立ったケアマネジメント
の実践

適切な介護予防ケアマネジメントの実施

介護予防ケアマ
ネジメント委託
について、公
正・中立性の確
保

サービス終了後の支援

自立支援・重度化防止等に資するケアマネジメントに関し、
市から示された基本方針を、プランナーに周知している。

正当な理由としては、利用希望者の自宅近くを希望された
ケースが多かった。

中項目

評価項目

対応した職員以外の職員でも、対応できるよう相談記録票を整備し
ている。

総
合
相
談
支
援
事
業

≪独自の取り組み≫
的確な状況把握によるチームアプローチ

地域連携の仕組みづくり

地域住民との共働

地域のアセスメント

適切な総合相談

継続的・専門的相談支援 地域の社会資源等の情報を、職員間で共有している。



センター記載欄
大項目 小項目 Ｈ30 Ｈ31 自己評価の理由

≪具体的な取り組み≫
高齢者虐待に関する研修会を地域の介護支援専門員や事業所向けに開催し、虐待の防止・早期発見・早期対
応の周知を図っている。消費者被害を未然に防ぐ活動として早岐警察署と連携をとり地域に出向いた講話など
の活動を行っている。

〇 ◎ 高齢者虐待や消費者被害の防止に向けた取り組みを行っている。

市や関係機関と連携し、高齢者虐待の防止および対応にあたっている。 〇 ◎

家族全体の支援という視点を持ち、養護者と信頼関係を図り、養護者支援に努めている。 〇 ◎

高齢者虐待の相談通報窓口として、関係機関や地域住民に周知している。 〇 ◎

消費者被害や権利侵害が疑われるケースに的確に対応できるよう、サービスや制度を理解している。 〇 ◎

消費生活センターや民生委員などの関係機関と連携し、消費者被害の防止および対応にあたっている。 〇 〇

成年後見制度（法定後見・任意後見）を幅広く普及するための活動を行っている。 〇 〇 成年後見制度の活用について、市と連携した。

適切なスクリーニングを実施し、成年後見制度申立支援や日常生活自立支援事業等へのつなぎを行っている。 〇 〇 つないだ事例等を記載

≪具体的な取り組み≫
毎月開催した地域ケア個別会議での専門職の助言を通して、自立支援の視点に立ったケアマネジメントを実践
し、ケースによって専門職が同行訪問している。早岐地域ケアマネ交流会では事例検討とともに生活支援コー
ディネーターとの意見交換を行い、市内９包括合同で開催した医療・介護連携勉強会・交流会では医療機関と
の連携強化を図っている。

〇 ◎
専門職との連携強化を図るため、地域ケア個別会議をはじめ介
護支援専門員や医療機関との交流会を行っている。

地域ケア個別会議の内容が、高齢者の課題解決を支援するとともに、介護支援専門員の資質向上及び参加者
の実地研修の場となっている。

◎ ◎
多職種と連携して、自立支援・重度化防止等に資する観点
から個別事例の検討を行い、対応策を講じている。

地域ケア会議の内容が、関係機関のネットワーク構築、社会資源の発見や開発につながり、顔の見える関係づ
くりができている。

〇 ◎
個別ケースの課題分析等を積み重ねることにより、地域課
題に関して検討している。

地域の介護支援専門員の全体の質の向上のために研修会や事例検討会を開催したり、地域資源等の情報提
供をしている。

◎ ◎
介護支援専門員に対するアンケート・意見収集等についての市からの情報提供
や、市による研修会の内容等を踏まえ、地域の介護支援専門員のニーズや課題
に基づく事例検討会や、個別事例を検討する地域ケア会議等を開催している。

介護支援専門員(プランナーも含む)との連携を図り、常に相談しやすい体制や関係作りに努め、課題等の把握
をしている。また介護支援専門員と関係機関等との顔つなぎをしている。

〇 ◎
定期的に地域の介護支援専門員との交流会を開催し、事
例検討や多職種との意見交換などを行っている。

≪具体的な取り組み≫
老人クラブでの健康教室や事業所向け研修会などを通して介護予防に対する意識の向上を図り、住民主体の
「いきいき百歳体操」の立ち上げに取り組んでいる。活動が活性化するよう事業所からの協力を得ながら支援す
るとともに、圏域内の事業所に今後の支援の可否や内容についての意向を確認し関係機関と情報共有してい
る。

〇 ◎
自主活動グループの活性化に向けて、今後の支援も含め
て事業所の協力を得られるよう取り組んでいる。

計画的に健康教育等を実施し、介護予防活動の普及・啓発を行っている。 〇 ◎

地域にある団体等を把握し、介護予防活動の普及・啓発をすることに努めている。 〇 ◎

新規団体への介護予防活動の普及・啓発を行っている。 〇 〇

介護予防を推進するため、民生委員や地域の関係団体等に対して、普及啓発を行っている。 〇 〇

地域に偏りなく、健康教育や健康講話を行っている。 〇 〇

介護予防活動の普及啓発後も継続的にその団体を支援する工夫を行っている。 〇 ◎

介護予防普及啓発活動で何らかの支援を要するものを早期に把握した場合、適切な支援につなげている。 〇 〇

介護予防の取り組み団体を支援する場合、リハビリ専門職等と連携し、介護予防取組の機能強化を図ってい
る。

〇 〇
介護予防の取り組み団体を支援する場合、リハビリ専門職
等と連携し、介護予防取組の機能強化を図っている。

介護予防活動の普及・啓発に係る健康教育等を、委託事業
以外にも計画的に実施している。

評価

市の示すマニュアルに沿って対応している。

サービスや制度を理解し、的確な対応ができるような情報収集を
行っている。

中項目

判断能力が低下している状況にある人へ
の支援

≪独自の取り組み≫
住民主体の自主活動グループへの支援

包
括
的
・
継
続
的
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
支

援
事
業

≪独自の取り組み≫
地域ケア会議などを通した専門職との連携

地域ケア個別会議の開催

地域ケア会議の開催

介護支援専門員の質の向上のための
支援

個々の介護支援専門員へのサポート

権
利
擁
護
事
業

≪独自の取り組み≫
権利侵害を未然に防ぐ地域づくり

高齢者虐待の防止および対応

消費者被害の防止および対応

成年後見制度の普及・活用促進

一
般
介
護
予
防
事
業

介護予防普及啓発

地域リハビリテーション活動支援

業務評価表（様式１）
地域包括支援センター名（　佐世保市早岐地域包括支援センター　）

　　　　　　　　　作成者氏名（　江﨑　勝明　）

評価項目



（様式２-２）

令和2年10月13日

１．地域包括支援センター業務評価について

大項目 長寿社会課による評価・意見

業務全般

緊急時や苦情への対応について、フロー図やマニュアル等で示し対応担当者を定めることで職員のなすべきことが明
確となり、センター長を中心にチームで迅速な対応が十分にできています。職員間においても密に情報共有して連携さ
れています。職員がふさわしい研修に参加できるよう配慮され資質の向上に努められています。地域課題については、
地域毎に課題の整理が行われ、地域会議等で地域住民と関係機関の方と連携をとり確認しながら進捗状況の管理が
されています。今後も継続した取り組みをお願いします。

介護予防ケアマネジメント

一連のケアマネジメントの流れや給付管理を適切に行うことができています。自立支援に資するプラン作成へ向けた承
認会議や指導助言に努めることができており、プランナー研修会や地域ケア個別会議での学びをプランに反映させる
努力も見られますので、今後も継続した取り組みをお願いします。サービス終了後の支援の必要性の検討や、その後
の経過については個の担当者に任せているとのことでしたが、台帳管理をする等のご検討をお願いします。

総合相談

地域の公民館祭りやイベント等に出向き、積極的に情報提供や啓発に努めることができ、顔の見える支援が行われて
います。相談票をデータ化し、担当者不在でも対応できる体制が整っています。毎日3職種での報告会を行い助言をし
合い、対象者への適切な支援に努めています。昨年の意見で示した虐待ケース以外の継続支援ケース一覧を作成し
職員間で共有されていました。今後もセンター全体での取り組みを継続してください。

権利擁護

地域ケア会議にて高齢者虐待研修会を開催し、関係機関すべてに長寿社会課作成のマニュアルを配付し、相談窓口と
しての周知に努めていました。
成年後見人制度の周知について、その性質から正確な情報を提供する必要があるとの考えから、包括便りに掲載程度
と消極的のようですが、対象者にはガイドラインを利用し適切な対応をされ、支援につなげていることは確認できまし
た。今後も普及啓発の活動を含め支援を継続してください。ケースの記録について記入方法の統一と今後の方針を記
載されるとわかりやすくよりよい支援に繋がると思います。

包括的継続的ケアマネジメント
地域包括ケアシステム評価を活かし、圏域の主任介護支援専門員全体で地域の弱みである防災の面を強化する取り
組みに向け協議をされています。地域ケア個別会議や地域包括ケア会議に対して前向きな姿勢で取り組み、地域の課
題の発掘や実施研修の場としての機能も果たせるよう努められていますので、取り組みの継続をお願いします。

一般介護予防事業

健康教育については地域ごとに団体をリスト化し、少ない地域へは民生委員や老人会等へ声かけを行って積極的に介
護予防の普及啓発に努められています。
通いの場の活動支援としては、地域の関係機関へ協力を求め、必要に応じて対応できる体制が構築されています。
地域によって、普及・啓発したい対象者が集まれる場所・機会がないようですが、今後も引き続きアプローチを継続して
ください。

２．地域包括支援センター現地確認の実施

現地確認の有無 有・無

３．長寿社会課による総合評価

総括
地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、三職種が専門性を発揮し、事業が進められて
います。地域課題については、関係機関と連携を図り課題解決に向け取り組まれていますので、今後もネットワークの
強化を図り、地域で課題解決できる体制を構築してください。

４．改善事項

　　佐世保市長寿社会課　　　課長　　吉住　和倫

佐世保市早岐地域包括支援センター業務評価結果

特にありません。



（様式１）

評価日 令和　２　年　４　月　２４　日

平成３１（令和元）年度
地域包括支援センター業務評価表

包括名  日宇地域包括支援センター

記入者 内野　絹子



センター記載欄
大項目 小項目 Ｈ30 Ｈ31 自己評価の理由

２４時間の連絡体制がとれており、緊急時の対応体制も整備されている。 ◎ ◎
時間外が平日以外の電話連絡は、転送により誰かが対応できるようにし
ている。

苦情に対する適切な対応（体制）ができている。また、苦情内容や対処方法等について職員間で共有するとと
もに、再発防止に努めている。

〇 ◎
市の方針に沿って、苦情対応体制を整備し、苦情内容や苦情への対応
策について記録している。

相談記録や個人情報の管理・保管を適切に行っている。 ◎ ◎

市と共有する個人情報を開示する範囲について協議・確認をしている。 ◎ ◎

３職種及び追加配置職員を定数配置している。 〇 ◎
保健師が4、5、6月が不在であったが、７月に就勤、必要な職員配置がで
きた

支援困難ケース等については、各職種の専門性を生かし、必要に応じて３職種が協働で支援している。 ◎ ◎ 各職種の専門性を理解している。

緊急性が高いと考えられる場合には、特に迅速な対応を行っている。 ◎ ◎ 緊急性が高いと考えられる場合には、特に迅速な対応を行っている。

生活全体を視野に入れ、単体のサービスや制度の適用のみでなく、それらの間をつなぐ等幅広い観点から支
援を行っている。

◎ ◎
職員各々が、フォーマルサービスだけでなく、地域の資源などを活用し地
域で包括的に支援できる考えを取り入れている。

市の受託者として公正・中立な事業運営を実施している。 ◎ ◎

介護予防支援業務 要介護者への指定居宅介護支援事業所の紹介を公正・中立に行っている。 〇 ◎

特定事業所の提供
サービスの偏り

センターが作成する介護予防サービス計画において、正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに
偏っていない。≪偏っていると判断されるケースがある場合は、正当な理由を記載欄に記入≫

〇 ◎

特定事業所の提供サービ
ス利用への不当な誘引

センターにおける介護予防サービス計画の作成過程において、特定の事業者が提供するサービスの利用を不
当に誘引していない。

◎ ◎

介護予防支援の委託
先の偏り

介護予防支援の委託先が、正当な理由なく特定の指定居宅介護支援事業所に偏っていない。≪偏っていると
判断されるケースがある場合は、正当な理由を記載欄に記入≫

〇 ◎

地域課題を把握分析して反映させた事業計画を職員が作成している。職員間で計画内容を共通理解し、事業
目標の達成に向けて定期的に業務の進捗状況を確認している。

◎ 〇
職員間で計画内容を共通理解し、定期的に業務の進捗状況を確認して
いる。

業務にかかる知識の習得に努め、専門性の向上を図っている。 ◎ ◎

幅広い職員の研修の機会を確保し、参加させている。また、その内容を職員間で共有できている。 ◎ ◎

運営において、常に市との連携を図り、報告・連絡・相談を徹底し、情報の共有を図っている。 ◎ ◎

業務上の疑義等について、センター長へ相談・報告し、なお解決できない場合、センター長から市に質問票を
提出している。

◎ ◎

運営協議会の提言を真摯に受け止め、事業に反映している。 ◎ ◎ 運営協議会の提言を真摯に受け止め、事業に反映している。

【評価項目】　◎：できた（目標まで達している）、○：概ねできた(目標の3/4程度まで）、△：目標の半分程度、◇：一部できた（目標の1/4程度まで）、×：ほとんどできなかった

迅速な対応

包括的支援

公正・
中立性
の確保

包括的支援事業

事業計画の作成と進捗確認

職員の資質の向上

市との連携

運営協議会の提言への対応

業務評価表（様式１）
地域包括支援センター名（　日宇地域包括支援センター　）

評価項目
中項目

業
務
全
体

危機管理

苦情対応体制

個人情報やプライバシーの保護

職員の適正な配置

3職種の職務分担と連携（2職種配置の
場合は2職種）

評価

市が設置する定期的な連絡会合に、出席している。

　　　　　　　　　作成者氏名（　　内野　絹子　　）

個人情報の保管を鍵付きキャビネや倉庫等で保管している。

サービスの利用にあたっては、複数の事業所やサービスを紹介してい
る。

研修の内容を職員間で共有できている。



　　　　　　　　　作成者氏名（　　内野　絹子　　）

センター記載欄

大項目 小項目 Ｈ30 Ｈ31 自己評価の理由

≪具体的な取り組み≫

・地域個別ケア会議を通して、専門職種の意見を参考に、包括職員と連携し支援内容を再検討する
など、より自立支援に向けたサービス内容の提案等プラン作成を行った 〇 〇

・個人に合わせたサービスの提案や指導を行うが、本人が理解され取り
組まれるケースとそうでないケースがある。受け入れが悪いケースで
あっても、少しづつ意識の変化を狙う目的で提案し続けている
・個別会議にかけるケースだけでなく、会議を通して受けた専門職の助
言を他のケースのプラン作成にも生かそうという意識が根付いている。ま
た、アセスメントの段階でより深く聞き取り、その方の為のプラン作成に
努めている

利用者へ介護予防の必要性について説明し、聞き取りのみでなく、自宅の室内の様子や日常生活の
状況等など、生活の視点も含めて総合的にアセスメントをするようにしている。

◎ ◎

介護予防に目を向けたアセスメント・ケアプラン作成（具体的な目標設定も含む）・モニタリング・評価
といった一連のケアマネジメントが適切に行うことができている。

◎ ◎

サービス担当者会議や承認会議は、自立支援に目を向けてサービス内容の検討をしている。 〇 〇

ケアマネジメントを実施するにあたり、本人のできる事までもサービスを導入していないか確認してい
る。

◎ 〇

委託先に対し、適切なケアマネジメントができるよう、指導助言をしている。 ◎ ◎

特定事業所の提供
サービスの偏り

センターが作成する介護予防サービス計画において、正当な理由なく特定の事業者が提供するサー
ビスに偏っていない。≪偏っていると判断されるケースがある場合は、正当な理由を記載欄に記入≫

〇 ◎

特定事業所の提供
サービス利用への不
当な誘引

センターにおける介護予防サービス計画の作成過程において、特定の事業者が提供するサービスの
利用を不当に誘引していない。

◎ ◎

介護予防ケアマネジメ
ント支援の委託先の
偏り

介護予防ケアマネジメント支援の委託先が、正当な理由なく特定の指定居宅介護支援事業所に偏っ
ていない。≪偏っていると判断されるケースがある場合は、正当な理由を記載欄に記入≫

〇 ◎

一般介護予防事業につなげた場合や、サービス利用終了者に対し、定期的に状況に応じ訪問や連
絡を行い、介護予防の取り組みが継続できるよう意識づけしている。

〇 〇 他の職種につないでいる。

給付管理
介護予防ケアマネジメント費での請求と介護予防支援費の請求を間違わないような、チェック体制を
とっている。

◎ ◎
介護予防ケアマネジメント費での請求と介護予防支援費の請求を間違
わないよう、ダブルチェックを行っている。

≪具体的な取り組み≫

医療・福祉関係機関以外の企業（銀行、スーパー、コンビニ、新聞や牛乳、置き薬宅配業者、タクシー
等々）へも出向き、地域の高齢者の方々への見守り支援の必要性を説き、気になる方々においての
相談も含めた情報提供を頂けるよう依頼した

〇 〇
地域包括ケアシステム構築に不可欠な地域のネットワーク形成に向け
て、地域住民以外の方々へ、地域に必要な見守り支援の協力を仰いで
いる

地域会合や集まりに積極的に参加し、顔の見える関係をつくっている。 ◎ ◎ 地域から包括に相談されやすい体制が整っている。

地域住民との共働により、地域の問題解決に取り組んでいる。 〇 〇
サロン立ち上げの支援や、サロン活動継続のための後方支援を行って
いる

地域特性（地理、人口、高齢化率、世帯構成、独居高齢者の割合等）および地域住民の課題とニー
ズを把握している。

〇 〇 地域の特性および地域住民の課題とニーズを把握している。

再相談に対応できるよう、対応した以外の職員でも対応可能な相談記録票を整備し、記録を残してい
る。

◎ 〇

地域の関係機関・高齢者等の相談を受け止め、適切な機関・制度・サービスにつなぎ、継続的にフォ
ローしている。

◎ ◎

サービス利用等につながらないケース、また本人が支援を望まないようなケースであっても、適切な
アセスメントのもとに、訪問等による状況把握および支援等を継続的に行っている。

◎ ◎

地域の社会資源等の情報を把握し、職員で活用している。 〇 〇

必要に応じて、訪問による実態把握を積極的に行っている。 ◎ ◎

【評価項目】　◎：できた（目標まで達している）、○：概ねできた(目標の3/4程度まで）、△：目標の半分程度、◇：一部できた（目標の1/4程度まで）、×：ほとんどできなかった

　　　　　　　　　作成者氏名（　　内野　絹子　　）

家族介護者からの相談について、相談件数や相談内容を記録等に残し
て取りまとめている。

サービス利用等につながらないケース、また本人が支援を望まないよう
なケースについては、適切なアセスメントのもとに、地域資源も視野に入
れた継続的な支援を行っている。

その他（聞き取り情報だけでなく、自宅の内外、生活・家族状況を把握し
アセスメントをおこない、自立支援の目標を立て御利用者への理解も仰
いでいる。モニタリング評価やプラン変更等、急な相談や訪問対応も適
切な時期に対応できている）

利用者の近隣地域で、委託できる事業所が少なかった。

評価

地域包括支援センター名（　日宇地域包括支援センター　）

評価項目

介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
業

≪独自の取り組み≫

適切なアセスメントとマネジメント

適切な介護予防ケアマネジメントの実施

介護予防ケア
マネジメント委
託について、公
正・中立性の確
保

サービス終了後の支援

総
合
相
談
支
援
事
業

≪独自の取り組み≫

地域の見守りネットワーク

地域連携の仕組みづくり

地域住民との共働

地域のアセスメント

適切な総合相談

継続的・専門的相談支援

中項目

業務評価表（様式１）



センター記載欄

大項目 小項目 Ｈ30 Ｈ31 自己評価の理由

≪具体的な取り組み≫

佐世保署の方と協同し講話を行った。その中で特殊詐欺の電話の場面を再現した擬似体験を行い、
被害に合う怖さを体感してもらうことができた

〇 ◎
・話を聞くだけでなく、擬似体験を行う事で地域住民により身近なものとし
て実感していただけた
・実情を知り知識を得ることが、被害予防へと繋がる

市や関係機関と連携し、高齢者虐待の防止および対応にあたっている。 ◎ ◎ 市の示すマニュアルに沿って対応している。

家族全体の支援という視点を持ち、養護者と信頼関係を図り、養護者支援に努めている。 ◎ ◎
家族全体の支援という視点を持ち、養護者と信頼関係を図り、養護者支
援に努めている。

高齢者虐待の相談通報窓口として、関係機関や地域住民に周知している。 〇 〇
高齢者虐待に関する事で所内や玄関前に表示し、関係機関や地域住民
には機会を図って周知に努めている。

消費者被害や権利侵害が疑われるケースに的確に対応できるよう、サービスや制度を理解してい
る。

◎ ◎

消費生活センターや民生委員などの関係機関と連携し、消費者被害の防止および対応にあたってい
る。

〇 ◎

成年後見制度（法定後見・任意後見）を幅広く普及するための活動を行っている。 〇 〇
地域の集まりに参加する等、あらゆる機会をとらえて普及活動を行って
いる。

適切なスクリーニングを実施し、成年後見制度申立支援や日常生活自立支援事業等へのつなぎを
行っている。

◎ 〇 多重債務の方に対し度々面談を行い、情報提供、対応を実施した。

≪具体的な取り組み≫

・地域ケア個別会議への提供ケース全件を事前訪問し、担当ＣＭと共に再アセスメント、課題抽出に
向けて話し合い、助言者から受けたい点などを整理し準備した
・栄養指導等があるケースについては会議後に事後訪問し、資料と共に保健師が指導を行った。

〇 〇

・地域ケア個別会議への提供ケースを事前訪問することで、書面と担当
ＣＭの説明だけでなく、より把握した上で会議に臨むことができた
・会議後の訪問や取り組み分担が行えていないケースが多く、担当ＣＭ
の負担が増えた

地域ケア個別会議の内容が、高齢者の課題解決を支援するとともに、介護支援専門員の資質向上
及び参加者の実地研修の場となっている。

〇 ◎
地域ケア個別会議の開催後、対象者のプランが課題解決の支援へつな
がっている。

地域ケア会議の内容が、関係機関のネットワーク構築、社会資源の発見や開発につながり、顔の見
える関係づくりができている。

〇 ×
３月に開催予定していた地域包括ケア会議がコロナ感染予防対策として
延期となった為

地域の介護支援専門員の全体の質の向上のために研修会や事例検討会を開催したり、地域資源等
の情報提供をしている。

〇 ◇
担当圏域における居宅介護支援事業所のデータ（事業所ごとの主任介
護支援専門員・介護支援専門員の人数等）を把握している。

介護支援専門員(プランナーも含む)との連携を図り、常に相談しやすい体制や関係作りに努め、課題
等の把握をしている。また介護支援専門員と関係機関等との顔つなぎをしている。

〇 〇
個々に受けた相談に応じて、包括職員が役割分担したり、他機関とも連
携協働し課題解決に向けて取り組んでいる

評価

消費者被害に関し、センターが受けた相談内容について、消費生活に関
する相談窓口または警察等と連携の上、対応している。

地域包括支援センター名（　日宇地域包括支援センター　）

　　　　　　　　　作成者氏名（　　内野　絹子　　）

包
括
的
・
継
続
的
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

支
援
事
業

≪独自の取り組み≫

地域ケア個別会議開催に向けた準備

地域ケア個別会議の開催

地域ケア会議の開催

介護支援専門員の質の向上のための
支援

個々の介護支援専門員へのサポート

中項目

権
利
擁
護
事
業

≪独自の取り組み≫

特殊詐欺等被害防止啓発活動の実施

高齢者虐待の防止および対応

消費者被害の防止および対応

成年後見制度の普及・活用促進

判断能力が低下している状況にある人
への支援

評価項目

業務評価表（様式１）



センター記載欄

大項目 小項目 Ｈ30 Ｈ31 自己評価の理由

≪具体的な取り組み≫

・介護予防の一環としてサロン交流レクレーション大会の開催
・SCと共に太極拳ゆったり体操の普及
・認知機能テスト(ファイブコグ)実施結果を活用して、個別訪問を行い、早期より認知症予防を普及し
ていく

◎ ◎

・サロン活動内容の充実を図る取り組みを、第2層ＳＣとも協働しながら
行うことができた
・サロン活動を支える為にサービス事業所や薬局、歯科等にも協力を得
られるネットワークを活用したり、要望に応じて多種多様な機関、団体に
繋ぐことに務めた

計画的に健康教育等を実施し、介護予防活動の普及・啓発を行っている。 ◎ ◎

地域にある団体等を把握し、介護予防活動の普及・啓発をすることに努めている。 ◎ ◎

新規団体への介護予防活動の普及・啓発を行っている。 ◎ ◎

介護予防を推進するため、民生委員や地域の関係団体等に対して、普及啓発を行っている。 ◎ 〇

地域に偏りなく、健康教育や健康講話を行っている。 〇 〇

介護予防活動の普及啓発後も継続的にその団体を支援する工夫を行っている。 ◎ ◎

介護予防普及啓発活動で何らかの支援を要するものを早期に把握した場合、適切な支援につなげ
ている。

〇 ◎

介護予防の取り組み団体を支援する場合、リハビリ専門職等と連携し、介護予防取組の機能強化を
図っている。

◎ ◎ 市の専門職以外の地域の保健医療機関の専門職と連携している。

【評価項目】　◎：できた（目標まで達している）、○：概ねできた(目標の3/4程度まで）、△：目標の半分程度、◇：一部できた（目標の1/4程度まで）、×：ほとんどできなかった

地域リハビリテーション活動支援

業務評価表（様式１）
地域包括支援センター名（　日宇地域包括支援センター　）

　　　　　　　　　作成者氏名（　　内野　絹子　　）

評価項目

中項目

一
般
介
護
予
防
事
業

≪独自の取り組み≫

サロン活動の後方支援

介護予防普及啓発 地域資源として活用できる関係性ができている。

評価



（様式２-２）
令和2年10月13日

１．地域包括支援センター業務評価について

大項目 長寿社会課による評価・意見

業務全般

苦情対応としてフロー図で示し対応体制が整っています。事例についてはセンター内で報告して、記録票を
常時確認できるようにし、職員間で情報共有して連携を図りながら対応されています。地域課題について
地域毎の現状と課題の分析され、地域住民と関係機関と連携し活動が行われていましたが目標達成に向
けて、定期的な進捗状況の確認もあわせて行ってください。

介護予防ケアマネジメント

地域ケア個別会議や各種研修会での気づきを活かし、自立支援に繋がるプラン作成に努められています。長年同じ
サービスを続けているケースについて、三職種と担当プランナーで協議しながら適切な支援内容を検討されることでよ
り適正なサービス利用に繋がりそうです。圏域の事業所が少ないこともありサービス事業所や委託事業所の偏りが見
られますが、前年度より改善しており配慮されていることが窺えますので、今後も継続をお願いします。

総合相談

地域のあらゆる関係機関へ働きかけを継続し、地域連携の仕組みづくりを行うことで包括に相談しやすい
環境を整えておられます。
ご本人やご家族の相談に対しては、適切なアセスメントのもと、地域の社会資源へ適切につなぐ取り組み
をされており包括的な支援ができています。
独自の取り組みについても地域を意識し、視野を広げながら、交通や買い物、外出移動などの地域課題に
ついて解決に向かう取り組みにつながるよう期待しています。

権利擁護

消費者被害、虐待問題、成年後見制度等について、警察と協同して地域の集まりの場で講話を開催し啓発活動に取り
組まれていました。講話は、啓発チラシを作成し、体験型の内容を取り入れ、成年後見などわかりにくい内容のものは6
回シリーズにするなど、地域住民が理解しやすい啓発方法に努めておられました。今後も効果的な普及啓発活動を他
の集まりの場へ広げていかれるようお願いします。対応に苦慮された身寄りのない方々のように、今後さらに権利擁護
の支援が必要な方が増えることが予測されますので、個別の権利擁護の支援への取り組みも深めていかれることを期
待しています。

包括的継続的ケアマネジメント

地域ケア個別会議で包括内のプランナーの研修機会が多く得られ、資質向上に繋がっているようです。地域包括ケア
会議は新型コロナウイルスの影響で開催には至りませんでしたが、その準備段階や日頃の関わりの中でネットワーク
構築には力を入れておられました。圏域の介護支援専門員に対して、研修や事例検討の機会を設けて地域特有の課
題の整理や情報共有も図っていただければ、更なるネットワーク構築や介護支援専門員の資質向上に繋がりそうで
す。

一般介護予防
平成30年度に地域全体にサロンの立上げが概ね完了し、地域のネットワークである「日宇よかよかネット」
の構築により、関係団体や地域住民と良い関係で支援を行っていました。広域リハの専門職と連携し介護
予防の普及に取り組まれています。今後も継続して支援をお願いします。

２．地域包括支援センター現地確認の実施

現地確認の有無 有・無

３．長寿社会課による総合評価

総括

地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、三職種の専門性及び関係機関と
連携を図り事業が進められています。また、「日宇よかよかネット」など関係機関とネットワークを構築し、事
業を推進する体制を構築されています。今後もネットワークの強化を図り、地域で課題解決をできる体制を
進めてください。

４．改善事項

　　佐世保市長寿社会課　　　課長　　吉住　和倫

佐世保市日宇地域包括支援センター業務評価結果

特にありません。



（様式１）

評価日 令和2年4月30日

平成３１（令和元）年度
地域包括支援センター業務評価表

包括名  佐世保市山澄地域包括支援センター

記入者 園田　康訓



センター記載欄
大項目 小項目 Ｈ30 Ｈ31 自己評価の理由

２４時間の連絡体制がとれており、緊急時の対応体制も整備されている。 ◎ ◎ 時間外が平日以外の電話連絡は、転送により誰かが対応できるようにしている。

苦情に対する適切な対応（体制）ができている。また、苦情内容や対処方法等について職員間で共有するとと
もに、再発防止に努めている。

◎ ◎
市の方針に沿って、苦情対応体制を整備し、苦情内容や苦情への対応策について
記録している。

相談記録や個人情報の管理・保管を適切に行っている。 ◎ ◎

市と共有する個人情報を開示する範囲について協議・確認をしている。 ◎ ◎

３職種及び追加配置職員を定数配置している。 ◎ 〇 ３職種及び追加配置職員の欠員期間が短かった。

支援困難ケース等については、各職種の専門性を生かし、必要に応じて３職種が協働で支援している。 〇 ◎ 各職種の専門性を理解している。

緊急性が高いと考えられる場合には、特に迅速な対応を行っている。 ◎ ◎ 緊急性の判断基準を定めている。

生活全体を視野に入れ、単体のサービスや制度の適用のみでなく、それらの間をつなぐ等幅広い観点から支
援を行っている。

◎ ◎
職員各々が、フォーマルサービスだけでなく、地域の資源などを活用し地
域で包括的に支援できる考えを取り入れている。

市の受託者として公正・中立な事業運営を実施している。 ◎ ◎

介護予防支援業務 要介護者への指定居宅介護支援事業所の紹介を公正・中立に行っている。 ◎ ◎

特定事業所の提供
サービスの偏り

センターが作成する介護予防サービス計画において、正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに
偏っていない。≪偏っていると判断されるケースがある場合は、正当な理由を記載欄に記入≫

◎ ◎

特定事業所の提供サービ
ス利用への不当な誘引

センターにおける介護予防サービス計画の作成過程において、特定の事業者が提供するサービスの利用を不
当に誘引していない。

◎ ◎

介護予防支援の委託
先の偏り

介護予防支援の委託先が、正当な理由なく特定の指定居宅介護支援事業所に偏っていない。≪偏っていると
判断されるケースがある場合は、正当な理由を記載欄に記入≫

◎ ◎

地域課題を把握分析して反映させた事業計画を職員が作成している。職員間で計画内容を共通理解し、事業
目標の達成に向けて定期的に業務の進捗状況を確認している。

◎ ◎
把握した担当圏域の現状やニーズに基づき、センターの取組における重点項
目を設定している。

業務にかかる知識の習得に努め、専門性の向上を図っている。 ◎ ◎

幅広い職員の研修の機会を確保し、参加させている。また、その内容を職員間で共有できている。 ◎ ◎

運営において、常に市との連携を図り、報告・連絡・相談を徹底し、情報の共有を図っている。 ◎ ◎

業務上の疑義等について、センター長へ相談・報告し、なお解決できない場合、センター長から市に質問票を
提出している。

◎ ◎

運営協議会の提言を真摯に受け止め、事業に反映している。 ◎ ◎ 運営協議会での指摘事項を確認（把握）している。

【評価項目】　◎：できた（目標まで達している）、○：概ねできた(目標の3/4程度まで）、△：目標の半分程度、◇：一部できた（目標の1/4程度まで）、×：ほとんどできなかった

評価

運営協議会の提言への対応

業務評価表（様式１）

迅速な対応

包括的支援

公正・
中立性
の確保

包括的支援事業

事業計画の作成と進捗確認

地域包括支援センター名（佐世保市山澄地域包括支援センター）

評価項目
中項目

業
務
全
体

危機管理

苦情対応体制

個人情報やプライバシーの保護

職員の適正な配置

3職種の職務分担と連携（2職種配置の
場合は2職種）

　　　　　　　　　作成者氏名（　園田　康訓　）

個人情報の保管を鍵付きキャビネや倉庫等で保管している。

市の受託者として公正・中立な事業運営を実施している。

センターに在籍するすべての職員に対して、センターまたは受託法人
が、職場での仕事を離れての研修（Ｏｆｆ－ＪＴ）を実施している。

市が設置する定期的な連絡会合に、出席している。

職員の資質の向上

市との連携



センター記載欄
大項目 小項目 Ｈ30 Ｈ31 自己評価の理由

≪具体的な取り組み≫
アセスメントを通し、利用者の自立を促すことができる計画書の作成を行います。

◎ 〇
職員の入れ替わりもあり、十分なアセスメントが出来たととは言えない。現在、
新しい職員も含め所内研修に力を入れている。

利用者へ介護予防の必要性について説明し、聞き取りのみでなく、自宅の室内の様子や日常生活の状況等な
ど、生活の視点も含めて総合的にアセスメントをするようにしている。

◎ 〇

介護予防に目を向けたアセスメント・ケアプラン作成（具体的な目標設定も含む）・モニタリング・評価といった一
連のケアマネジメントが適切に行うことができている。

◎ 〇

サービス担当者会議や承認会議は、自立支援に目を向けてサービス内容の検討をしている。 ◎ 〇

ケアマネジメントを実施するにあたり、本人のできる事までもサービスを導入していないか確認している。 ◎ ◎

委託先に対し、適切なケアマネジメントができるよう、指導助言をしている。 〇 ◎

特定事業所の提供
サービスの偏り

センターが作成する介護予防サービス計画において、正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに
偏っていない。≪偏っていると判断されるケースがある場合は、正当な理由を記載欄に記入≫

◎ ◎

特定事業所の提供サービ
ス利用への不当な誘引

センターにおける介護予防サービス計画の作成過程において、特定の事業者が提供するサービスの利用を不
当に誘引していない。

◎ ◎

介護予防ケアマネジメ
ント支援の委託先の
偏り

介護予防ケアマネジメント支援の委託先が、正当な理由なく特定の指定居宅介護支援事業所に偏っていない。
≪偏っていると判断されるケースがある場合は、正当な理由を記載欄に記入≫

◎ ◎

一般介護予防事業につなげた場合や、サービス利用終了者に対し、定期的に状況に応じ訪問や連絡を行い、
介護予防の取り組みが継続できるよう意識づけしている。

◎ ◎ 定期的に状況に応じ訪問や連絡を行っている。

給付管理
介護予防ケアマネジメント費での請求と介護予防支援費の請求を間違わないような、チェック体制をとってい
る。

◎ ◎
介護予防ケアマネジメント費での請求と介護予防支援費の請求を間違
わないよう、ダブルチェックを行っている。

≪具体的な取り組み≫
・窓口相談者、要介護認定申請希望者の訪問を継続し、状況確認や本人の望む暮らしの確認を行います。
・運転を辞めた、最近見なくなった、転倒し外出を控えるようになったなどの、虚弱につながる可能性がある段
階での介入のための情報の発信、連携を行います。

◎ ◎
初回相談対応では介護保険制度の説明だけでなく本人の望む暮らしを丁寧に聞き
本人の強みを生かした支援がスタートできる基盤を作ります。

地域会合や集まりに積極的に参加し、顔の見える関係をつくっている。 ◎ ◎ 地域から包括に相談されやすい体制が整っている。

地域住民との共働により、地域の問題解決に取り組んでいる。 ◎ ◎ 地域住民との共働により、地域の問題解決に取り組んだケースがある。

地域特性（地理、人口、高齢化率、世帯構成、独居高齢者の割合等）および地域住民の課題とニーズを把握し
ている。

◎ ◎
地域における関係機関・関係者のネットワークについて、構成員・連絡先・特性等に
関する情報をマップまたはリストで管理している。

再相談に対応できるよう、対応した以外の職員でも対応可能な相談記録票を整備し、記録を残している。 ◎ ◎

地域の関係機関・高齢者等の相談を受け止め、適切な機関・制度・サービスにつなぎ、継続的にフォローしてい
る。

〇 ◎

サービス利用等につながらないケース、また本人が支援を望まないようなケースであっても、適切なアセスメン
トのもとに、訪問等による状況把握および支援等を継続的に行っている。

〇 ◎

地域の社会資源等の情報を把握し、職員で活用している。 ◎ ◎

必要に応じて、訪問による実態把握を積極的に行っている。 ◎ ◎

【評価項目】　◎：できた（目標まで達している）、○：概ねできた(目標の3/4程度まで）、△：目標の半分程度、◇：一部できた（目標の1/4程度まで）、×：ほとんどできなかった

地域の関係機関・高齢者等の相談を受け止め、適切な機関・制度・サービスにつな
ぎ、継続的にフォローしている。

サービス利用等につながらないケース、また本人が支援を望まないよう
なケースについては、適切なアセスメントのもとに、地域資源も視野に入
れた継続的な支援を行っている。

　　　　　　　　　作成者氏名（　園田　康訓　）

自立支援に向けた勉強会や検討会を開催している。

要介護者等への指定居宅介護支援事業所の委託件数を把握している。

評価

地域包括支援センター名（佐世保市山澄地域包括支援センター）

評価項目

介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
業

≪独自の取り組み≫
・自立支援へ向けたケアプランの作成

適切な介護予防ケアマネジメントの実施

介護予防ケア
マネジメント委
託について、公
正・中立性の確
保

サービス終了後の支援

総
合
相
談
支
援
事
業

≪独自の取り組み≫
・個別訪問の継続
・情報発信と連携

地域連携の仕組みづくり

地域住民との共働

地域のアセスメント

適切な総合相談

継続的・専門的相談支援

中項目

業務評価表（様式１）



センター記載欄
大項目 小項目 Ｈ30 Ｈ31 自己評価の理由

≪具体的な取り組み≫
弁護士、司法書士や独立社会福祉士等、権利擁護に係る関係者との連携を行いながら対応を行います。連携
がスムーズに行うことができるよう日頃からの顔の見える関係作りを行います。 ◎ ◎

日常的に法テラス弁護士、後見人の弁護士や保佐人の社福士との連携実績あり。
権利擁護に係わる研修には参加を行い、各関係機関との連携に努めている。

市や関係機関と連携し、高齢者虐待の防止および対応にあたっている。 〇 ◎

家族全体の支援という視点を持ち、養護者と信頼関係を図り、養護者支援に努めている。 〇 ◎

高齢者虐待の相談通報窓口として、関係機関や地域住民に周知している。 〇 ◎

消費者被害や権利侵害が疑われるケースに的確に対応できるよう、サービスや制度を理解している。 ◎ ◎

消費生活センターや民生委員などの関係機関と連携し、消費者被害の防止および対応にあたっている。 ◎ ◎

成年後見制度（法定後見・任意後見）を幅広く普及するための活動を行っている。 ◎ 〇 その他（個別ｹｰｽを通じ居宅CMや小規模多機能CMに制度の説明を行っている。）

適切なスクリーニングを実施し、成年後見制度申立支援や日常生活自立支援事業等へのつなぎを行ってい
る。

◎ ◎
独居、身寄りのない高齢者に対し成年後見申し立ての支援を行う。老夫婦世帯、夫
の身体、判断能力低下あり、日常生活自立支援事業申請する。

≪具体的な取り組み≫
・地域ケア個別会議の運営を通し、高齢者の自立支援を図ります。
・医療機関とのスムーズな連携を行います。（必要に応じて退院後の状況報告も行います） ◎ ◎

地域ケア個別会議は毎月開催することができた。
医療機関との連携は毎回早急な対応ができた。

地域ケア個別会議の内容が、高齢者の課題解決を支援するとともに、介護支援専門員の資質向上及び参加
者の実地研修の場となっている。

◎ ◎
地域ケア個別会議の運営方針を、センター職員、会議参加者・地域の関
係機関に対して周知している。

地域ケア会議の内容が、関係機関のネットワーク構築、社会資源の発見や開発につながり、顔の見える関係
づくりができている。

◎ ◎
地域ケア会議の運営方針を、センター職員、会議参加者・地域の関係機
関に対して周知している。

地域の介護支援専門員の全体の質の向上のために研修会や事例検討会を開催したり、地域資源等の情報提
供をしている。

◎ ◎
地域の介護支援専門員の全体の質の向上のための研修会や事例検討
会を開催したり、地域資源等の情報提供を行っている。

介護支援専門員(プランナーも含む)との連携を図り、常に相談しやすい体制や関係作りに努め、課題等の把握
をしている。また介護支援専門員と関係機関等との顔つなぎをしている。

◎ ◎
介護支援専門員から受けた相談事例の内容を整理・分類した上で、経
年的に件数を把握している。

≪具体的な取り組み≫
・前年度までに引き続き、高齢者の集いの場の立ち上げ及び、継続を支援します。
・年に１回のモニタリング、３か月に１回の訪問を通し、気になる方や参加ができなくなった方のフォローを行い
ます。

◎ ◎

今年度新たに4団体が新たに立ち上がっており、活動支援を行っていま
す。また3カ月毎のモニタリングを通し、継続支援を行っています。その際
参加者のみならず、地域の気になる方のケースについて情報交換を行
い、個別ケース支援に繋げています。

計画的に健康教育等を実施し、介護予防活動の普及・啓発を行っている。 ◎ ◎

地域にある団体等を把握し、介護予防活動の普及・啓発をすることに努めている。 ◎ ◎

新規団体への介護予防活動の普及・啓発を行っている。 ◎ ◎

介護予防を推進するため、民生委員や地域の関係団体等に対して、普及啓発を行っている。 ◎ ◎

地域に偏りなく、健康教育や健康講話を行っている。 ◎ ◎

介護予防活動の普及啓発後も継続的にその団体を支援する工夫を行っている。 ◎ ◎

介護予防普及啓発活動で何らかの支援を要するものを早期に把握した場合、適切な支援につなげている。 ◎ ◎

介護予防の取り組み団体を支援する場合、リハビリ専門職等と連携し、介護予防取組の機能強化を図ってい
る。

◎ ◎ 市の専門職以外の地域の保健医療機関の専門職と連携している。

【評価項目】　◎：できた（目標まで達している）、○：概ねできた(目標の3/4程度まで）、△：目標の半分程度、◇：一部できた（目標の1/4程度まで）、×：ほとんどできなかった

介護予防活動の普及・啓発に係る健康教育等を、委託事業以外にも計
画的に実施している。

評価

　　　　　　　　　作成者氏名（　園田　康訓　）

地域包括支援センター名（佐世保市山澄地域包括支援センター）

家族全体の支援という視点を持ち、養護者と信頼関係を図り、養護者支援に努めて
いる。

サービスや制度を理解し、的確な対応ができるような情報収集を行っている。

一
般
介
護
予
防
事
業

≪独自の取り組み≫
・生活支援体制整備事業と連携した高齢者
の集いの場の支援

介護予防普及啓発

地域リハビリテーション活動支援

包
括
的
・
継
続
的

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
支
援
事
業

≪独自の取り組み≫
・地域ケア個別会議の運営
・医療機関との連携

地域ケア個別会議の開催

地域ケア会議の開催

介護支援専門員の質の向上のための
支援

個々の介護支援専門員へのサポート

評価項目

権
利
擁
護
事
業

≪独自の取り組み≫
・多職種との連携の推進

高齢者虐待の防止および対応

消費者被害の防止および対応

成年後見制度の普及・活用促進

判断能力が低下している状況にある人へ
の支援

中項目

業務評価表（様式１）



（様式２-２）

令和2年10月13日

１．地域包括支援センター業務評価について

大項目 長寿社会課による評価・意見

業務全般

緊急時や苦情の対応はマニュアル化されており、職員間で統一した対応を行っています。災害時においては、避難場所等
の情報を共有し状況に応じて現場を確認するなど、地域住民に対して十分に支援を行っています。困難事例の基準を定め
て、各職種との協議を図り対応されています。職員間の相談体制が整えられており、普段から協力して業務を進められて
おリセンター内で情報共有はされてますが、市への報告の遅延が見受けられますので、運営において常に連携を図り、市
と情報共有するように努めてください。

介護予防ケアマネジメント

プランナーの入れ替わりがあり、介護予防ケアマネジメントの実施状況に対して、プランナーより不安や心配が多くみられ
ていたことから前年度に比べると評価が低くなっています。この点は、R2年度から包括内プランナーミーティングを不定期
開催から毎月1回定期的に開催を実施されるなど改善に向け取り組まれています。
新規プランの承認会議は、保健師、主任ケアマネ、担当以外のプランナー1名で実施し、検討が図れています。
更新時アセスメントでは、今後、初回アセスメントからの情報の蓄積を見える化されるなど、サービスを取り入れたことによ
る効果等を明確にされるようお願いします。

総合相談

複雑多岐に渡る相談についても、三職種で専門性を発揮し包括的な支援が行われています。地域高齢者の問題について
は、住民主体のサポート体制を活用し問題解決を図り、地域住民も含めた支援体制が構築できています。また、サポー
ターの活用を図るなど、問題解決の手法が、三職種の専門性を発揮した支援の展開が図らていると思います。今後も、
様々な職種、関係機関のネットワーク、サポーターを活用し包括的な支援をお願いします。

権利擁護

虐待対応については、三職種で協議して初動対応し、定期的な訪問や養護者の支援など丁寧に行われていました。支援
経過の記録についても、チェックシートを作成して支援経過の記録にもれがないように管理されていました。消費者被害や
成年後見制度の活用については、警察や関係機関と連携して講話を行い、啓発に取り組まれています。個別のケースに
ついてもかかりつけ医やケアマネと連携をとりながら権利擁護の支援を行われていました。今後も積極的な啓発活動や支
援の取り組みを期待します。

包括的継続的ケアマネジメント

地域ケア個別会議は、「自立支援」という言葉から3歩先が見えており、先見的な目を持って取り組まれています。しかし、
基本的なアセスメント情報が不足しており、短時間で効果的な助言を得づらい現状がありそうですので、今後強化できるよ
うにお願いします。
地域の介護支援専門員に対しては包括内ケース会議の参加を促したり、必要に応じて主任ケアマネが同行訪問をされる
など、介護支援専門員への支援にあたられています。
研修会ではアドバンスケアプランニングの内容をされ、また地域の方からも研修内容の要望がある等、地域とともに取り組
めているところが良いと思います。

一般介護予防

モニタリングでは活動内容の把握とアドバイスを行う際に、リーダーの活動に関する困りごとの相談に応じたり、気になる方
の個別相談もあるため、そこから家庭訪問を実施したり支援に繋いでいました。高血圧やCKDなどの媒体を作成し、活用も
されています。いき百体操以外の団体も把握されており、定期的にモニタリングをされていました。地域の専門職と連携し、
介護予防の取り組みの機能強化を図っていました。今後も引き続き支援をお願いします。

２．地域包括支援センター現地確認の実施

現地確認の有無 有・無

３．長寿社会課による総合評価

総括

地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、三職種の専門性及び関係機関と連携を図り事業
が進められています。また、関係機関や地域住民、サポーターなど多岐にわたる人材を活用し、ネットワークが構築されて
います。今後もネットワークの強化を図り、地域で課題解決をできる体制を進めてください。

４．改善事項

　　佐世保市長寿社会課　　　課長　　吉住　和倫

佐世保市山澄地域包括支援センター業務評価結果

特にありません。



（様式１）

評価日 令和　2　年　4　月　15　日

平成３１（令和元）年度
地域包括支援センター業務評価表

包括名     中　　部     地域包括支援センター

記入者 菊田　早苗



センター記載欄
大項目 小項目 Ｈ30 Ｈ31 自己評価の理由

２４時間の連絡体制がとれており、緊急時の対応体制も整備されている。 ◎ ◎
その他（夜間、休日に警察、病院からの相談も増え、情報提供を行
い緊急の対応に協力している。）

苦情に対する適切な対応（体制）ができている。また、苦情内容や対処方法等につい
て職員間で共有するとともに、再発防止に努めている。 ◎ ◎

その他（苦情内容を所内で共有し、対応方法を話し合い統一した対
応に努めている。また、長寿社会課にも必ず報告をしている。）

相談記録や個人情報の管理・保管を適切に行っている。 ◎ ◎

市と共有する個人情報を開示する範囲について協議・確認をしている。 ◎ ◎

３職種及び追加配置職員を定数配置している。 ◎ ◎ ３職種及び追加配置職員を定数配置している。

支援困難ケース等については、各職種の専門性を生かし、必要に応じて３職種が協
働で支援している。 ◎ ◎

その他（相談内容を３職種で共有し、担当を決めて支援を行う。３職
種で月末に支援結果、継続的な支援内容の確認を行っている）

緊急性が高いと考えられる場合には、特に迅速な対応を行っている。 ◎ ◎
その他（困難、緊急性が高いと思われるケースは２人体制で迅速
に対応を行っている）

生活全体を視野に入れ、単体のサービスや制度の適用のみでなく、それらの間をつ
なぐ等幅広い観点から支援を行っている。 ◎ ◎

その他（社会資源の最新情報を所内で共有し、地域の生活
支援サポーターの活用を第2層SCへ相談している）

市の受託者として公正・中立な事業運営を実施している。 ◎ ◎

介護予防支援業務 要介護者への指定居宅介護支援事業所の紹介を公正・中立に行っている。 ◎ ◎

特定事業所の提
供サービスの偏
り

センターが作成する介護予防サービス計画において、正当な理由なく特定の事業者
が提供するサービスに偏っていない。≪偏っていると判断されるケースがある場合
は、正当な理由を記載欄に記入≫

◎ ◎

特定事業所の提
供サービス利用
への不当な誘引

センターにおける介護予防サービス計画の作成過程において、特定の事業者が提
供するサービスの利用を不当に誘引していない。 ◎ ◎

介護予防支援の
委託先の偏り

介護予防支援の委託先が、正当な理由なく特定の指定居宅介護支援事業所に偏っ
ていない。≪偏っていると判断されるケースがある場合は、正当な理由を記載欄に記
入≫

◎ ◎

地域課題を把握分析して反映させた事業計画を職員が作成している。職員間で計画
内容を共通理解し、事業目標の達成に向けて定期的に業務の進捗状況を確認して
いる。

◎ ◎
職員間で計画内容を共通理解し、定期的に業務の進捗状況を確
認している。

業務にかかる知識の習得に努め、専門性の向上を図っている。 ◎ ◎

幅広い職員の研修の機会を確保し、参加させている。また、その内容を職員間で共
有できている。 ◎ ◎

運営において、常に市との連携を図り、報告・連絡・相談を徹底し、情報の共有を
図っている。 ◎ ◎

業務上の疑義等について、センター長へ相談・報告し、なお解決できない場合、セン
ター長から市に質問票を提出している。 ◎ ◎

運営協議会の提言を真摯に受け止め、事業に反映している。 ◎ ◎
運営協議会の提言を真摯に受け止め、事業に反映してい
る。

【評価項目】　◎：できた（目標まで達している）、○：概ねできた(目標の3/4程度まで）、△：目標の半分程度、◇：一部できた（目標の1/4程度まで）、×：ほとんどできなかった

業務評価表（様式１）

迅速な対応

包括的支援

公正・
中立
性の
確保

包括的支援事業

評価

その他（業務に支障が出ないように調整し、研修の機会を
確保し、社内で研修内容の伝達、資料の回覧等を行ってい
る）

市の支援・指導の内容により、逐次、センターの業務改善を
図っている。

事業計画の作成と進捗確認

職員の資質の向上

市との連携

運営協議会の提言への対応

地域包括支援センター名（　佐世保市中部地域包括支援センター　）

評価項目

中項目

業
務
全
体

危機管理

苦情対応体制

個人情報やプライバシーの保護

職員の適正な配置

3職種の職務分担と連携（2職種
配置の場合は2職種）

　　　　　　　　　作成者氏名（　　菊田　早苗　　）

その他（個人情報の保管は鍵付きキャビネットで保管している。個人
情報の取り扱いは、同意を得た上で行っている。）

サービスの利用にあたっては、複数の事業所やサービスを
紹介している。



センター記載欄
大項目 小項目 Ｈ30 Ｈ31 自己評価の理由

≪具体的な取り組み≫
・サービス利用希望の相談を受けた時は自宅を訪問し、生活状況を把握し、自立支
援に視点をおき、適切なサービスに繋げる。
・地域ケア個別会議では専門職からの助言をもらい、関係機関と情報共有して少しで
も目標が達成できるよう支援する。
・包括内でも社会資源情報を収集し、社会資源の活用をする。

◎ ◎

・サービス利用希望相談時は、自宅を訪問し生活状況を把握し、
自立支援に視点をおいた適切なサービスに繋げている。
・地域ケア個別会議では専門職からの助言を踏まえ、本人の生
活目標に少しでも達成できるようサービス事業所と助言を共有し
支援をしている。
・包括内でも社会資源情報を収集し、生活支援コーディネーター
との情報共有をしている。

利用者へ介護予防の必要性について説明し、聞き取りのみでなく、自宅の室内の様
子や日常生活の状況等など、生活の視点も含めて総合的にアセスメントをするように
している。

◎ ◎

介護予防に目を向けたアセスメント・ケアプラン作成（具体的な目標設定も含む）・モ
ニタリング・評価といった一連のケアマネジメントが適切に行うことができている。 〇 ◎

サービス担当者会議や承認会議は、自立支援に目を向けてサービス内容の検討を
している。 〇 ◎

ケアマネジメントを実施するにあたり、本人のできる事までもサービスを導入していな
いか確認している。 ◎ ◎

委託先に対し、適切なケアマネジメントができるよう、指導助言をしている。 〇 ◎

特定事業所の提
供サービスの偏
り

センターが作成する介護予防サービス計画において、正当な理由なく特定の事業者
が提供するサービスに偏っていない。≪偏っていると判断されるケースがある場合
は、正当な理由を記載欄に記入≫

◎ ◎

特定事業所の提
供サービス利用
への不当な誘引

センターにおける介護予防サービス計画の作成過程において、特定の事業者が提
供するサービスの利用を不当に誘引していない。 ◎ ◎

介護予防ケアマ
ネジメント支援の
委託先の偏り

介護予防ケアマネジメント支援の委託先が、正当な理由なく特定の指定居宅介護支
援事業所に偏っていない。≪偏っていると判断されるケースがある場合は、正当な理
由を記載欄に記入≫

◎ ◎

一般介護予防事業につなげた場合や、サービス利用終了者に対し、定期的に状況
に応じ訪問や連絡を行い、介護予防の取り組みが継続できるよう意識づけしている。 〇 〇

その他(定期訪問は出来ないが、地域住民の見守り、声掛
けの依頼はしており、気になることがあれば対応してい
る。）

給付管理
介護予防ケアマネジメント費での請求と介護予防支援費の請求を間違わないような、
チェック体制をとっている。 ◎ ◎

介護予防ケアマネジメント費での請求と介護予防支援費の
請求を間違わないよう、ダブルチェックを行っている。

【評価項目】　◎：できた（目標まで達している）、○：概ねできた(目標の3/4程度まで）、△：目標の半分程度、◇：一部できた（目標の1/4程度まで）、×：ほとんどできなかった

業務評価表（様式１）

評価項目

介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
業

≪独自の取り組み≫
・自立支援の視点
・社会資源の活用

適切な介護予防ケアマネジメント
の実施

介護予防ケ
アマネジメン
ト委託につい
て、公正・中
立性の確保

サービス終了後の支援

中項目

　　　　　　　　　作成者氏名（　　菊田　早苗　　）

評価

サービス担当者会議や承認会議は、自立支援に目を向け
てサービス内容の検討をしている。
※自立支援の視点について
　　○本人のできることまでサービス導入をしていないか
　　○地域のインフォーマルサービスの活用
　　○目標設定が適しているか（向上できそうな人が維持目
標になっていないか

その他（委託については、３職種で公正・中立性に検討を行
い依頼をしている。）

地域包括支援センター名（　佐世保市中部地域包括支援センター　）



センター記載欄
大項目 小項目 Ｈ30 Ｈ31 自己評価の理由

≪具体的な取り組み≫
・３職種の専門知識を活かしチームで対応する。地域の集まりの場や地域の行事等
に積極的に参加し、気軽に相談できる関係つくりを継続する。
・相談時は随時３職種で役割を明確にし、迅速な対応と支援方針を決める。対応困
難時は、長寿社会課の地区保健師、認知症推進員、初期集中支援チームに相談し
適切な支援に努める。

◎ ◎

・中部地区自治協が開催する行事の準備に参加し役員の方々との
交流を深め、顔見知りの関係づくりに努めている。
・毎月末には３職種で相談対応の支援結果と継続支援の再確認を
必ず行っている。

地域会合や集まりに積極的に参加し、顔の見える関係をつくっている。 ◎ ◎ 地域から包括に相談されやすい体制が整っている。

地域住民との共働により、地域の問題解決に取り組んでいる。 ◎ ◎
地域住民との共働により、地域の問題解決に取り組んだケースがあ
る。

地域特性（地理、人口、高齢化率、世帯構成、独居高齢者の割合等）および地域住
民の課題とニーズを把握している。 ◎ ◎

その他（中心部のオートロックのマンションの高齢者の状況が把握で
ていない。包括ケア個別会議でも地域の課題抽出ができる）

再相談に対応できるよう、対応した以外の職員でも対応可能な相談記録票を整備
し、記録を残している。 ◎ ◎

地域の関係機関・高齢者等の相談を受け止め、適切な機関・制度・サービスにつな
ぎ、継続的にフォローしている。 ◎ ◎

サービス利用等につながらないケース、また本人が支援を望まないようなケースで
あっても、適切なアセスメントのもとに、訪問等による状況把握および支援等を継続
的に行っている。

〇 ◎

地域の社会資源等の情報を把握し、職員で活用している。 ◎ ◎

必要に応じて、訪問による実態把握を積極的に行っている。 ◎ ◎

≪具体的な取り組み≫
・２人体制で訪問し事実確認、情報収集を行い、地区担当保健師に報告し迅速な対
応をする。
・地域の集まりの場（サロン）に出向き、虐待通報義務や消費者被害等の注意喚起を
呼びかける。
・成年後見制度の活用を積極的に紹介する。

◎ ◎

・２人体制で訪問し事実確認、情報収集を行い、地区担当保健師
に報告し対応方法を協議し迅速な対応を行っている。
・地域の集まりの場（サロン）に出向き、虐待通報義務や消費者
被害等の最新情報を紹介し、注意喚起の呼びかけを行ってい
る。
・認知症、独居高齢者など将来必要と思われる方には成年後見
制度の活用を積極的に紹介している。

市や関係機関と連携し、高齢者虐待の防止および対応にあたっている。 ◎ ◎

家族全体の支援という視点を持ち、養護者と信頼関係を図り、養護者支援に努めて
いる。

◎ ◎

高齢者虐待の相談通報窓口として、関係機関や地域住民に周知している。 〇 ◎

消費者被害や権利侵害が疑われるケースに的確に対応できるよう、サービスや制度
を理解している。

◎ ◎

消費生活センターや民生委員などの関係機関と連携し、消費者被害の防止および対
応にあたっている。

◎ ◎

成年後見制度（法定後見・任意後見）を幅広く普及するための活動を行っている。 ◎ ◎
地域の集まりに参加する等、あらゆる機会をとらえて普及活動を行っ
ている。

適切なスクリーニングを実施し、成年後見制度申立支援や日常生活自立支援事業
等へのつなぎを行っている。

◎ ◎
同居の娘も金銭管理が困難、日常的な金銭管理を社会福祉協議会
（日常生活自立支援事業）に繋ぎ、必要なサービス導入を行ってい
る。

業務評価表（様式１）
地域包括支援センター名（　佐世保市中部地域包括支援センター　）

　　　　　　　　　作成者氏名（　　菊田　早苗　　）

評価項目 評価

中項目

総
合
相
談
支
援
事
業

≪独自の取り組み≫
・信頼関係、ネットワーク構築の
継続
・状況の把握と対応、長寿社会
課との連携

地域連携の仕組みづくり

地域住民との共働

地域のアセスメント

適切な総合相談

継続的・専門的相談支援

その他（包括が相談通報窓口と地域住民に認識してもらい、市が示
すマニュアルに沿って対応している）

消費生活センターや民生委員などの関係機関と連携し、消費者
被害の防止および対応にあたっている。

その他（相談記録、経過記録を整理、管理している。対応した職員以
外でも対応できる。）

その他（必要に応じた訪問をして実態把握を行い、記録を
残し、継続的に実態把握をしている。地域の社会資源等の
情報収集も行っている）

権
利
擁
護
事
業

≪独自の取り組み≫
・虐待疑い通報に迅速な対応、
並びに養護者の支援
・消費者被害の対応と広報
・成年後見制度の普及、広報

高齢者虐待の防止および対応

消費者被害の防止および対応

成年後見制度の普及・活用促進

判断能力が低下している状況
にある人への支援



センター記載欄
大項目 小項目 Ｈ30 Ｈ31 自己評価の理由

≪具体的な取り組み≫・会議の目的や地域課題抽出について、包括職員、地域のケ
アマネジャーを対象とした勉強会を開催しスキルアップを目指す。
・抽出した地域課題を生活コーディネーターと連携しながら、地域ケア包括会議を開
催し地域住民も一緒に取り組んでいく。
・例年通り、全地区の民生委員定例会へ参加し、情報交換、地域の情報収集も継続
する。　　　・山澄、清水包括と認知症カフェを継続して運営し、認知症の方や家族の
支援をする。

◎ ◎

・包括職員やケアマネジャーを対象に地域ケア個別会議の目的
や地域課題抽出について、山澄包括と合同で勉強会を開催し、
スキルアップに努めている。
・年度末に地域ケア包括会議を生活コーディネーターと共同して
開催、地域ケア個別会議で抽出した地域課題を関係機関や地域
の方と取り組んでいる。

地域ケア個別会議の内容が、高齢者の課題解決を支援するとともに、介護支援専門
員の資質向上及び参加者の実地研修の場となっている。

◎ ◎

その他（主任ケアマネジャーが担当ケアマネジャーに同行
し、本人宅を訪問して住環境、生活状況を把握して個別会
議に臨んでいる）

地域ケア会議の内容が、関係機関のネットワーク構築、社会資源の発見や開発につ
ながり、顔の見える関係づくりができている。

〇 ◎
地域ケア会議の運営方針を、センター職員、会議参加者・
地域の関係機関に対して周知している。

地域の介護支援専門員の全体の質の向上のために研修会や事例検討会を開催し
たり、地域資源等の情報提供をしている。

◎ ◎

その他（医療機関と合同で検討会、交流会を開催している。
毎年社会資源情報を更新し、地域の関係機関に提供して
いる。）

介護支援専門員(プランナーも含む)との連携を図り、常に相談しやすい体制や関係
作りに努め、課題等の把握をしている。また介護支援専門員と関係機関等との顔つ
なぎをしている。

◎ ◎
その他（委託ケースの地域ケア個別会議の準備と会議後
のフォローを行っている。）

≪具体的な取り組み≫・自主活動サロンが継続できるように、訪問時にはモニタリン
グを行い、モニタリング結果や参加時の様子から気になる利用者は適切な支援に繋
げる。
・地域ケア個別会議に上がった健康や介護予防にかんする地域課題を健康教室や
介護予防講話を実施し、地域住民の介護予防への意欲向上に繋げる。
・今年度も「まちづくり懇談会」を開催し、介護予防活動の普及啓発を生活支援コー
ディネーターに協力を仰ぎ継続する。

◎ ◎

・訪問時にはモニタリングを行い、モニタリング結果や参加時の
様子から気になる利用者については、３職種で協議の上、個別
の支援に繋げている。
・地域ケア個別会議に上がった地域課題で地域住民の介護予防
への意欲向上の為に康教室や介護予防講話を実施した。
・今年度も「まちづくり懇談会」を開催し、介護予防活動の普及啓
発を生活支援コーディネーターに協力を仰ぎ継続できている。

計画的に健康教育等を実施し、介護予防活動の普及・啓発を行っている。 ◎ ◎

地域にある団体等を把握し、介護予防活動の普及・啓発をすることに努めている。 ◎ ◎

新規団体への介護予防活動の普及・啓発を行っている。 ◎ ◎

介護予防を推進するため、民生委員や地域の関係団体等に対して、普及啓発を行っ
ている。

◎ ◎

地域に偏りなく、健康教育や健康講話を行っている。 ◎ ◎

介護予防活動の普及啓発後も継続的にその団体を支援する工夫を行っている。 ◎ ◎

介護予防普及啓発活動で何らかの支援を要するものを早期に把握した場合、適切な
支援につなげている。

◎ ◎

介護予防の取り組み団体を支援する場合、リハビリ専門職等と連携し、介護予防取
組の機能強化を図っている。

〇 〇

その他（リハビリ専門職等と連携したいが、業務時間中の
対応が難しいとのことで、上手く連携することが出来きな
い。）

その他（百歳体操の成果や介護予防活動の意義などを包
括だよりなど紙面でも普及・啓発を行っている）

地域リハビリテーション活動支援

地域包括支援センター名（　佐世保市中部地域包括支援センター　）

　　　　　　　　　作成者氏名（　　菊田　早苗　　）

評価項目 評価

包
括
的
・
継
続
的
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

支
援
事
業

地域ケア個別会議の開催

地域ケア会議の開催

介護支援専門員の質の向上の
ための支援

個々の介護支援専門員へのサ
ポート

≪独自の取り組み≫
・地域ケア個別会議の活用
・地域の現状把握
・認知症の方やその家族への
支援

中項目

業務評価表（様式１）

一
般
介
護
予
防
事
業

≪独自の取り組み≫
・モニタリングシートを活用した
サロン訪問
・地域の現状に沿った健康教室
・介護予防講話の実施

介護予防普及啓発



（様式２-２）

令和2年10月13日

１．地域包括支援センター業務評価について

大項目 長寿社会課による評価・意見

業務全般

緊急時では、状況の把握、確認をされ必要に応じて訪問したり、警察や民生委員に相談したりとチームで十分な対応がなされてい
ました。苦情対応についてはマニュアル化されており、対応した事例は朝礼にて報告を行い職員間での情報共有をし、再発防止に
努められています。地域課題については地域毎に整理はされてますが、一部の地域では対応に苦慮されている状況であることは
理解しました。民生委員等の関係機関とも良好な関係性が構築できていますので、地域住民とも共有し課題解決に繋がっていくよ
うに今後の活動に期待します。

介護予防ケアマネジメント

地域ケア個別会議や各種研修での学びを元に、利用者の自立支援ができるようなケアマネジメントを推進されています。主任ケアマネジャーやプ
ランナーのみならず、全ての三職種や生活支援コーディネーターの知識やネットワークを活かして助言し合いながら、サービス利用に拘らない視
野を広げたケアマネジメントに取り組めています。目標設定についてもその視点を活かした具体的かつ向上しやすい内容となるよう努められると
尚良いと思います。サービス終了後の支援は基準を定めずに行っているようですので、今後基準の整備へ向けた取り組みをお願いします。

総合相談

相談業務については、相談受理後、家庭訪問を行いアセスメントを実施、サービスの調整、関係機関の連携など一連の相談体制
が構築されています。専門性の高い相談については、三職種で検討し、支援方針を協議し、複雑多岐にわたる相談対応が確実に
行われています。また、気になる高齢者の見守りや家庭内の見えにくい状況の把握についても、民生委員と連携し情報収集を行い
ネットワークを活用した相談体制、支援体制が構築できています。

権利擁護

高齢者虐待、消費者被害などの広報、対応体制については、地域の集まりの場や老人会、民協などとの関係性もできており、お互
いに連携、相談しやすい体制が広報に構築されていました。成年後見制度についても事例を示し具体的に住民が理解しやすいよ
うに説明されており、また実際の事例についても、民間のサービス等情報も収集し取り入れながら対応されていました。今後も引き
続き各団体や関係機関と連携して、地域にあった取り組みをお願いします。

包括的継続的ケアマネジメント

地域ケア個別会議に諮る事例については事前に主任ケアマネジャーが同行訪問し三職種での協議を行い、より深い検討ができるよう努められて
います。委託先の居宅介護支援事業所のプランナーの担当事例も地域ケア個別会議に諮るよう配慮して同行訪問の機会を持ち、主任ケアマネ
ジャーからの助言がしやすい関係ができています。地域包括ケア会議で地域と包括の繋がりの強化へ向けた情報提供を行うとともに今後の更な
る発展的な取り組みの計画がされており、地域全体と先を見据えた取り組みができていますので、継続した取り組みをお願いします。

一般介護予防事業

地域にある団体の発掘や新しい団体創設へ向けた取り組みを継続し、サービスに頼らずに地域で介護予防に取り組める体制づくりに努められて
います。独自に作成したモニタリングシートを活用しながら継続した団体や参加者の状況把握に努め、ニーズや身体状態等に応じて三職種や生
活支援コーディネーター、市内の専門職とともに適切な支援活動ができています。けんこう運動支援隊についても積極的に活用しようと努め、地
域住民が支え合いながら介護予防に取り組む地域づくりに取り組まれています。今後も継続した取り組みをお願いします。

２．地域包括支援センター現地確認の実施

現地確認の有無 有・無

３．長寿社会課による総合評価

総括

地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、三職種の専門性及び関係機関と連携を図り事業が進めら
れています。また、関係機関や地域住民など日常的に関係性を築き重層的なネットワークが構築されています。今後もネットワーク
の強化を図り、地域で課題解決をできる体制を進めてください。

４．改善事項

　　佐世保市長寿社会課　　　課長　　吉住　和倫

佐世保市中部地域包括支援センター業務評価結果

特にありません。



（様式１）

評価日 令和　　２　年　４　月　15　日

平成３１（令和元）年度
地域包括支援センター業務評価表

包括名   清水地域包括支援センター

記入者 川原　玲子



センター記載欄
大項目 小項目 Ｈ30 Ｈ31 自己評価の理由

２４時間の連絡体制がとれており、緊急時の対応体制も整備されている。 ◎ ◎
時間外が平日以外の電話連絡は、転送により誰かが対応できるよう
にしている。

苦情に対する適切な対応（体制）ができている。また、苦情内容や対処方法等につい
て職員間で共有するとともに、再発防止に努めている。 ◎ ◎

センターが受けた介護サービスに関する相談について、市に対して
報告や協議を行う仕組みを設けている。

相談記録や個人情報の管理・保管を適切に行っている。 ◎ ◎

市と共有する個人情報を開示する範囲について協議・確認をしている。 ◎ ◎

３職種及び追加配置職員を定数配置している。 ◎ ◎ ３職種及び追加配置職員を定数配置している。

支援困難ケース等については、各職種の専門性を生かし、必要に応じて３職種が協
働で支援している。 ◎ ◎ 職員間において支援困難ケースの判断基準を共有している。

緊急性が高いと考えられる場合には、特に迅速な対応を行っている。 ◎ ◎
緊急性が高いと考えられる場合には、特に迅速な対応を行って
いる。

生活全体を視野に入れ、単体のサービスや制度の適用のみでなく、それらの間をつ
なぐ等幅広い観点から支援を行っている。 ◎ ◎

職員各々が、フォーマルサービスだけでなく、地域の資源などを
活用し地域で包括的に支援できる考えを取り入れている。

市の受託者として公正・中立な事業運営を実施している。 ◎ ◎

介護予防支援業務 要介護者への指定居宅介護支援事業所の紹介を公正・中立に行っている。 ◎ ◎

特定事業所の提
供サービスの偏
り

センターが作成する介護予防サービス計画において、正当な理由なく特定の事業者
が提供するサービスに偏っていない。≪偏っていると判断されるケースがある場合
は、正当な理由を記載欄に記入≫

◎ ◎

特定事業所の提
供サービス利用
への不当な誘引

センターにおける介護予防サービス計画の作成過程において、特定の事業者が提
供するサービスの利用を不当に誘引していない。 ◎ ◎

介護予防支援の
委託先の偏り

介護予防支援の委託先が、正当な理由なく特定の指定居宅介護支援事業所に偏っ
ていない。≪偏っていると判断されるケースがある場合は、正当な理由を記載欄に記
入≫

◎ ◎

地域課題を把握分析して反映させた事業計画を職員が作成している。職員間で計画
内容を共通理解し、事業目標の達成に向けて定期的に業務の進捗状況を確認して
いる。

〇 ◎
職員間で計画内容を共通理解し、定期的に業務の進捗状況を確
認している。

業務にかかる知識の習得に努め、専門性の向上を図っている。 ◎ ◎

幅広い職員の研修の機会を確保し、参加させている。また、その内容を職員間で共
有できている。 ◎ ◎

運営において、常に市との連携を図り、報告・連絡・相談を徹底し、情報の共有を
図っている。 ◎ ◎

業務上の疑義等について、センター長へ相談・報告し、なお解決できない場合、セン
ター長から市に質問票を提出している。 ◎ ◎

運営協議会の提言を真摯に受け止め、事業に反映している。 ◎ ◎
運営協議会の提言を真摯に受け止め、事業に反映してい
る。

【評価項目】　◎：できた（目標まで達している）、○：概ねできた(目標の3/4程度まで）、△：目標の半分程度、◇：一部できた（目標の1/4程度まで）、×：ほとんどできなかった

業務評価表（様式１）

評価

運営において市との連携をはかり、報告・連絡・相談を徹底
し、情報の共有をはかっており、定期的な連絡会合にも出
席している。

迅速な対応

包括的支援

公正・
中立
性の
確保

包括的支援事業

事業計画の作成と進捗確認

　　　　　　　　　作成者氏名（　川原　玲子　　　　　　　　）

職員の資質の向上

市との連携

運営協議会の提言への対応

地域包括支援センター名（佐世保市清水地域包括支援センター　）

評価項目

中項目

業
務
全
体

危機管理

苦情対応体制

個人情報やプライバシーの保護

職員の適正な配置

3職種の職務分担と連携（2職種
配置の場合は2職種）

個人情報の持出・開示時は、管理簿への記載と確認を行っている。

市の受託者として公正・中立な事業運営を実施している。

センターに在籍するすべての職員に対して、センターまたは
受託法人が、職場での仕事を離れての研修（Ｏｆｆ－ＪＴ）を
実施している。



センター記載欄
大項目 小項目 Ｈ30 Ｈ31 自己評価の理由

≪具体的な取り組み≫
・自センターが企画開催しているサロンフェスやおやじの料理教室など利用者への呼
びかけと参加を一緒に行い、自立支援に向けての働きかけを行っている。
・業務上の問題や支援体制の向上を目的に定期的にプランナー会議を行い、情報の
共有や業務の改善を行っている。

◎ ◎

・自立支援へ向けて地域との交流の機会が作れるよう、プラン
ナー自らが利用者と一緒に参加し、地域へ繋がれるきっかけづく

りをしている。
・定期的にプラン―会議を行い情報の共有を行う事で、市が示し
ているものや包括の方針など方向性を見失わずに業務に当たる

ことができた。

利用者へ介護予防の必要性について説明し、聞き取りのみでなく、自宅の室内の様
子や日常生活の状況等など、生活の視点も含めて総合的にアセスメントをするように
している。

◎ ◎

介護予防に目を向けたアセスメント・ケアプラン作成（具体的な目標設定も含む）・モ
ニタリング・評価といった一連のケアマネジメントが適切に行うことができている。

〇 ◎

サービス担当者会議や承認会議は、自立支援に目を向けてサービス内容の検討を
している。

〇 ◎

ケアマネジメントを実施するにあたり、本人のできる事までもサービスを導入していな
いか確認している。

◎ ◎

委託先に対し、適切なケアマネジメントができるよう、指導助言をしている。 ◎ ◎

特定事業所の提
供サービスの偏
り

センターが作成する介護予防サービス計画において、正当な理由なく特定の事業者
が提供するサービスに偏っていない。≪偏っていると判断されるケースがある場合
は、正当な理由を記載欄に記入≫

◎ ◎

特定事業所の提
供サービス利用
への不当な誘引

センターにおける介護予防サービス計画の作成過程において、特定の事業者が提
供するサービスの利用を不当に誘引していない。

◎ ◎

介護予防ケアマ
ネジメント支援の
委託先の偏り

介護予防ケアマネジメント支援の委託先が、正当な理由なく特定の指定居宅介護支
援事業所に偏っていない。≪偏っていると判断されるケースがある場合は、正当な理
由を記載欄に記入≫

◎ ◎

一般介護予防事業につなげた場合や、サービス利用終了者に対し、定期的に状況
に応じ訪問や連絡を行い、介護予防の取り組みが継続できるよう意識づけしている。

◎ ◎
家族または地域において、本人をフォローできる体制が
整っている。

給付管理
介護予防ケアマネジメント費での請求と介護予防支援費の請求を間違わないような、
チェック体制をとっている。

◎ ◎
介護予防ケアマネジメント費での請求と介護予防支援費の
請求を間違わないよう、ダブルチェックを行っている。

【評価項目】　◎：できた（目標まで達している）、○：概ねできた(目標の3/4程度まで）、△：目標の半分程度、◇：一部できた（目標の1/4程度まで）、×：ほとんどできなかった

業務評価表（様式１）
　　　　　　　　　作成者氏名（　川原　玲子　　　　　　　　）

評価

介護予防ケアマネジメント・介護予防支援のケアプランにお
いて介護給付や介護予防・生活支援サービス事業以外の
多様な地域の社会資源も位置付けている。

正当な理由としては、利用希望者の自宅近くを希望された
ケースが多かった。

地域包括支援センター名（佐世保市清水地域包括支援センター　）

評価項目

介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
業

≪独自の取り組み≫
・自センターが企画している地
域活動への協力と参加
・毎月業務改善の為のプラン
ナー会議実施。

適切な介護予防ケアマネジメント
の実施

介護予防ケ
アマネジメン
ト委託につい
て、公正・中
立性の確保

サービス終了後の支援

中項目



センター記載欄
大項目 小項目 Ｈ30 Ｈ31 自己評価の理由

≪具体的な取り組み≫
・新規相談のスクリーニング後三職種で自宅訪問、本人面接や家屋調査、生活状況の確認する
・適切な制度や機関への連携、必要に応じて3職種やケース会議を開催し支援方針を判断する
・個人情報の取り扱いに注意し、緊急性の判断や役割分担を行い専門的・継続的な支援を行う
・相談内容により本人の同意を得て情報の提供や関係機関への連携を行う
・民生委員児童委員との関係構築をさらに進め、早めの相談対応にて問題の複雑化や困難化を防止する

◎ ◎

全ての相談に対してスクリーニング後、必要なケースは訪問調査を
行い、緊急性の判断や重度化の予防・自立支援の視点を持ち、社会
資源の活用、総合事業や介護保険の利用が必要なケースの判断を
行い、関係機関への連携や継続支援を行っている。

地域会合や集まりに積極的に参加し、顔の見える関係をつくっている。 ◎ ◎ 地域から包括に相談されやすい体制が整っている。

地域住民との共働により、地域の問題解決に取り組んでいる。 ◎ ◎
見守りやゴミ捨て等で困っているケースは地域住民との共働により
解決することができた。

地域特性（地理、人口、高齢化率、世帯構成、独居高齢者の割合等）および地域住
民の課題とニーズを把握している。

◎ ◎ 地域の特性および地域住民の課題とニーズを把握している。

再相談に対応できるよう、対応した以外の職員でも対応可能な相談記録票を整備
し、記録を残している。

◎ ◎

地域の関係機関・高齢者等の相談を受け止め、適切な機関・制度・サービスにつな
ぎ、継続的にフォローしている。

◎ ◎

サービス利用等につながらないケース、また本人が支援を望まないようなケースで
あっても、適切なアセスメントのもとに、訪問等による状況把握および支援等を継続
的に行っている。

◎ ◎

地域の社会資源等の情報を把握し、職員で活用している。 ◎ ◎

必要に応じて、訪問による実態把握を積極的に行っている。 ◎ ◎

≪具体的な取り組み≫
・高齢者虐待については、虐待対応マニュアルに沿って的確な判断や早期対応、市や関係機関と連携し支
援していく
・成年後見制度の普及啓発、活用促進への取り組みとして、サロンや地域の集まりでの出前講座による普
及活動や認知症高齢者等への早い段階からの適切な判断を行い、本人申し立ての可能性なども促進して
いく。
・消費者被害防止については、情報収集や実態把握を行い、地域住民への広報活動や注意喚起を行う

◎ ◎
権利擁護の必要なケースについては、チームアプローチを心掛け、
市や関係機関との連携を取りながら、本人の保護はもちろん家族の
支援や関係構築を行った。

市や関係機関と連携し、高齢者虐待の防止および対応にあたっている。 ◎ ◎

家族全体の支援という視点を持ち、養護者と信頼関係を図り、養護者支援に努めて
いる。

◎ ◎

高齢者虐待の相談通報窓口として、関係機関や地域住民に周知している。 ◎ ◎

消費者被害や権利侵害が疑われるケースに的確に対応できるよう、サービスや制度
を理解している。

◎ ◎

消費生活センターや民生委員などの関係機関と連携し、消費者被害の防止および対
応にあたっている。

◎ ◎

成年後見制度（法定後見・任意後見）を幅広く普及するための活動を行っている。 ◎ ◎
地域の集まりに参加する等、あらゆる機会をとらえて普及活動を行っ
ている。

適切なスクリーニングを実施し、成年後見制度申立支援や日常生活自立支援事業
等へのつなぎを行っている。

◎ ◎
虐待解決後、判断能力低下した利用者を日常生活自立支援事業に
繋いだり、専門職への連携を行った。

【評価項目】　◎：できた（目標まで達している）、○：概ねできた(目標の3/4程度まで）、△：目標の半分程度、◇：一部できた（目標の1/4程度まで）、×：ほとんどできなかった

業務評価表（様式１）
地域包括支援センター名（佐世保市清水地域包括支援センター　）

　　　　　　　　　作成者氏名（　川原　玲子　　　　　　　　）

評価項目 評価

中項目

総
合
相
談
支
援
事
業

≪独自の取り組み≫
様々な相談に対する的確な状
況の把握を行い緊急性の判断
やサービスの導入、社会資源
の活用などの必要な支援を行
う。

地域連携の仕組みづくり

地域住民との共働

地域のアセスメント

適切な総合相談
対応した職員以外の職員でも、対応できるよう相談記録票を整備し
ている。

家族全体の支援という視点を持ち、養護者と信頼関係を図り、養護
者支援に努めている。

サービス利用等につながらないケース、また本人が支援を
望まないようなケースについては、適切なアセスメントのも
とに、地域資源も視野に入れた継続的な支援を行ってい
る。

消費生活センターや民生委員などの関係機関と連携し、消費者
被害の防止および対応にあたっている。

継続的・専門的相談支援

権
利
擁
護
事
業

≪独自の取り組み≫
権利擁護の必要なケースにつ
いては早めの支援を行い、本人
の尊厳のある生活の維持に努
める。

高齢者虐待の防止および対応

消費者被害の防止および対応

成年後見制度の普及・活用促進

判断能力が低下している状況
にある人への支援



センター記載欄
大項目 小項目 Ｈ30 Ｈ31 自己評価の理由

≪具体的な取り組み≫
①民生委員との交流会。今年度は新任の方が多く包括の紹介とネットワーク構築を
行なった。
②個別地域ケア会議から見えてきた男性の食についての意識向上と居場所づくりを
行なった。
③圏域居宅の主任ケアマネと協働で圏域のケアマネに事例検討の研修会の開催を
行なった。
④包括まで来所するのが遠い地区への出張相談会を行ない相談の掘り起こしを行
なった。

◎ ◎

個別地域ケア会議や地域活動の中から見えてきた課題に対して
社会資源の開発やネットワーク構築を独自の取り組みとして積極
的に行った。
①に関しては包括の開設当時から行っておりネットワーク構築に
大きく効果がでている。

地域ケア個別会議の内容が、高齢者の課題解決を支援するとともに、介護支援専門
員の資質向上及び参加者の実地研修の場となっている。

◎ ◎
多職種と連携して、自立支援・重度化防止等に資する観点から
個別事例の検討を行い、対応策を講じている。

地域ケア会議の内容が、関係機関のネットワーク構築、社会資源の発見や開発につ
ながり、顔の見える関係づくりができている。

◎
開催準備においては万全であったが、新型コロナウイルスの影
響で中止とせざるを得なかった。

地域の介護支援専門員の全体の質の向上のために研修会や事例検討会を開催し
たり、地域資源等の情報提供をしている。

◎ ◎
地域全体の介護支援専門員の質の向上を図るために研修
会や事例検討会を開催し、地域資源等の情報提供も行っ
ている。

介護支援専門員(プランナーも含む)との連携を図り、常に相談しやすい体制や関係
作りに努め、課題等の把握をしている。また介護支援専門員と関係機関等との顔つ
なぎをしている。

◎ ◎
相談内容によっては訪問に同行したり他機関との同行訪問
を行い困難化や重度化の予防を行なっている。

≪具体的な取り組み≫
・地域のリーダー（民生委員・老人会・自治会）や専門職で構成された支援チームと
の交流会（サロンフェス）や勉強会（サロンタイム）を実施し、住民主体の自主活動グ
ループの立ち上げ支援及び活動支援及び活動継続の支援を行う。

〇 ◎
専門職で結成したチームレインボーの協力によるサロン
フェス開催や各団体への支援を年間で計画し、継続支援を
行っている。

計画的に健康教育等を実施し、介護予防活動の普及・啓発を行っている。 〇 ◎

地域にある団体等を把握し、介護予防活動の普及・啓発をすることに努めている。 〇 ◎

新規団体への介護予防活動の普及・啓発を行っている。 〇 ◎

介護予防を推進するため、民生委員や地域の関係団体等に対して、普及啓発を行っ
ている。

◎ ◎

地域に偏りなく、健康教育や健康講話を行っている。 〇 ◎

介護予防活動の普及啓発後も継続的にその団体を支援する工夫を行っている。 ◎ ◎

介護予防普及啓発活動で何らかの支援を要するものを早期に把握した場合、適切な
支援につなげている。

〇 ◎

介護予防の取り組み団体を支援する場合、リハビリ専門職等と連携し、介護予防取
組の機能強化を図っている。

〇 ◎
介護予防の取り組み団体を支援する場合、リハビリ専門職
等と連携し、介護予防取組の機能強化を図っている。

地域リハビリテーション活動支援

地域包括支援センター名（佐世保市清水地域包括支援センター　）

　　　　　　　　　作成者氏名（　川原　玲子　　　　　　　　）

評価

個々の介護支援専門員へのサ
ポート

≪独自の取り組み≫
①ほっとタイム
②おやじの料理教室
③主任ケアマネタイム
④九十九地区高齢者相談会

中項目

業務評価表（様式１）

評価項目

包
括
的
・
継
続
的
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

支
援
事
業

地域ケア個別会議の開催

地域ケア会議の開催

介護支援専門員の質の向上の
ための支援

一
般
介
護
予
防
事
業

≪独自の取り組み≫
基幹型サロン・地域サロンの継
続及び新規立ち上げ支援、社
会参加や生きがいとなる介護予
防推進

介護予防普及啓発 定期的に活動団体とコンタクトをとっている。



（様式２-２）

令和2年10月13日

１．地域包括支援センター業務評価について

大項目 長寿社会課による評価・意見

業務全般

危機管理の対応体制が十分に整備されており、緊急時に迅速な対応がされた事例もあり、職員間及び地域関係者と連携し
て十分に対応されています。感染症に関する対応フロー図も作成され職員の統一した対応ができるよう周知がされていまし
た。センター長を中心に支援困難なケースは役割分担等が行われ、民生委員やボランティアと連携して支援に繋げていまし
た。地域課題については、しっかりと把握分析して反映される整備を整えられています。職員の研修はeﾗｰﾆﾝｸﾞを利用し研修
の機会を確保し、職種によって受講を必須化とする研修もあり、職員の専門性の向上を図っています。今後も継続され、更な
る活動に期待します。

介護予防ケアマ
ネジメント

毎月包括内プランナーの業務上の問題や業務の効率化の検討をされています。プランナーのみではなく、センター長、主任
ケアマネも協働し検討することができています。初回アセスメント時にはインフォーマルサービスの導入も考慮して行われてい
ますが、更新プランにおいても継続して意識が図られるように支援をお願いします。担当者会議は、本人宅に訪問し、本人、
家族と対面で行えています。サービス未利用者、修了者も含め、すべてのケースを三職種が引き継がれており、本人、家族
への状況確認を行う流れができています。今後も継続した取組をお願いします。

総合相談

複雑多岐に渡る相談についても、三職種で専門性を発揮し包括的な支援が行われています。
また、民生委員とも定期的な情報交換や必要時の連携を行い、細やかな支援が行えるようネットワークも構築されています。
ネットワークには、地域住民も含め支援体制が構築できています。今後も、様々な職種、関係機関のネットワーク、サポーター
を活用し包括的支援をお願いします。

権利擁護
高齢者虐待の対応については、緊急性を判断し、関係機関との連携や役割分担を行いながら、適切に対応を行われていると
思います。権利擁護や消費者被害防止については、民生委員・児童委員との意見交流会を活用するなど、様々なネットワー
クを活用し、積極的な普及啓発がなされており、今後も引き続きお願いします。

包括的継続的ケア
マネジメント

地域ケア会議を通して、地域のネットワーク体制整備が確立し、新たな事業の展開や住民活動の支援体制の強化に発展で
きています。その他にも、独自のネットワーク作りや意見交換会も実施し、地域関係者及び地縁組織との関係も構築されてい
ます。また、昨年より開始した地域ケア個別会議については、会議が参加者のＯＪＴの場となっており、プランナーの質の向上
にも繋がっていることから、事業の目的を果たされていると思います。今後も三職種が連携し、地域課題の解決に努めるとと
もに、高齢者の自立支援に資する解題解決を図ってください。

一般介護予防

住民主体の活動グループが昨年度１１団体立ち上がり、いきいき百歳体操の普及が管内全域に広がっており、定着している
と思います。地域の特色やニーズを的確に把握し、支援を行われていました。チームレインボーの団体と連携を行い、地域の
団体が継続して活動できるよう支援をされていましたので、今後はボランティア等の活用についても検討いただき支援をお願
いします。

２．地域包括支援センター現地確認の実施
現地確認の有
無

有・無

３．長寿社会課による総合評価

総括

地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、三職種の専門性及び関係機関と連携を図り事業が
進められています。また、「チームレインボー」など関係機関と日常的に関係性を築き先駆的なネットワークが構築されていま
す。今後もネットワークの強化を図り、地域で課題解決ができる体制を進めてください。

４．改善事項

　　佐世保市長寿社会課　　　課長　　吉住　和倫

佐世保市清水地域包括支援センター業務評価結果

特にありません。



（様式１）

平成３１（令和元）年度
地域包括支援センター業務評価表

評価日 令和　2　年　4　月　1　日

包括名 佐世保市大野  地域包括支援センター

記入者 北野　順子



作成者氏名（ 北浦 順子 ）

センター記載欄
大項目 小項目 Ｈ30 Ｈ31 自己評価の理由

２４時間の連絡体制がとれており、緊急時の対応体制も整備されている。 ◎ ◎
時間外が平日以外の電話連絡は、転送により誰かが対応できるよう
にしている。

苦情に対する適切な対応（体制）ができている。また、苦情内容や対処方法等につい
て職員間で共有するとともに、再発防止に努めている。 ◎ ◎

市の方針に沿って、苦情対応体制を整備し、苦情内容や苦情への対
応策について記録している。

相談記録や個人情報の管理・保管を適切に行っている。 ◎ ◎

市と共有する個人情報を開示する範囲について協議・確認をしている。 ◎ ◎

３職種及び追加配置職員を定数配置している。 ◎ △ ３職種及び追加配置職員の欠員期間が長かった。

支援困難ケース等については、各職種の専門性を生かし、必要に応じて３職種が協
働で支援している。 〇 〇 各職種の専門性を理解している。

緊急性が高いと考えられる場合には、特に迅速な対応を行っている。 ◎ ◎
緊急性が高いと考えられる場合には、特に迅速な対応を行って
いる。

生活全体を視野に入れ、単体のサービスや制度の適用のみでなく、それらの間をつ
なぐ等幅広い観点から支援を行っている。 〇 〇

職員各々が、フォーマルサービスだけでなく、地域の資源などを
活用し地域で包括的に支援できる考えを取り入れている。

市の受託者として公正・中立な事業運営を実施している。 ◎ ◎

介護予防支援業務 要介護者への指定居宅介護支援事業所の紹介を公正・中立に行っている。 ◎ ◎

特定事業所の提
供サービスの偏
り

センターが作成する介護予防サービス計画において、正当な理由なく特定の事業者
が提供するサービスに偏っていない。≪偏っていると判断されるケースがある場合
は、正当な理由を記載欄に記入≫

◎ ◎

特定事業所の提
供サービス利用
への不当な誘引

センターにおける介護予防サービス計画の作成過程において、特定の事業者が提
供するサービスの利用を不当に誘引していない。 ◎ ◎

介護予防支援の
委託先の偏り

介護予防支援の委託先が、正当な理由なく特定の指定居宅介護支援事業所に偏っ
ていない。≪偏っていると判断されるケースがある場合は、正当な理由を記載欄に記
入≫

◎ ◎

地域課題を把握分析して反映させた事業計画を職員が作成している。職員間で計画
内容を共通理解し、事業目標の達成に向けて定期的に業務の進捗状況を確認して
いる。

◎ 〇
市が定める運営方針の内容に沿って、センターの事業計画を策
定している。

業務にかかる知識の習得に努め、専門性の向上を図っている。 〇 〇

幅広い職員の研修の機会を確保し、参加させている。また、その内容を職員間で共
有できている。 ◎ 〇

運営において、常に市との連携を図り、報告・連絡・相談を徹底し、情報の共有を図っ
ている。 ◎ ◎

業務上の疑義等について、センター長へ相談・報告し、なお解決できない場合、セン
ター長から市に質問票を提出している。 〇 〇

運営協議会の提言を真摯に受け止め、事業に反映している。 〇 ◎ 運営協議会での指摘事項を確認（把握）している。

【評価項目】　◎：できた（目標まで達している）、○：概ねできた(目標の3/4程度まで）、△：目標の半分程度、◇：一部できた（目標の1/4程度まで）、×：ほとんどできなかった

3職種の職務分担と連携（2職種
配置の場合は2職種）

迅速な対応

包括的支援

中項目

危機管理

苦情対応体制

個人情報やプライバシーの保護

業務評価表（様式１）
地域包括支援センター名（佐世保市大野地域包括センター　　　）

評価項目 評価

個人情報の保護に関する責任者（常勤）を配置している。

業
務
全
体

公正・
中立
性の
確保

包括的支援事業

サービスの利用にあたっては、複数の事業所やサービスを
紹介している。

事業計画の作成と進捗確認

職員の資質の向上 研修の内容を職員間で共有できている。

市との連携 センター内で報告・連絡・相談の徹底がなされている。

運営協議会の提言への対応

職員の適正な配置



作成者氏名（ 北浦 順子 ）

センター記載欄
大項目 小項目 Ｈ30 Ｈ31 自己評価の理由

≪具体的な取り組み≫
・個々の目標に沿った計画書の作成と交付を実施する。
・定期的なモニタリング訪問だけではなく、状況に応じて訪問回数を増やし、個人に寄り添った
支援が出来るよう努める。
・介護保険サービスだけではなく、必要性に応じてインフォーマルサービスもプランに位置づけ
ることができるようにする。
・様々なサービスの組み合わせにより、重度化防止につなげことが出来る。

◎ ◎
具体的な取り組み事項の通りに実施することが出来た。ＣＭ一人
当たりのサービス利用担当者数が多い中、個々人の課題を見極
め、適切なサービスに繋げることが出来た。

利用者へ介護予防の必要性について説明し、聞き取りのみでなく、自宅の室内の様
子や日常生活の状況等など、生活の視点も含めて総合的にアセスメントをするように
している。

◎ ◎

介護予防に目を向けたアセスメント・ケアプラン作成（具体的な目標設定も含む）・モ
ニタリング・評価といった一連のケアマネジメントが適切に行うことができている。 ◎ ◎

サービス担当者会議や承認会議は、自立支援に目を向けてサービス内容の検討を
している。 ◎ ◎

ケアマネジメントを実施するにあたり、本人のできる事までもサービスを導入していな
いか確認している。 ◎ ◎

委託先に対し、適切なケアマネジメントができるよう、指導助言をしている。 〇 ◎

特定事業所の提
供サービスの偏
り

センターが作成する介護予防サービス計画において、正当な理由なく特定の事業者
が提供するサービスに偏っていない。≪偏っていると判断されるケースがある場合
は、正当な理由を記載欄に記入≫

◎ ◎

特定事業所の提
供サービス利用
への不当な誘引

センターにおける介護予防サービス計画の作成過程において、特定の事業者が提
供するサービスの利用を不当に誘引していない。 ◎ ◎

介護予防ケアマ
ネジメント支援の
委託先の偏り

介護予防ケアマネジメント支援の委託先が、正当な理由なく特定の指定居宅介護支
援事業所に偏っていない。≪偏っていると判断されるケースがある場合は、正当な理
由を記載欄に記入≫

◎ ◎

一般介護予防事業につなげた場合や、サービス利用終了者に対し、定期的に状況
に応じ訪問や連絡を行い、介護予防の取り組みが継続できるよう意識づけしている。 〇 〇

家族または地域において、本人をフォローできる体制が
整っている。

給付管理
介護予防ケアマネジメント費での請求と介護予防支援費の請求を間違わないような、
チェック体制をとっている。 ◎ 〇

介護予防ケアマネジメント費での請求と介護予防支援費の
請求を間違わないよう、ダブルチェックを行っている。

【評価項目】　◎：できた（目標まで達している）、○：概ねできた(目標の3/4程度まで）、△：目標の半分程度、◇：一部できた（目標の1/4程度まで）、×：ほとんどできなかった

評価

業務評価表（様式１）
地域包括支援センター名（佐世保市大野地域包括センター　　　）

サービス終了後の支援

評価項目

中項目

介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
業

≪独自の取り組み≫
サービス利用希望者に対して、円
滑かつ適切なサービスの導入が出
来るよう、関係機関と連携しながら
てきせつなサービスの利用につな
げる事が出来る。

適切な介護予防ケアマネジメント
の実施

モニタリング時に、目標達成へ向けた取り組み状況を確認
している。

介護予防ケ
アマネジメン
ト委託につい
て、公正・中
立性の確保

利用者の近隣地域で、委託できる事業所が少なかった。



作成者氏名（ 北浦 順子 ）

センター記載欄
大項目 小項目 Ｈ30 Ｈ31 自己評価の理由

≪具体的な取り組み≫
・民児協定例会へ顔を出すことで話しやすい関係を構築し、地域の気になる高齢者
の発掘・早期対応につなげる。初回相談はできる限り訪問を行い、詳しくアセスメント
を行うことで適切な支援につなげる。ケース会議や相談内容の記録で、所内で確実
に情報共有を行い、担当職員が不在の際でも対応できる体制を作る。相談支援に関
し、主任ｹｱﾏﾈで作成した社会資源情報を含め、ケースに合った様々な社会資源情
報を提供する。

◎ 〇

民児協定例会への参加へ参加し、新しく入職した職員の紹介などを行った。民生
委員からの相談件数も年々増えている。初回相談対応もできる限り訪問し、サー
ビスの必要性の有無も含めて判断し、本人や家族への説明をしっかりと行い、支
援につなげることができている。相談内容についても、記録に残し、その都度相談
員で情報共有やケース検討を行えている。社会資源情報は、都度情報の更新を
行い、地域の相談事業所などへ提供も行っている。

地域会合や集まりに積極的に参加し、顔の見える関係をつくっている。 ◎ 〇 地域から包括に相談されやすい体制が整っている。

地域住民との共働により、地域の問題解決に取り組んでいる。 〇 〇
地域住民との共働により、地域の問題解決に取り組んだケースがあ
る。

地域特性（地理、人口、高齢化率、世帯構成、独居高齢者の割合等）および地域住
民の課題とニーズを把握している。

〇 〇 地域の特性および地域住民の課題とニーズを把握している。

再相談に対応できるよう、対応した以外の職員でも対応可能な相談記録票を整備
し、記録を残している。

◎ ◎

地域の関係機関・高齢者等の相談を受け止め、適切な機関・制度・サービスにつな
ぎ、継続的にフォローしている。

◎ 〇

サービス利用等につながらないケース、また本人が支援を望まないようなケースで
あっても、適切なアセスメントのもとに、訪問等による状況把握および支援等を継続
的に行っている。

〇 〇

地域の社会資源等の情報を把握し、職員で活用している。 ◎ 〇

必要に応じて、訪問による実態把握を積極的に行っている。 ◎ ◎

評価

対応した職員以外の職員でも、対応できるよう相談記録票を整備し
ている。

サービス利用等につながらないケース、また本人が支援を
望まないようなケースについては、適切なアセスメントのも
とに、地域資源も視野に入れた継続的な支援を行ってい
る。

評価項目

中項目

総
合
相
談
支
援
事
業

≪独自の取り組み≫
・民児協定例会への挨拶まわり
・初回相談(申請)時の自宅の訪
問
・気になる高齢者の定期訪問
・社会資源情報誌の活用

地域連携の仕組みづくり

地域住民との共働

地域のアセスメント

適切な総合相談

継続的・専門的相談支援

業務評価表（様式１）
地域包括支援センター名（佐世保市大野地域包括センター　　　）



作成者氏名（ 北浦 順子 ）

センター記載欄
大項目 小項目 Ｈ30 Ｈ31 自己評価の理由

≪具体的な取り組み≫
広報誌を作成し、地域住民へ権利擁護についての様々な情報を提供し、啓発を行
う。また、地域の集まりの場へ参加し、講話などで啓発に努める。判断能力の低下に
より、金銭管理などができず、不利益が生じている方に対して、成年後見制度などの
活用を促し、必要時は申立支援を行う。虐待の通報があった際は、市や関係機関と
連携し、迅速に支援を行う。

〇 〇

職員不足による一人当たりの業務量の増加により、相談支援業務に
時間を割いた結果、広報誌の作成は今年度は1回のみ。サロンなど
の集まりの場で消費者被害や権利擁護についてその都度啓発は行
うことができた。成年後見制度については、1件の申立支援を行い、
制度につなげることができた。虐待対応については、市や関係機関
と情報共有を密に行うなど連携がうまくできていた。

市や関係機関と連携し、高齢者虐待の防止および対応にあたっている。 〇 〇

家族全体の支援という視点を持ち、養護者と信頼関係を図り、養護者支援に努めて
いる。

〇 〇

高齢者虐待の相談通報窓口として、関係機関や地域住民に周知している。 〇 〇

消費者被害や権利侵害が疑われるケースに的確に対応できるよう、サービスや制度
を理解している。

〇 〇

消費生活センターや民生委員などの関係機関と連携し、消費者被害の防止および対
応にあたっている。

〇 〇

成年後見制度（法定後見・任意後見）を幅広く普及するための活動を行っている。 〇 〇
地域の集まりに参加する等、あらゆる機会をとらえて普及活動を行っ
ている。

適切なスクリーニングを実施し、成年後見制度申立支援や日常生活自立支援事業等
へのつなぎを行っている。

〇 〇
高齢者と障がい者の親子2人で暮らしていたが、金銭管理が難しくなり、貯金の減
りが多くなっていた為、成年後見制度を説明し、同意のもと申立支援を行った。

【評価項目】　◎：できた（目標まで達している）、○：概ねできた(目標の3/4程度まで）、△：目標の半分程度、◇：一部できた（目標の1/4程度まで）、×：ほとんどできなかった

業務評価表（様式１）
地域包括支援センター名（佐世保市大野地域包括センター　　　）

判断能力が低下している状況
にある人への支援

権
利
擁
護
事
業

≪独自の取り組み≫
・広報誌による、権利擁護の啓
発
・必要に応じて、成年後見制度
申立支援を行う。

高齢者虐待の防止および対応
センターまたは市が開催する高齢者虐待防止に関する情報共有、議
論及び報告等を行う会議において、高齢者虐待事例への対応策を
検討している。

消費者被害の防止および対応
サービスや制度を理解し、的確な対応ができるような情報収集を
行っている。

成年後見制度の普及・活用促進

評価項目 評価

中項目



作成者氏名（ 北浦 順子 ）

センター記載欄
大項目 小項目 Ｈ30 Ｈ31 自己評価の理由

≪具体的な取り組み≫
地域の薬剤師や民生委員とティーミーティングにて、顔の見える関係を構築し情報共
有を行う。
薬剤師会の担当者とおやつ作りを合同で行う。
個別ケア会議のデモを行い、事例に対する最適な助言を話し合って頂く。

○ 〇
地域のケアマネ、薬剤師との情報共有や個別ケア会議のデモに
参加して頂き、ケアマネジメント力、助言、司会力向上をしていく。

地域ケア個別会議の内容が、高齢者の課題解決を支援するとともに、介護支援専門
員の資質向上及び参加者の実地研修の場となっている。

○ 〇
地域ケア個別会議の検討事項をまとめたものを、市へ報告して
いる。

地域ケア会議の内容が、関係機関のネットワーク構築、社会資源の発見や開発につ
ながり、顔の見える関係づくりができている。

○ 〇
市から示された地域ケア会議における個人情報の取り扱い方針
に基づき、センターが主催する地域ケア会議で対応している。

地域の介護支援専門員の全体の質の向上のために研修会や事例検討会を開催し
たり、地域資源等の情報提供をしている。

△ 〇
担当圏域における居宅介護支援事業所のデータ（事業所ごとの
主任介護支援専門員・介護支援専門員の人数等）を把握してい
る。

介護支援専門員(プランナーも含む)との連携を図り、常に相談しやすい体制や関係
作りに努め、課題等の把握をしている。また介護支援専門員と関係機関等との顔つ
なぎをしている。

○ 〇
その他（例：介護支援専門員と関係機関等との顔つなぎを目的と
した取組みを記載）

≪具体的な取り組み≫
地区自治協議会と協働し住民の介護予防に対する意欲向上を図る。また地域活動
に意欲的な方の活動の維持、継続支援。地域サロンの住民の体力測定を行い、個
別ｱｾｽﾒﾝﾄし介護予防・重度化防止を図る。前年度に引き続き未開拓になっていた地
区（大野・柚木地区の市営・県営団地、桜木町、春日町）等の公民館・サロン活動の
普及を行う。

○ ○

いきいき百歳体操、かみかみ百歳体操を中心としたサロン活動
が定着し、今年度は５か所のサロンが立ち上がり自立に向けた
支援が出来た。６ヶ所のサロンでは体力測定を１，２，３年目と継
続し介護予防の効果を数値化し評価している。また、個別に相談
もあり地区担当のCMと情報共有できた。

計画的に健康教育等を実施し、介護予防活動の普及・啓発を行っている。 ◎ ◎

地域にある団体等を把握し、介護予防活動の普及・啓発をすることに努めている。 ◎ ◎

新規団体への介護予防活動の普及・啓発を行っている。 ◎ ◎

介護予防を推進するため、民生委員や地域の関係団体等に対して、普及啓発を行っ
ている。

◎ ○

地域に偏りなく、健康教育や健康講話を行っている。 ○ ○

介護予防活動の普及啓発後も継続的にその団体を支援する工夫を行っている。 ○ ○

介護予防普及啓発活動で何らかの支援を要するものを早期に把握した場合、適切な
支援につなげている。

○ ○

介護予防の取り組み団体を支援する場合、リハビリ専門職等と連携し、介護予防取
組の機能強化を図っている。

◎ ◎
介護予防の取り組み団体を支援する場合、リハビリ専門職
等と連携し、介護予防取組の機能強化を図っている。

【評価項目】　◎：できた（目標まで達している）、○：概ねできた(目標の3/4程度まで）、△：目標の半分程度、◇：一部できた（目標の1/4程度まで）、×：ほとんどできなかった

一
般
介
護
予
防
事
業

≪独自の取り組み≫
・いきいき百歳体操を中心とし
た介護予防・普及啓発を図ると
共に、関係機関と連携し個人の
重度化防止に努める。

介護予防普及啓発

業務評価表（様式１）
地域包括支援センター名（佐世保市大野地域包括センター　　　）

計画的に健康教育等を実施し、介護予防活動の普及・啓発
を行っている。

地域リハビリテーション活動支援

評価評価項目

中項目

包
括
的
・
継
続
的
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

支
援
事
業

≪独自の取り組み≫

・地域のケアマネ・薬剤師や民
生委員との情報共有やネット
ワーク構築を行う。

地域ケア個別会議の開催

地域ケア会議の開催

介護支援専門員の質の向上の
ための支援

個々の介護支援専門員へのサ
ポート



（様式２-２）

令和2年10月13日

１．地域包括支援センター業務評価について

大項目 長寿社会課による評価・意見

業務全般

人員不足のため、個々に係る負担が大きい中、他職種や地域関係者と連携して支援をされていました。研修回数は少ないものの、必要な
研修や勉強会には参加され職員の資質向上は図られていました。地域課題について、課題は整理されいていますが、定期的な進捗確認
ができていないとのことですが、人員不足が主な要因と考えています。今年度は、人員補充がなされ個々に係る負担は軽減されたと思いま
すので、職員間で内容を共通理解し、確認を行い目標達成に向けて取り組んでください。今後の活動に期待します。

介護予防ケアマネジメント
委託先のプランへの助言に関しては元主任ＣＭを取得していた担当者を設け介護予防の視点についての助言に努められています。卒業に繋がったケース
は３職種に引き継ぎ、定期的な電話や必要に応じた訪問により継続した状況把握をされています。アセスメントの内容に関しても、着実に本人の自立の視
点からの支援ができるよう状況把握ができてきておりますので、本人の強みを活かした目標設定・プラン作成を更に深堀りし共有し続けることを期待します。

総合相談

地域の会合や集まりに定期的に参加することで地域との連携が図られ、相談しやすい体制づくりに取り組まれています。人員不足のため、
全般評価が下がっていますが、相談があった際の記録は、本人はもとより家族全体の支援という視点を忘れずに記録の整備、支援方針を
明らかにし、支援を行ってください。拒否しているケースについては、そのままにするのではなく、かかわりを３職種で話し合い、途切れない
支援のあり方（次の介入時期、職種等）について考えるようにしてください。
また、支援を行う際は、生活支援コーディネーターなど地域の関係機関と連携を視野に入れた取り組みの継続をお願いします。

権利擁護

ケース対応をする中で、身寄りがないまたは家族との関係が悪く、急変時の介入が必要と思われるケースについては、基本情報を適宜更
新し関係者で不足する情報について明らかにすることが必要です。また、支援方針を協議した場合は、記録の上情報共有することも必要で
す。かかわる職種や人員が多くなる複雑で多問題を抱えるケースについては特に必要であることから支援方針や役割の明確化が必要と思
われます。
ケース記録については、状況が分かりやすく、詳細に書かれていました。適切な介入時期を逃さないよう、各専門職の判断や３職種で協議
した内容を記録の上、問題解決につなげてください。今後の取り組みに期待しています。

包括的継続的ケアマネジメント

地域の介護支援専門員の後方支援やネットワーク構築の機会として介護支援専門員の交流会や地域ケア会議を開催し情報共有に努められてい
ます。会議後には所内で振り返りの機会を持ち支援に活かす工夫もされています。昨年度より実施している地域個別ケア会議については実施初年
度ということではあったものの、手探りの中、司会を３職種交代で実施するなど、各職種のスキル向上に努めておられます。今後も継続し、介護支
援専門員や地域の支援者と共にレベルアップされること、更なるネットワーク構築を図られることを期待します。

一般介護予防

人手不足がある中で計画的に団体の継続支援や健康教育・講話を実施されていました。また、サロン活動ができていない地区も把握され
ているため、今後も関係機関と協力しながら支援をお願いします。
介護予防担当者と地域の自主活動グループの関係づくりが良好なため、今後はグループの活動を盛り上げていくためにもボランティア等も
活用していただきながら継続的な支援をお願いします。

２．地域包括支援センター現地確認の実施

現地確認の有無 有・無

３．長寿社会課による総合評価

総括

地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、三職種の専門性を発揮し、役割を明確化し支援することが求めら
れると思います。人員不足もあり、相談体制等整備が難しい一面もありますが、それぞれ専門職の知識や経験を活かし、対応されていると
思われますが、なお一層相談体制の整備を図られてください。
また、関係機関と日常的に関係性を築きネットワークが構築されています。今後もネットワークの強化を図り、地域で課題解決ができる体制
を進めてください。

４．改善事項

　　佐世保市長寿社会課　　　課長　　吉住　和倫

佐世保市大野地域包括支援センター業務評価結果

特にありません。



（様式１）

評価日 令和　2年　　4月　30日

平成３１（令和元）年度
地域包括支援センター業務評価表

包括名 相浦  地域包括支援センター

記入者 鷲田　由香里



作 成 者 氏 名 （ 鷲 田 由 香 里 ）

センター記載欄
大項目 小項目 Ｈ30 Ｈ31 自己評価の理由

２４時間の連絡体制がとれており、緊急時の対応体制も整備されている。 ◎ ◎

時間外が平日以外の電話連絡は、転送により誰かが対応できるようにし
ており、緊急時の連絡体制を整備している。休日の緊急対応した事例と
して、緊急的に自費ショートステイ行っていた方が、施設での対応困難と
の連絡入り、日曜日ではあったが、精神科病院入院支援対応を長寿社
会課職員と行った。

苦情に対する適切な対応（体制）ができている。また、苦情内容や対処方法等につい
て職員間で共有するとともに、再発防止に努めている。 ◎ ◎

市の方針に沿って、苦情対応体制を整備し、独自で苦情相談票作成し、
苦情内容や苦情への対応・評価（後日評価日を設けている）を記録して
いる。センターが受けた介護サービスに関する相談について、苦情が
あった場合は翌月、市に対して報告や協議を行っている。

相談記録や個人情報の管理・保管を適切に行っている。 ◎ ◎

市と共有する個人情報を開示する範囲について協議・確認をしている。 ◎ ◎

３職種及び追加配置職員を定数配置している。 〇 △
追加配置職員の欠員期間が6か月あったが、人員の募集に努めた。募集
しても応募がない現状。たくさんある他の募集に比べて、業務内容や給
与面等魅力に欠ける部分があると思われる。

支援困難ケース等については、各職種の専門性を生かし、必要に応じて３職種が協
働で支援している。 ◎ ◎

各職種の専門性を理解し、相談内容により、適宜3職種で集まり情報共
有と協議を行い、支援方針を立て対応。毎週１回３職種７名により会議を
行い、伝達事項やケースの情報共有等行っている。

緊急性が高いと考えられる場合には、特に迅速な対応を行っている。 ◎ ◎
緊急性が高いと考えられる場合には、特に迅速な対応を行っている。（例
えば、独居の方が、連絡が取れないということで、民生委員より相談あ
り。2名体制ですぐに訪問対応。）

生活全体を視野に入れ、単体のサービスや制度の適用のみでなく、それらの間をつ
なぐ等幅広い観点から支援を行っている。 ◎ ◎

職員各々が、フォーマルサービスだけでなく、地域の資源などを活用し地
域で包括的に支援できる考えを取り入れている。

市の受託者として公正・中立な事業運営を実施している。 ◎ ◎

介護予防支援業務 要介護者への指定居宅介護支援事業所の紹介を公正・中立に行っている。 ◎ ◎

特定事業所の提
供サービスの偏
り

センターが作成する介護予防サービス計画において、正当な理由なく特定の事業者
が提供するサービスに偏っていない。≪偏っていると判断されるケースがある場合
は、正当な理由を記載欄に記入≫

◎ ◎

特定事業所の提
供サービス利用
への不当な誘引

センターにおける介護予防サービス計画の作成過程において、特定の事業者が提供
するサービスの利用を不当に誘引していない。 ◎ ◎

介護予防支援の
委託先の偏り

介護予防支援の委託先が、正当な理由なく特定の指定居宅介護支援事業所に偏っ
ていない。≪偏っていると判断されるケースがある場合は、正当な理由を記載欄に記
入≫

◎ ◎

地域課題を把握分析して反映させた事業計画を職員が作成している。職員間で計画
内容を共通理解し、事業目標の達成に向けて定期的に業務の進捗状況を確認して
いる。

〇 ◎

市が定める運営方針の内容に沿って、センターの事業計画を策定してい
る。把握した担当圏域の現状やニーズに基づき、センターの取組におけ
る重点項目を設定している。月１回程度、職員間で計画内容を共通理解
し、定期的に業務の進捗状況を確認した。

業務にかかる知識の習得に努め、専門性の向上を図っている。 ◎ ◎

幅広い職員の研修の機会を確保し、参加させている。また、その内容を職員間で共
有できている。 ◎ ◎

運営において、常に市との連携を図り、報告・連絡・相談を徹底し、情報の共有を図っ
ている。 ◎ ◎

業務上の疑義等について、センター長へ相談・報告し、なお解決できない場合、セン
ター長から市に質問票を提出している。 〇 〇

運営協議会の提言を真摯に受け止め、事業に反映している。 ◎ ◎ 運営協議会での指摘事項を確認（把握）している。

【評価項目】　◎：できた（目標まで達している）、○：概ねできた(目標の3/4程度まで）、△：目標の半分程度、◇：一部できた（目標の1/4程度まで）、×：ほとんどできなかった

運営協議会の提言への対応

公的機関として他事業所や地域と連携を取っている。市の受託者として
公正・中立な事業運営を実施している。サービス事業所紹介では、見学
できる事業所は、見学を勧め選定してもらっている。地区的に事業所に
選択肢がなく、限定される場合がある。委託事業所も受けてくれるところ
が少なく、ケアマネの人数が多い事業所などに、多少偏りが生じてしまっ
ている。

事業計画の作成と進捗確認

職員の資質の向上

幅広い職員の研修の機会を確保し、参加させており、研修の内容を職員
間で共有している。３１年度は年間41ヶ所の研修に複数人数が参加し
た。また、法人主催の研修（接遇、法令遵守等）が１～2ヶ月に１度あり、
参加している。

市との連携

市が設置する定期的な連絡会合に、出席している。市の支援・指導の内
容により、逐次、センターの業務改善を図っている。センター内で報告・連
絡・相談の徹底がなされている。毎朝朝礼実施しており、その中で市から
の伝達事項あれば、職員へ伝達している。市への報告を適宜行ってい
る。市への質問に対して、電話での問い合わせが割合的に多くなってい
た現状あり。

業
務
全
体

危機管理

苦情対応体制

個人情報やプライバシーの保護
相談者のプライバシーが確保される環境を整備している。個人情報の保
管を鍵付きキャビネットや倉庫等で保管している。

職員の適正な配置

3職種の職務分担と連携（2職種
配置の場合は2職種）

迅速な対応

包括的支援

公正・
中立
性の
確保

包括的支援事業

業務評価表（様式１）
地域包括支援センター名（佐世保市相浦地域包括支援センター）

評価項目 評価

中項目



作 成 者 氏 名 （ 鷲 田 由 香 里 ）

センター記載欄
大項目 小項目 Ｈ30 Ｈ31 自己評価の理由

≪具体的な取り組み≫
・包括プランナー、委託先の介護支援専門員に対し、自主活動グループの情報（第1
層生活支援コーディネーターのインターネット上での情報活用）やその他社会資源情
報を発信し、地域の中の活動に参加・活用しながら地域で暮らしていくことを意識した
支援を行えるよう情報共有に努める。（包括内会議・地域の介護支援専門員交流会）
・包括プランナーだけでなく、委託先介護支援専門員に自立支援と地域課題の把握・
分析に関わってもらえるよう地域ケア個別会議へも積極的に参加・協力してもらえる
よう働きかけていく。（地域ケア個別会議）

◎ ◎

自主活動グループ情報を所内に掲示しており、インフォーマルサービス
についても回覧行ない情報の共有を行っている。ケアマネ交流会を定期
的に開催しており圏域の居宅ケアマネに参加いただき、情報の共有も
行っている。包括プランナーだけでなく、委託先介護支援専門員に自立
支援と地域課題の把握・分析に関わってもらえるよう地域ケア個別会議
へも積極的に参加・協力してもらえるよう働きかけ、協力いただけてい
る。

利用者へ介護予防の必要性について説明し、聞き取りのみでなく、自宅の室内の様
子や日常生活の状況等など、生活の視点も含めて総合的にアセスメントをするように
している。

◎ ◎

介護予防に目を向けたアセスメント・ケアプラン作成（具体的な目標設定も含む）・モ
ニタリング・評価といった一連のケアマネジメントが適切に行うことができている。

◎ ◎

サービス担当者会議や承認会議は、自立支援に目を向けてサービス内容の検討をし
ている。

◎ ◎

ケアマネジメントを実施するにあたり、本人のできる事までもサービスを導入していな
いか確認している。

◎ ◎

委託先に対し、適切なケアマネジメントができるよう、指導助言をしている。 ◎ ◎

特定事業所の提
供サービスの偏
り

センターが作成する介護予防サービス計画において、正当な理由なく特定の事業者
が提供するサービスに偏っていない。≪偏っていると判断されるケースがある場合
は、正当な理由を記載欄に記入≫

◎ ◎

特定事業所の提
供サービス利用
への不当な誘引

センターにおける介護予防サービス計画の作成過程において、特定の事業者が提供
するサービスの利用を不当に誘引していない。

◎ ◎

介護予防ケアマ
ネジメント支援の
委託先の偏り

介護予防ケアマネジメント支援の委託先が、正当な理由なく特定の指定居宅介護支
援事業所に偏っていない。≪偏っていると判断されるケースがある場合は、正当な理
由を記載欄に記入≫

◎ ◎

一般介護予防事業につなげた場合や、サービス利用終了者に対し、定期的に状況に
応じ訪問や連絡を行い、介護予防の取り組みが継続できるよう意識づけしている。

○ ◎

要介護認定となられた方については、居宅ケアマネジャーへ情報提供行
い引継ぎ行っている。介護保険卒業の方に関しては、家族や地域の方の
フォロー体制が整っているか確認している。フォロー体制に不安がる場合
は総合相談支援事業へ繋いでいる。

給付管理
介護予防ケアマネジメント費での請求と介護予防支援費の請求を間違わないような、
チェック体制をとっている。

◎ ◎
被保険者証のデータ入力は、担当者と他職員とでダブルチェック行い、
給付管理表作成（国保連へのデータ作成）時にもチェック行っている。

【評価項目】　◎：できた（目標まで達している）、○：概ねできた(目標の3/4程度まで）、△：目標の半分程度、◇：一部できた（目標の1/4程度まで）、×：ほとんどできなかった

評価

中項目

介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
業

≪独自の取り組み≫
・地域ケア個別会議等を通し
て、自立支援の視点に目を向け
た適切なサービス検討する

適切な介護予防ケアマネジメント
の実施

利用者へ介護予防の必要性について説明し、身体の状況、生活の様
子、食生活や口腔ケア、内服管理等の状況を聞き取り、アセスメントに活
かしている。聞き取りの情報のみでなく、自宅内外の様子や生活状況を
観察して得た情報を元にアセスメントをしている。目標は達成可能で測定
可能（評価可能）な項目であり、本人（家族）と協議して設定している。モ
ニタリングや評価を適切な時期に行い、目標達成へ向けた取り組み状況
を確認している。自立支援・重度化防止等に資するケアマネジメントに関
し、市から示された基本方針を、プランナーに周知している。地域ケア個
別会議や市から指摘を受けた事項に対し、改善策をたてることができて
いる。サービス担当者会議や承認会議は、自立支援に目を向けてサービ
ス内容の検討をしている。介護予防ケアマネジメント・介護予防支援のケ
アプランにおいて介護給付や介護予防・生活支援サービス事業以外の
多様な地域の社会資源も位置付けている。ケアマネジメントを実施する
にあたり、本人のできる事までもサービスを導入していないか確認してい
る。利用者のセルフマネジメントを推進するため、市から示された支援の
手法を活用している。自立支援に向けた勉強会や検討会を開催してい
る。

介護予防ケ
アマネジメン
ト委託につい
て、公正・中
立性の確保

利用者の身体・生活状況を確認し、必要とされるサービスを利用者・ご家
族と協議している。また、利用する事業所については、事業所一覧等を
用いて利用者・ご家族のご希望を聞いている。利用希望者の自宅近くを
希望されるケースが多かった。委託先に関しては、委託を引き受けてくれ
る事業所が限られており、ケアマネジャーが複数在籍する居宅等への偏
りが多少あった。

サービス終了後の支援

業務評価表（様式１）
地域包括支援センター名（佐世保市相浦地域包括支援センター）

評価項目



作 成 者 氏 名 （ 鷲 田 由 香 里 ）

センター記載欄
大項目 小項目 Ｈ30 Ｈ31 自己評価の理由

≪具体的な取り組み≫
・地域住民と関係者が同様の意識で地域包括ケアシステムに取り組めるよう、民生
委員定例会やサロンなど地域の集まりの場で積極的に情報を発信し共有していく。
（健康教育・ほうかつ便り作成・福祉便り記事提供）
・医療と介護の両方を必要とする高齢者が安心して生活できるように地域の病院や
関係機関等の連携体制の構築を推進していく。（介護・医療連携会議）

△ 〇

医療との連携のための研修や会議には、市外も含めて三職種が
積極的に参加。個別ケースを通した医療機関との関係者会議にも参加
し、医療と介護の役割分担をして支援対応できるよう連携を図った。健康
教育に関しては、他業務を優先し件数を増やすことができなかった。

地域会合や集まりに積極的に参加し、顔の見える関係をつくっている。 ◎ ◎
その他(開設当初からの健康教育や地域の会合への挨拶などで包括も
地域に根付き、地域からの相談も上がってきている。）

地域住民との共働により、地域の問題解決に取り組んでいる。 〇 ◎
その他（生活支援コーディネーターとの共催で地域ケア包括会議を開催
し地域住民や関係事業所と意見交換。）

地域特性（地理、人口、高齢化率、世帯構成、独居高齢者の割合等）および地域住
民の課題とニーズを把握している。 〇 〇

その他（地域ケア個別会議からの課題抽出に留まり、総合相談やプラン
ナーからの視点や意見も今年度は拾い上げていく。）

再相談に対応できるよう、対応した以外の職員でも対応可能な相談記録票を整備し、
記録を残している。 ◎ ◎

地域の関係機関・高齢者等の相談を受け止め、適切な機関・制度・サービスにつな
ぎ、継続的にフォローしている。 ◎ ◎

サービス利用等につながらないケース、また本人が支援を望まないようなケースで
あっても、適切なアセスメントのもとに、訪問等による状況把握および支援等を継続
的に行っている。

◎ ◎

地域の社会資源等の情報を把握し、職員で活用している。 ◎ ◎

必要に応じて、訪問による実態把握を積極的に行っている。 ◎ ◎
≪具体的な取り組み≫
・高齢者虐待防止及び対応においては「高齢者虐待対応マニュアル」に基づき速やかに状況を
把握し、行政や関係機関と連携を図り対応する。（虐待個別ケース会議）
・住民向け「みんなで防ごう高齢者虐待」の普及を図ることで、介護者を孤立させないこと、相談
機関が身近にあることを伝えていく。（健康教育・ほうかつ便り記載）
・警察署との情報共有や連携に努め、地域へ消費者被害に関する情報を周知し注意を促すこと
で安心して暮らせる地域づくりをすすめていく。（警察連絡協議会）

◎ 〇

高齢者虐待防止及び対応において行政、関係機関と連携を図り包
括内三職種の話し合いも重ねながら状況に対応した。地域に積極的に
出向いて高齢者虐待予防の普及を図ることは難しかったが、運営推進会
議参加時には虐待予防の観点、身近な相談機関として包括の案内を
行った。警察との連携会議で得た情報（特殊詐欺被害など）はほうかつ
便りなどを通して情報を伝えた。

市や関係機関と連携し、高齢者虐待の防止および対応にあたっている。 ◎ ◎

家族全体の支援という視点を持ち、養護者と信頼関係を図り、養護者支援に努めて
いる。 ◎ ◎

高齢者虐待の相談通報窓口として、関係機関や地域住民に周知している。 〇 ◎

消費者被害や権利侵害が疑われるケースに的確に対応できるよう、サービスや制度
を理解している。 〇 ◎

消費生活センターや民生委員などの関係機関と連携し、消費者被害の防止および対
応にあたっている。 〇 ◇

成年後見制度（法定後見・任意後見）を幅広く普及するための活動を行っている。 △ 〇
地域に出向いて普及活動に取り組むことができなかったが、関わるケー
スの中で制度の案内はできた。

適切なスクリーニングを実施し、成年後見制度申立支援や日常生活自立支援事業等
へのつなぎを行っている。 ◎ ◎

申立て支援（　１件）、市長申立て（　０件）日常生活自立支援事業支援（
０件）

【評価項目】　◎：できた（目標まで達している）、○：概ねできた(目標の3/4程度まで）、△：目標の半分程度、◇：一部できた（目標の1/4程度まで）、×：ほとんどできなかった

評価

判断能力が低下している状況
にある人への支援

その他（相談票や経過記録、継続ケース担当者など所内情報共有できる
ようシステム化し管理。）

継続的・専門的相談支援
必要に応じ、追いかけ・定期・困難ケースに振り分け担当者を決めて継
続的支援対応。社会資源も情報共有している。

権
利
擁
護
事
業

≪独自の取り組み≫
・高齢者虐待防止の普及啓発
の推進と関係機関との連携強
化

高齢者虐待の防止および対応 市の示すマニュアルに沿って対応している。

消費者被害の防止および対応
消費者生活センターの情報提供は必要時行えたが消費者被害相談ケー
スは少なかった。

成年後見制度の普及・活用促進

総
合
相
談
支
援
事
業

≪独自の取り組み≫
・医療との連携強化（医療・介護
の切れ目のない支援ができるよ
う連携を図る。）

地域連携の仕組みづくり

地域住民との共働

地域のアセスメント

適切な総合相談

業務評価表（様式１）
地域包括支援センター名（佐世保市相浦地域包括支援センター）

評価項目

中項目



作 成 者 氏 名 （ 鷲 田 由 香 里 ）

センター記載欄
大項目 小項目 Ｈ30 Ｈ31 自己評価の理由

≪具体的な取り組み≫
・高齢者の個別課題を解決するために、多職種協働による「地域ケア個別会議」を開
催。また、地域の共通した課題を明確にして協議体との連携の意識も持って、毎月の
地域ケア個別会議を積み重ねていく。（地域ケア個別会議・課題抽出会議）
・地域の介護支援専門員と一緒に資質向上を図る交流会を企画・開催し、インフォー
マルサービスの重要性や有効性についての理解も深めていく。（介護支援専門員交
流会）

◎ ◎

毎月、多職種協働による「地域ケア個別会議」を４事例開催。また、課題
抽出会議においては事前に所内で課題分析をして会議に臨むことがで
きスムーズな会議進行ができた。地域の介護支援専門員との交流会に
おいては持ち回り担当制で共有したいテーマを選定し資質向上に向けて
年４回の開催ができた。

地域ケア個別会議の内容が、高齢者の課題解決を支援するとともに、介護支援専門
員の資質向上及び参加者の実地研修の場となっている。 ◎ ◎

地域ケア個別会議の運営方針を、センター職員、会議参加者・地域の関
係機関に対して周知・個人情報の取り扱い方針に従っている。多職種と
連携して、自立支援・重度化防止等に資する観点から個別事例の検討を
行い、議事録や検討事項をまとめ、参加者間で共有。事例について、そ
の後の変化等をモニタリング、会議の開催後、対象者のプランが課題解
決の支援へおおむねつながっている。地域ケア個別会議録・課題抽出会
議録を市へ報告している

地域ケア会議の内容が、関係機関のネットワーク構築、社会資源の発見や開発につ
ながり、顔の見える関係づくりができている。 ◎ ◎

地域の介護支援専門員との交流会は地域ケア会議を兼ね、ネットワーク
つくりや社会資源活用についての視点も取り入れている。会議録は市へ
提出している

地域の介護支援専門員の全体の質の向上のために研修会や事例検討会を開催し
たり、地域資源等の情報提供をしている。 〇 ◎

持ち回り担当で行うCM交流会の中で、自ら学修・共有したいテーマ選定
を企画することにより圏域内の横同士のつながり強化・質の向上を図っ
ている。また、包括より個別ケア会議での取り組み事例や社会資源につ
いての情報発信。担当圏域における居宅介護支援事業所のデータ（事
業所ごとの主任介護支援専門員・介護支援専門員の人数等）を把握して
いる。

介護支援専門員(プランナーも含む)との連携を図り、常に相談しやすい体制や関係
作りに努め、課題等の把握をしている。また介護支援専門員と関係機関等との顔つ
なぎをしている。

◎ 〇

内容整理・分類や経年的な件数把握はしていないが日常的個別指導相
談は相談表に残している。個別ケア会議の際に担当と事前のすり合わせ
やその後の進捗確認を行うことが個別のサポートともなっている。相浦圏
域事業所は主任介護支援専門員配置率が高く、ベテラン層が厚い。昨
年は９月地域包括ケア会議にて居宅・小規模・SC・タクシー・生協等の関
係機関との地域について検討する機会を持っている。

評価

中項目

包
括
的
・
継
続
的
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

支
援
事
業

≪独自の取り組み≫
マネジメント支援事業】
・地域ケア個別会議の開催と、
地域包括支援課題の抽出（地
域課題を吸い上げ、協議体や
行政主催の会議へ繋ぐ。）

地域ケア個別会議の開催

地域ケア会議の開催

介護支援専門員の質の向上の
ための支援

個々の介護支援専門員へのサ
ポート

業務評価表（様式１）
地域包括支援センター名（佐世保市相浦地域包括支援センター）

評価項目



作 成 者 氏 名 （ 鷲 田 由 香 里 ）

センター記載欄
大項目 小項目 Ｈ30 Ｈ31 自己評価の理由

≪具体的な取り組み≫
・地域の自主活動を支援する中で、生活機能低下や閉じこもり等何らかの支援を要
する高齢者等を把握しフォローしていく。また「いきいき百歳体操」等住民の自主的な
介護予防活動を支援し、自主運営後は体力測定を実施し、効果を検証していく。（自
主活動支援）
・高齢者の地域での生活を支えていくために、多様な支援体制の構築に向けた取り
組みを生活支援コーディネーターと連携して行っていく。また、地域にある事業所と地
域活動のマッチングを積極的に働きかけていく。（各地区協議体）
・高齢者やその家族、地域住民が集える「オレンジ(認知症）カフェ」開催を目指す。

◎ 〇

年に1回は体力測定を実施。フレイルに該当された方に対しては、結果
説明時の聞き取りや必要時訪問を行い状態把握を行った。また、各地区
協議体へ参加・生活支援コーディネーターと月1回のミーティングを実施
し、多様な支援体制構築に向け連携を図った。今年度、認知症カフェの
開催が出来なかったため来年度の課題とする。

計画的に健康教育等を実施し、介護予防活動の普及・啓発を行っている。 ◎ ◎

地域にある団体等を把握し、介護予防活動の普及・啓発をすることに努めている。 ◎ ◎

新規団体への介護予防活動の普及・啓発を行っている。 ◎ ◎

介護予防を推進するため、民生委員や地域の関係団体等に対して、普及啓発を行っ
ている。

○ △

地域に偏りなく、健康教育や健康講話を行っている。 ◎ ◎

介護予防活動の普及啓発後も継続的にその団体を支援する工夫を行っている。 ◎ ◎

介護予防普及啓発活動で何らかの支援を要するものを早期に把握した場合、適切な
支援につなげている。

○ 〇

介護予防の取り組み団体を支援する場合、リハビリ専門職等と連携し、介護予防取
組の機能強化を図っている。

○ 〇

介護予防の取り組み団体を支援する場合、リハビリ専門職等（例：長寿
社会課　理学療法士）と連携し、介護予防取組の機能強化を図ってい
る。長崎地域リハビリテーション広域支援センターとの連携が図れなかっ
た。

【評価項目】　◎：できた（目標まで達している）、○：概ねできた(目標の3/4程度まで）、△：目標の半分程度、◇：一部できた（目標の1/4程度まで）、×：ほとんどできなかった

地域リハビリテーション活動支援

業務評価表（様式１）
地域包括支援センター名（佐世保市相浦地域包括支援センター）

評価項目 評価

中項目

一
般
介
護
予
防
事
業

≪独自の取り組み≫
・歩いて行ける場所での介護予
防活動グループ立ち上げ支援
の継続。

介護予防普及啓発

体力測定・健康教育に関しては年間計画を作成し、地域の偏りなく計画
的に実施できるよう努めた。半年に1回はモニタリングを行い継続的な支
援を実施。また代表者の方と連携を図り、気になる方がいた際に連絡が
くる体制を構築。民生委員や地域の関係団体等に対しての普及啓発は
十分できていなかった。普及啓発（健康教育）実施時に高齢者より個別
の相談があった際は、対応。必要時後日訪問するなど対応していった。



（様式２-２）

令和2年10月13日

１．地域包括支援センター業務評価について

大項目 長寿社会課による評価・意見

業務全般

緊急時や苦情への体制も十分整備され、市長寿社会課と連携し対応されています。支援困難ケースについては、3
職種で情報共有と協議を行い支援方針を立て対応し、市にもケース会議録として提出され情報共有に努められて
います。地域課題の抽出を行い職員間で計画内容を共通理解し、月１回のセンター内会議で進捗確認されていま
す。今後も事業の目標達成に向けて、更なる活動に期待します。

介護予防ケアマネジメント
ケアマネジメントについては、自立支援に資するプラン作成へ向け、適切なアセスメントや個別性を生かした目標設
定ができ、管内全体への指導助言に努めることができていると思われます。プランナー研修会や地域ケア個別会
議での学びをプランに反映させる努力や工夫も見られますので、今後も継続した取り組みをお願いします。

総合相談

相談票や経過記録、継続ケース担当者等をシステム化し管理され、他職員への回覧が徹底されており、担当者不
在の際にも対応できるよう適切な総合相談の体制がとられていました。公民館まつりや民生委員の事例検討会に
積極的に参加されていることで信頼関係の構築や地域連携の仕組みづくりができていると思います。今年度は、各
相談内容から地区の課題やニーズをアセスメントしていくという課題を把握されており、さらに細かな地域のアセス
メントにつながると期待しています。

権利擁護
高齢者虐待の防止の対応や判断力が低下している状況にあるケースについて、訪問、または関係機関と連携し、
とくに丁寧に対応されていると思います。高齢者虐待防止や成年後見制度の普及啓発活動については、今年度も
引き続き活動内容の検討をお願い致します。

包括的継続的ケアマネジメント

地域ケア個別会議で、地域課題として抽出された課題から、介護支援専門員に対し、専門職種の助言をまとめた
助言集を作成し配布したり、「パーキンソン病」に着目した研修会を企画するなど、質の向上に努められています。
また、専門職に質問ができる掲示板を作成し、ケアプランや個々への支援に役立てるものになっており、さらなる自
立支援意識の向上につながる取り組みだと思われます。

一般介護予防

介護予防活動団体の支援を計画的に実施されており、団体のモニタリングにおいてはSCと連携して行い、必要に
応じた個別支援に繋がる工夫をされています。また、母体法人や地域のリハビリ専門職との協力関係が築けてお
り、今後の団体支援に繋がることを期待します。
翌年度の課題とされている認知症カフェについては、近隣の障がい福祉事業所との連携による共生カフェを計画さ
れるなど、柔軟な視点での工夫も見られました。

２．地域包括支援センター現地確認の実施

現地確認の有無 有・無

３．長寿社会課による総合評価

総括

地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、三職種の専門性及び関係機関と連携を図
り事業が進められています。また、関係機関や地域住民など日常的に関係性を築き重層的なネットワークが構築さ
れています。今後もネットワークの強化を図り、地域で課題解決ができる体制を進めてください。地域ケア会議で課
題抽出を行い、事業等に展開された先駆的な活動については、今後も市内全体に波及して欲しいと思います。

４．改善事項

　　佐世保市長寿社会課　　　課長　　吉住　和倫

佐世保市相浦地域包括支援センター業務評価結果

特にありません。



（様式１）

評価日 令和　　2　年　4　月　10　日

平成３１（令和元）年度
地域包括支援センター業務評価表

包括名    吉　井  地域包括支援センター

記入者 中﨑　直子



作成者氏名（ 中﨑 直子 ）

センター記載欄
大項目 小項目 Ｈ30 Ｈ31 自己評価の理由

２４時間の連絡体制がとれており、緊急時の対応体制も整備されている。 ◎ ◎
時間外が平日以外の電話連絡は、転送により誰かが対応できるよう
にしている。

苦情に対する適切な対応（体制）ができている。また、苦情内容や対処方法等につい
て職員間で共有するとともに、再発防止に努めている。 〇 ◎

市の方針に沿って、苦情対応体制を整備し、苦情内容や苦情への対
応策について記録している。

相談記録や個人情報の管理・保管を適切に行っている。 ◎ ◎

市と共有する個人情報を開示する範囲について協議・確認をしている。 〇 〇

３職種及び追加配置職員を定数配置している。 △ 〇
その他（３職種及び追加配置職員の欠員期間が長かったが、定数配
置ができた。）

支援困難ケース等については、各職種の専門性を生かし、必要に応じて３職種が協
働で支援している。 〇 〇 各職種の専門性を理解している。

緊急性が高いと考えられる場合には、特に迅速な対応を行っている。 〇 〇
緊急性が高いと考えられる場合には、特に迅速な対応を行って
いる。

生活全体を視野に入れ、単体のサービスや制度の適用のみでなく、それらの間をつ
なぐ等幅広い観点から支援を行っている。 〇 〇

生活全体を視野に入れ、単体のサービスや制度の適用の
みでなく、それらの間をつなぐ等幅広い観点から支援を
行っている。

市の受託者として公正・中立な事業運営を実施している。 〇 〇 公的機関として他事業所や地域と連携を取っている。

介護予防支援業務 要介護者への指定居宅介護支援事業所の紹介を公正・中立に行っている。 〇 〇
要介護者への指定居宅介護支援事業所の紹介を公正・中立に行ってい
る。

特定事業所の提
供サービスの偏
り

センターが作成する介護予防サービス計画において、正当な理由なく特定の事業者
が提供するサービスに偏っていない。≪偏っていると判断されるケースがある場合
は、正当な理由を記載欄に記入≫

〇 〇

特定事業所の提
供サービス利用
への不当な誘引

センターにおける介護予防サービス計画の作成過程において、特定の事業者が提供
するサービスの利用を不当に誘引していない。 〇 〇

介護予防支援の
委託先の偏り

介護予防支援の委託先が、正当な理由なく特定の指定居宅介護支援事業所に偏っ
ていない。≪偏っていると判断されるケースがある場合は、正当な理由を記載欄に記
入≫

〇 〇

地域課題を把握分析して反映させた事業計画を職員が作成している。職員間で計画
内容を共通理解し、事業目標の達成に向けて定期的に業務の進捗状況を確認して
いる。

△ △
把握した担当圏域の現状やニーズに基づき、センターの取組に
おける重点項目を設定している。

業務にかかる知識の習得に努め、専門性の向上を図っている。 ◎ ◎ 幅広い職員の研修の機会を確保し、参加させている。

幅広い職員の研修の機会を確保し、参加させている。また、その内容を職員間で共
有できている。 〇 〇 研修の内容を職員間で共有できている。

運営において、常に市との連携を図り、報告・連絡・相談を徹底し、情報の共有を図っ
ている。 〇 〇

市の支援・指導の内容により、逐次、センターの業務改善
を図っている。

業務上の疑義等について、センター長へ相談・報告し、なお解決できない場合、セン
ター長から市に質問票を提出している。 ◇ 〇 市への報告を適宜行っている。

運営協議会の提言を真摯に受け止め、事業に反映している。 〇 〇
運営協議会の提言を真摯に受け止め、事業に反映してい
る。

【評価項目】　◎：できた（目標まで達している）、○：概ねできた(目標の3/4程度まで）、△：目標の半分程度、◇：一部できた（目標の1/4程度まで）、×：ほとんどできなかった

市との連携

運営協議会の提言への対応

業
務
全
体

危機管理

苦情対応体制

個人情報やプライバシーの保護
個人情報保護に関する市の取扱方針に従って、センターにおいても
マニュアル等の整備をしている。

サービスの利用にあたっては、複数の事業所やサービスを
紹介している。

事業計画の作成と進捗確認

職員の資質の向上

職員の適正な配置

3職種の職務分担と連携（2職種
配置の場合は2職種）

迅速な対応

包括的支援

公正・
中立
性の
確保

包括的支援事業

業務評価表（様式１）
地域包括支援センター名（佐世保市吉井地域包括支援センター）

評価項目 評価

中項目



作成者氏名（ 中﨑 直子 ）

センター記載欄
大項目 小項目 Ｈ30 Ｈ31 自己評価の理由

≪具体的な取り組み≫
・地域ケア個別会議を通して自立支援に向けた介護予防計画表づくりを行う。
・地域の関係機関と連携をし、利用者の個別性に応じたインフォーマルサービス（通
いの場の情報提供含む）を紹介する。 △ ◎

地域ケア個別会議に参加することで自立支援に関する視点や対
応策が理解できるようになってきており、インフォーマルサービス
の利用を提案できるようになっている。

利用者へ介護予防の必要性について説明し、聞き取りのみでなく、自宅の室内の様
子や日常生活の状況等など、生活の視点も含めて総合的にアセスメントをするように
している。

〇 ◎
聞き取りの情報のみでなく、自宅内外の様子や生活状況を観察
して得た情報を元にアセスメントをしている。

介護予防に目を向けたアセスメント・ケアプラン作成（具体的な目標設定も含む）・モ
ニタリング・評価といった一連のケアマネジメントが適切に行うことができている。

〇 ◎
目標は達成可能で測定可能（評価可能）な項目であり、本人（家
族）と協議して設定している。

サービス担当者会議や承認会議は、自立支援に目を向けてサービス内容の検討をし
ている。

〇 ◎

サービス担当者会議や承認会議は、自立支援に目を向けてサー
ビス内容の検討をしている。
※自立支援の視点について
　　○本人のできることまでサービス導入をしていないか
　　○地域のインフォーマルサービスの活用
　　○目標設定が適しているか（向上できそうな人が維持目標に
なっていないか

ケアマネジメントを実施するにあたり、本人のできる事までもサービスを導入していな
いか確認している。

〇 ◎
利用者のセルフマネジメントを推進するため、市から示された支
援の手法を活用している。

委託先に対し、適切なケアマネジメントができるよう、指導助言をしている。 △ ◎ 自立支援に向けた勉強会や検討会を開催している。

特定事業所の提
供サービスの偏
り

センターが作成する介護予防サービス計画において、正当な理由なく特定の事業者
が提供するサービスに偏っていない。≪偏っていると判断されるケースがある場合
は、正当な理由を記載欄に記入≫

〇 ◎
正当な理由としては、利用希望者の自宅近くを希望されたケース
が多かった。

特定事業所の提
供サービス利用
への不当な誘引

センターにおける介護予防サービス計画の作成過程において、特定の事業者が提供
するサービスの利用を不当に誘引していない。

〇 ◎
その他（ガイドブックなどを利用して、複数の事業所を紹介し、説
明している）

介護予防ケアマ
ネジメント支援の
委託先の偏り

介護予防ケアマネジメント支援の委託先が、正当な理由なく特定の指定居宅介護支
援事業所に偏っていない。≪偏っていると判断されるケースがある場合は、正当な理
由を記載欄に記入≫

〇 ◎
正当な理由としては、利用希望者の自宅近くを希望されたケース
が多かった。

一般介護予防事業につなげた場合や、サービス利用終了者に対し、定期的に状況に
応じ訪問や連絡を行い、介護予防の取り組みが継続できるよう意識づけしている。

△ ◎ 他の職種につないでいる。

給付管理
介護予防ケアマネジメント費での請求と介護予防支援費の請求を間違わないような、
チェック体制をとっている。

〇 ◎
その他（書式の見直しや事前確認をすることで、ダブルチェックは
もとより他のチェックも加えた業務体制で、委託先と連携しながら
給付管理請求業務をしている）

【評価項目】　◎：できた（目標まで達している）、○：概ねできた(目標の3/4程度まで）、△：目標の半分程度、◇：一部できた（目標の1/4程度まで）、×：ほとんどできなかった

評価評価項目

中項目

介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
業

≪独自の取り組み≫
・社会資源を活用し自立支援に
向けたケアマネジメント支援を
行う。

適切な介護予防ケアマネジメント
の実施

介護予防ケ
アマネジメン
ト委託につい
て、公正・中
立性の確保

サービス終了後の支援

業務評価表（様式１）
地域包括支援センター名（佐世保市吉井地域包括支援センター）



作成者氏名（ 中﨑 直子 ）

センター記載欄
大項目 小項目 Ｈ30 Ｈ31 自己評価の理由

≪具体的な取り組み≫
・初回相談時の適切な窓口チェック、アセスメントを行い、支援につなげる。
・地域診断につながる情報になるよう、初回相談後のその後の経過や情報の把握に
力を入れる

△ △

・初回相談時に継続した関りが必要なかったものの、家族で相談
してみますという発言の後の追跡ができていなかった。
・地域診断に関われず、どの程度相談票で分かったか不明。
・相談票に終了と記載できるまで、定期的に3職で相談票を点検
して継続した支援ができるようにした。

地域会合や集まりに積極的に参加し、顔の見える関係をつくっている。 △ 〇 地域会合や集まりに積極的に参加している。

地域住民との共働により、地域の問題解決に取り組んでいる。 △ △
その他（地域における関係機関・関係者のネットワークについて、
構成員・連絡先・特性等に関する情報をマップまたはりストで管理
している）

地域特性（地理、人口、高齢化率、世帯構成、独居高齢者の割合等）および地域住民
の課題とニーズを把握している。

〇 〇
その他（地域における関係機関・関係者のネットワークについて、
構成員・連絡先・特性等に関する情報をマップまたはりストで管理
している）

再相談に対応できるよう、対応した以外の職員でも対応可能な相談記録票を整備し、
記録を残している。

△ 〇
対応した職員以外の職員でも、対応できるよう相談記録票を整備
している。

地域の関係機関・高齢者等の相談を受け止め、適切な機関・制度・サービスにつな
ぎ、継続的にフォローしている。

△ 〇
地域の関係機関・高齢者等の相談を受け止め、適切な機関・制
度・サービスにつなぎ、継続的にフォローしている。

サービス利用等につながらないケース、また本人が支援を望まないようなケースで
あっても、適切なアセスメントのもとに、訪問等による状況把握および支援等を継続的
に行っている。

◇ 〇
サービス利用等につながらないケース、また本人が支援を望まな
いようなケースについては、適切なアセスメントのもとに、地域資
源も視野に入れた継続的な支援を行っている。

地域の社会資源等の情報を把握し、職員で活用している。 〇 ◎ 地域の社会資源等の情報を把握している。

必要に応じて、訪問による実態把握を積極的に行っている。 △ 〇 地域の社会資源等の情報を、職員間で共有している。

≪具体的な取り組み≫
・通いの場を中心に、その他の健康教育として「成年後見制度の普及啓発」、「虐待の
早期発見、予防」、「消費者被害」を実施する。
・認知症の対応として、認知症の早期発見に関する普及啓発及び「認知症サポー
ター養成講座」を開催し、認知症になっても地域で支え合いができる地域を目指す。

× ◇

開催はできなかったが、支え合いができるように、協議体やコー
ディネーターと協力して下づくりをしている。

市や関係機関と連携し、高齢者虐待の防止および対応にあたっている。 〇 〇 高齢者虐待の相談通報窓口として、地域で認識されている。

家族全体の支援という視点を持ち、養護者と信頼関係を図り、養護者支援に努めて
いる。

〇 △
センターまたは市が開催する高齢者虐待防止に関する情報共
有、議論及び報告等を行う会議において、高齢者虐待事例への
対応策を検討している。

高齢者虐待の相談通報窓口として、関係機関や地域住民に周知している。 ◇ 〇 高齢者虐待の相談通報窓口として、地域で認識されている。

消費者被害や権利侵害が疑われるケースに的確に対応できるよう、サービスや制度
を理解している。

◇ △
その他（民生委員などの関係機関と連携し、消費者被害の防止
及び対応にあたっている）

消費生活センターや民生委員などの関係機関と連携し、消費者被害の防止および対
応にあたっている。

◇ △
その他（民生委員などの関係機関と連携し、消費者被害の防止
及び対応にあたっている）

成年後見制度（法定後見・任意後見）を幅広く普及するための活動を行っている。 ◇ △ その他（対象になりそうな方への発信や情報提供程度しかできなかった）

適切なスクリーニングを実施し、成年後見制度申立支援や日常生活自立支援事業等
へのつなぎを行っている。

〇 〇
民生委員からの相談があり訪問。家庭状況経済状況の確認を行
い民生委員と情報共有しながら日常生活自立支援に繋ぐことが
出来た。

【評価項目】　◎：できた（目標まで達している）、○：概ねできた(目標の3/4程度まで）、△：目標の半分程度、◇：一部できた（目標の1/4程度まで）、×：ほとんどできなかった

評価

権
利
擁
護
事
業

≪独自の取り組み≫
若年層を含めた各制度の普及
啓発を行う

高齢者虐待の防止および対応

消費者被害の防止および対応

成年後見制度の普及・活用促進

判断能力が低下している状況
にある人への支援

総
合
相
談
支
援
事
業

≪独自の取り組み≫

地域連携の仕組みづくり

地域住民との共働

地域のアセスメント

適切な総合相談

継続的・専門的相談支援

中項目

業務評価表（様式１）
地域包括支援センター名（佐世保市吉井地域包括支援センター）

評価項目



作成者氏名（ 中﨑 直子 ）

センター記載欄
大項目 小項目 Ｈ30 Ｈ31 自己評価の理由

≪具体的な取り組み≫
・地域ケア会議・ケアマネ交流会などで、医療機関、介護事業所間で情報を共有し、地域支援ができるようにする。
・医療職より地域における介護予防に関する助言が求めやすい環境を作っていく。
・通いの場における地域診断によって明らかになる地域課題に対して、多様な機関・多職種と検討し、必要な社会資源の
開発に繋げる。
・協議体・生活支援コーディネーターとの連携会議にて定期的に互いの情報を交換・共有することで、生活支援コーディ
ネーターとの連携
　を強化し、　活動の場の存続や地域活動の活性化に務める。

△ △

・ケア会議や個別会議等へ専門職に参加していただくことで、医療系の職種からの助
言が
　得やすくなった。
・医療・福祉事業所等への地域支援の有無についてアンケートを実施したところ、人員
配置
　等の課題があり支援困難の返答が多かったが、個人としてであれば支援したいと言
われる
　方がいた。　そのような方の支援を受けるための検討が必要。

地域ケア個別会議の内容が、高齢者の課題解決を支援するとともに、介護支援専門
員の資質向上及び参加者の実地研修の場となっている。

△ ◎
その他（地域ケア個別会議の開催後、自立支援プランに関
しての視点ができ始めておりプラン作成やアセスメントに変
化がみられている。）

地域ケア会議の内容が、関係機関のネットワーク構築、社会資源の発見や開発につ
ながり、顔の見える関係づくりができている。

〇 ◎
地域ケア会議の運営方針を、センター職員、会議参加者・
地域の関係機関に対して周知している。

地域の介護支援専門員の全体の質の向上のために研修会や事例検討会を開催した
り、地域資源等の情報提供をしている。

〇 〇
担当圏域における居宅介護支援事業所のデータ（事業所ごとの
主任介護支援専門員・介護支援専門員の人数等）を把握してい
る。

介護支援専門員(プランナーも含む)との連携を図り、常に相談しやすい体制や関係
作りに努め、課題等の把握をしている。また介護支援専門員と関係機関等との顔つ
なぎをしている。

〇 ◎
その他（定期的に事業所を訪問し、状況確認や情報収集を
行っている。　タイムリーな情報提供に努めている。）

≪具体的な取り組み≫
・医療機関や介護事業所のスタッフに通いの場への関与を促す。
・通いの場において、専門職からの体操指導、口腔衛生指導、栄養指導、薬剤指導
などを健康教育の一環　として実施する。
・けんこう運動支援隊を有効活用して、通いの場での「いきいき百歳体操」普及や定
期的な身体測定を実施していく。

△ 〇

通いの場の立ち上げ目標が本年度までに10団体だったのに対し
て38団体と3倍以上の立ち上げ率である。全ての団体へフレイル
予防や高血圧予防の普及啓発ができ、高齢者の身体機能・口腔
機能の改善が認められた。他機関の専門職とは今後、連携がで
きるようになった。

計画的に健康教育等を実施し、介護予防活動の普及・啓発を行っている。 △ ◎
その他（計画的に全ての通いの場に「フレイル予防」「高血圧の予
防」についての介護予防普及啓発ができた）

地域にある団体等を把握し、介護予防活動の普及・啓発をすることに努めている。 〇 ◎
その他（SCや民生委員に情報を頂きながら団体の把握に努め、
定期的に「通いの場一覧表」を配布したりSCと協同してサロンの
掘り起こしを行う等、介護予防活動の普及啓発ができた）

いき百実施の新規団体や区長等の集い時に介護予防活動の普及・啓発を行ってい
る。

△ ◎
その他（新規団体8団体に対して介護予防活動の必要性をスライ
ドで説明しながら普及啓発ができた）

介護予防を推進するため、民生委員や地域の関係団体等に対して、普及啓発を行っ
ている。

〇 ◎
その他（民生委員定例会時やSCとの連携会議時に介護予防に
関する情報の普及啓発を適時実施した）

地域に偏りなく、健康教育や健康講話を行っている。 △ ◎ 地域に偏りなく、健康教育や健康講話を行っている。

介護予防活動の普及啓発後も継続的にその団体を支援する工夫を行っている。 △ ◎
その他（団体が継続して実施できるように適時、支援を実施でき
た）

介護予防普及啓発活動で何らかの支援を要するものを早期に把握した場合、適切な
支援につなげている。

〇 〇
その他（フレイルや低栄養および口腔機能低下をスクリーニング
し、早期発見ができた。また団体の長と連携し、気になる高齢者
の早期発見ができた）

介護予防の取り組み団体を支援する場合、リハビリ専門職等と連携し、介護予防取
組の機能強化を図っている。

△ 〇
その他（SCと協働して介護予防の団体を支援できる関係機関をリ
ストアップできた）

一
般
介
護
予
防
事
業

≪独自の取り組み≫
住民主体の通いの場の立ち上
げ支援や継続支援を行うことで
介護予防活動を充実させる

介護予防普及啓発

地域リハビリテーション活動支援

評価

包
括
的
・
継
続
的
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

支
援
事
業

≪独自の取り組み≫
・医療・介護連携の充実
・生活支援コーディネーターと共
同
　した生活支援

地域ケア個別会議の開催

地域ケア会議の開催

介護支援専門員の質の向上の
ための支援

個々の介護支援専門員へのサ
ポート

業務評価表（様式１）
地域包括支援センター名（佐世保市吉井地域包括支援センター）

評価項目

中項目



（様式２-２）
令和2年10月13日

１．地域包括支援センター業務評価について

大項目 長寿社会課による評価・意見

業務全般

人員不足のため、個人にかかる業務の負担が大きく日々の忙しい中、各職種や地域関係者と連携して支援
をされていました。地域課題については地域ごとに課題の整理が行われ、職員間での共通認識はできてい
るが、業務の進捗状況を確認するまで至っていなかったとのことですが、今年度は人員補充もできてますの
で、今後は定期的に確認しながら業務を進めてください。

介護予防ケアマネジメント

プランナーの人員が不足していた期間に行き届かない面があったようですが、人員補充後には適切な介護予防ケアマ
ネジメントの一連の流れを実施できていました。地域特性から難しい面もあるとのことでしたが、インフォーマルサービ
スのプランへの位置付けが不十分な印象がありますので、今後意識されると、より自立支援に資するプラン作成に繋
がりそうです。給付管理は綿密なチェック体制で適切に行えていますので、今後も継続をお願いします。

総合相談

相談記録票なども全職員へ回覧しており、７日～１０日に一度進捗確認をされております。また、継続的な支援が必要
と判断された方については、担当を決め追っていく体制が取れています。介護サービスに繋いだ後も、プランナーの後
方支援ができるよう、３職種のチームアプローチに努めてください。また、職員の入れ替わりもあったようですが、引継
ぎや管内の地域アセス、地域の状況や課題、諸活動などの情報共有に図ってください。

権利擁護

定期的に警察署や民協定例会に参加し、詐欺や警察からのチラシなど配布を細かく実施されていました。高
齢者虐待については、住民から民生委員経由で相談されるケースも増えており、相談通報窓口として周知
が住民に浸透されてきていました。職員入れ替わりで、権利擁護等についての広報活動や対応が十分にで
きない状況のようでしたが、今後は三職種連携を図りながら、より一層充実した取り組みをお願いたします。

包括的継続的ケアマネジメント

地域包括ケア会議や地域ケア個別会議を開催し、地域の介護支援専門員の資質向上や研修の場として機能させるこ
とができています。特に地域の事業所や関係職種との顔つなぎができるように意識して取り組まれています。定期的な
事業所訪問を行い個々の介護支援専門員への支援にも努められていました。地域課題解決に向けた取り組みを活性
化できるよう、SCと協働した取り組みの継続をお願いします。

一般介護予防

健康教育などは、地域ごとにリスト化し計画的に実施されています。団体の支援も関係機関と連携し、他の団体の活動
を紹介するなど、活動のマンネリ化防止に努められています。また、通いの場において、個別対応も面談等を通してス
クリーニングされています。今後は通いの場等において、身体的支援のみではなく、生活面の支援においても早期発
見できるよう三職種で連携し適切な支援に繋げてください。

２．地域包括支援センター現地確認の実施

現地確認の有無 有・無

３．長寿社会課による総合評価

総括

地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、三職種の専門性を発揮し、役割を
明確化し支援することが求められると思います。人員不足もあり、相談体制等整備が難しい一面もあります
が、それぞれ専門職の知識や経験を活かし、対応されていると思われますが、なお一層相談体制の整備を
図られてください。
また、関係機関と会議や研修会を通じネットワークが構築され,関係機関の意識の向上が図られています。
今後もネットワークの強化を図り、地域で課題解決をできる体制を進めてください。

４．改善事項

　　佐世保市長寿社会課　　　課長　　吉住　和倫

佐世保市吉井地域包括支援センター業務評価結果

特にありません。



（様式１）

評価日 令和2年4月28日

平成３１（令和元）年度
地域包括支援センター業務評価表

包括名  佐世保市宇久地域包括支援センター

記入者 山田　ひづる



作成者氏名（ 山田 ひづる ）

センター記載欄
大項目 小項目 Ｈ30 Ｈ31 自己評価の理由

２４時間の連絡体制がとれており、緊急時の対応体制も整備されている。 ◎ ◎
時間外が平日以外の電話連絡は、転送により誰かが対応できるよう
にしている。

苦情に対する適切な対応（体制）ができている。また、苦情内容や対処方法等につい
て職員間で共有するとともに、再発防止に努めている。

◎ ◎ 苦情内容や対処方法について職員間で共有している。

相談記録や個人情報の管理・保管を適切に行っている。 ◎ ◎

市と共有する個人情報を開示する範囲について協議・確認をしている。 ◎ ◎

３職種及び追加配置職員を定数配置している。 ◎ ◎ その他（例：その他判断の根拠等があれば記載）

支援困難ケース等については、各職種の専門性を生かし、必要に応じて３職種が協
働で支援している。

◎ ◎ 各職種の専門性を理解している。

緊急性が高いと考えられる場合には、特に迅速な対応を行っている。 ◎ ◎
緊急性が高いと考えられる場合には、特に迅速な対応を行って
いる。

生活全体を視野に入れ、単体のサービスや制度の適用のみでなく、それらの間をつ
なぐ等幅広い観点から支援を行っている。

◎ ◎
生活全体を視野に入れ、単体のサービスや制度の適用のみでな
く、それらの間をつなぐ等幅広い観点から支援を行っている。

市の受託者として公正・中立な事業運営を実施している。 ◎ ◎

介護予防支援業務 要介護者への指定居宅介護支援事業所の紹介を公正・中立に行っている。 ◎ ◎

特定事業所の提
供サービスの偏
り

センターが作成する介護予防サービス計画において、正当な理由なく特定の事業者
が提供するサービスに偏っていない。≪偏っていると判断されるケースがある場合
は、正当な理由を記載欄に記入≫

◎ ◎

特定事業所の提
供サービス利用
への不当な誘引

センターにおける介護予防サービス計画の作成過程において、特定の事業者が提
供するサービスの利用を不当に誘引していない。

◎ ◎

介護予防支援の
委託先の偏り

介護予防支援の委託先が、正当な理由なく特定の指定居宅介護支援事業所に偏っ
ていない。≪偏っていると判断されるケースがある場合は、正当な理由を記載欄に
記入≫

◎ ◎

地域課題を把握分析して反映させた事業計画を職員が作成している。職員間で計画
内容を共通理解し、事業目標の達成に向けて定期的に業務の進捗状況を確認して
いる。

◎ ◎
市が定める運営方針の内容に沿って、センターの事業計画を策
定している。

業務にかかる知識の習得に努め、専門性の向上を図っている。 ◎ ◎

幅広い職員の研修の機会を確保し、参加させている。また、その内容を職員間で共
有できている。

◎ ◎

運営において、常に市との連携を図り、報告・連絡・相談を徹底し、情報の共有を
図っている。

◎ ◎

業務上の疑義等について、センター長へ相談・報告し、なお解決できない場合、セン
ター長から市に質問票を提出している。

◎ ◎

運営協議会の提言を真摯に受け止め、事業に反映している。 ◎ ◎
運営協議会の提言を真摯に受け止め、事業に反映してい
る。

【評価項目】　◎：できた（目標まで達している）、○：概ねできた(目標の3/4程度まで）、△：目標の半分程度、◇：一部できた（目標の1/4程度まで）、×：ほとんどできなかった

業務評価表（様式１）

職員の適正な配置

3職種の職務分担と連携（2職種
配置の場合は2職種）

迅速な対応

包括的支援

地域包括支援センター名（　佐世保市宇久地域包括支援センター　）

評価項目 評価

個人情報の保管を鍵付きキャビネや倉庫等で保管している。

業
務
全
体

公正・
中立
性の
確保

包括的支援事業

運営協議会の提言への対応

中項目

市との連携 市が設置する定期的な連絡会合に、出席している。

苦情対応体制

個人情報やプライバシーの保護

危機管理

要介護者への指定居宅介護支援事業所の紹介を公正・中
立に行っている。

事業計画の作成と進捗確認

職員の資質の向上
業務にかかる知識の習得に努め、専門性の向上を図って
いる。



作成者氏名（ 山田 ひづる ）

センター記載欄
大項目 小項目 Ｈ30 Ｈ31 自己評価の理由

≪具体的な取り組み≫
・自宅訪問により自立支援の視点に目を向けたアセスメントと適切なサービスを検討している。
・地域内事業者及び社会福祉協議会と連携し、住民主体の通いの場への支援推進をしてい
る。
・社会資源を把握し活用している。
・生活支援コーディネーターと連携している。
・地域ケア個別会議では、専門家からの助言・指導をもとに適切なケアマネジメントが出来るよ

◎ ◎

地域ケア個別会議で専門職からいただいた助言をもとに、自立
支援を視点に置き一連のケアマネジメントを適切に行ったが、SC
との連携では、地域での個別の支援体制がまだ整わず、マッチ
ングまでにはいかなかった。

利用者へ介護予防の必要性について説明し、聞き取りのみでなく、自宅の室内の様
子や日常生活の状況等など、生活の視点も含めて総合的にアセスメントをするよう
にしている。

◎ ◎

介護予防に目を向けたアセスメント・ケアプラン作成（具体的な目標設定も含む）・モ
ニタリング・評価といった一連のケアマネジメントが適切に行うことができている。

◎ ◎

サービス担当者会議や承認会議は、自立支援に目を向けてサービス内容の検討を
している。

◎ ◎

ケアマネジメントを実施するにあたり、本人のできる事までもサービスを導入していな
いか確認している。

◎ ◎

委託先に対し、適切なケアマネジメントができるよう、指導助言をしている。 ◎ ◎

特定事業所の提
供サービスの偏
り

センターが作成する介護予防サービス計画において、正当な理由なく特定の事業者
が提供するサービスに偏っていない。≪偏っていると判断されるケースがある場合
は、正当な理由を記載欄に記入≫

◎ ◎

特定事業所の提
供サービス利用
への不当な誘引

センターにおける介護予防サービス計画の作成過程において、特定の事業者が提
供するサービスの利用を不当に誘引していない。

◎ ◎

介護予防ケアマ
ネジメント支援の
委託先の偏り

介護予防ケアマネジメント支援の委託先が、正当な理由なく特定の指定居宅介護支
援事業所に偏っていない。≪偏っていると判断されるケースがある場合は、正当な
理由を記載欄に記入≫

◎ ◎

一般介護予防事業につなげた場合や、サービス利用終了者に対し、定期的に状況
に応じ訪問や連絡を行い、介護予防の取り組みが継続できるよう意識づけしている。

◎ ◎ 他の職種につないでいる。

給付管理
介護予防ケアマネジメント費での請求と介護予防支援費の請求を間違わないよう
な、チェック体制をとっている。

◎ ◎
介護予防ケアマネジメント費での請求と介護予防支援費の
請求を間違わないよう、ダブルチェックを行っている。

【評価項目】　◎：できた（目標まで達している）、○：概ねできた(目標の3/4程度まで）、△：目標の半分程度、◇：一部できた（目標の1/4程度まで）、×：ほとんどできなかった

業務評価表（様式１）
地域包括支援センター名（　佐世保市宇久地域包括支援センター　）

サービス終了後の支援

評価項目

中項目

介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
業

≪独自の取り組み≫　介護予
防を推進し、高齢者の心身状
況、環境や地域の実情に応じて
自立した支援を目指し、住み慣
れた地域で暮らしていけるよう
支援します。

適切な介護予防ケアマネジメント
の実施

サービス担当者会議や承認会議は、自立支援に目を向け
てサービス内容の検討をしている。
※自立支援の視点について
　　○本人のできることまでサービス導入をしていないか
　　○地域のインフォーマルサービスの活用
　　○目標設定が適しているか（向上できそうな人が維持目
標になっていないか

介護予防ケ
アマネジメン
ト委託につい
て、公正・中
立性の確保

その他（例：委託について、公正・中立性の確保に関して実
施していること等）

評価



作成者氏名（ 山田 ひづる ）

センター記載欄
大項目 小項目 Ｈ30 Ｈ31 自己評価の理由

≪具体的な取り組み≫・総合事業の周知のため、専門職や福祉職への理解を深める活動をしている。
・介護認定を持ちサービス利用のない方への高齢者実態把握訪問を実施し、介護保険と総合事業につい
て周知を図り地域活動への促しを行っている。
・相談窓口に来られた方への総合事業への周知を図っている。
・月1回定期的に地域に出向き相談会を開催した。・高齢者支援の早期対応ができるよう警察・民生委員・
行政関係・医療機関等と連携している。
・生活支援コーディネーターとの連携を図り協議体への参画している。

◎ ◎
窓口相談だけではなく地域に出向いて相談会を開催して、総合事業
や介護保険の周知のための広報活動を行った。また、訪問等による
高齢者実態把握も継続実施した。

地域会合や集まりに積極的に参加し、顔の見える関係をつくっている。 ◎ ◎ 地域から包括に相談されやすい体制が整っている。

地域住民との共働により、地域の問題解決に取り組んでいる。 〇 ◎
地域住民との共働により、地域の問題解決に取り組んだケースがあ
る。

地域特性（地理、人口、高齢化率、世帯構成、独居高齢者の割合等）および地域住
民の課題とニーズを把握している。

◎ ◎
地域における関係機関・関係者のネットワークについて、構成員・連
絡先・特性等に関する情報をマップまたはリストで管理している。

再相談に対応できるよう、対応した以外の職員でも対応可能な相談記録票を整備
し、記録を残している。

◎ ◎

地域の関係機関・高齢者等の相談を受け止め、適切な機関・制度・サービスにつな
ぎ、継続的にフォローしている。

◎ ◎

サービス利用等につながらないケース、また本人が支援を望まないようなケースで
あっても、適切なアセスメントのもとに、訪問等による状況把握および支援等を継続
的に行っている。

◎ ◎

地域の社会資源等の情報を把握し、職員で活用している。 ◎ ◎

必要に応じて、訪問による実態把握を積極的に行っている。 ◎ ◎

≪具体的な取り組み≫
・警察・金融機関・宅配業者と連携して特殊詐欺への防止方法や防犯について広報活動している。　　　・消
費者トラブル防止のための広報活動やトラブル対応のための情報提供をしている。
・独居や認知症高齢者が増えているため、遺言、日常自立支援事業、成年後見制度等の周知のため講話
を行った。。
・冊子・パンフレット等の活用や包括便り・チラシ等の広報活動を実施している。
・認知症疾患センターや認知症地域支援推進員との連携を図り認知症高齢者の支援を行っている。

◎ ◎
警察と連携し特殊詐欺防止方法や防犯について、包括便りやチラシ
にて広報活動を行った。また、健康講話でエンディングノートを活用
し、権利擁護等の制度についての周知を図った。

市や関係機関と連携し、高齢者虐待の防止および対応にあたっている。 ◎ ◎

家族全体の支援という視点を持ち、養護者と信頼関係を図り、養護者支援に努めて
いる。

◎ ◎

高齢者虐待の相談通報窓口として、関係機関や地域住民に周知している。 ◎ ◎

消費者被害や権利侵害が疑われるケースに的確に対応できるよう、サービスや制度
を理解している。

◎ ◎

消費生活センターや民生委員などの関係機関と連携し、消費者被害の防止および
対応にあたっている。

◎ ◎

成年後見制度（法定後見・任意後見）を幅広く普及するための活動を行っている。 ◎ 〇
地域の集まりに参加する等、あらゆる機会をとらえて普及活動を行って
いる。

適切なスクリーニングを実施し、成年後見制度申立支援や日常生活自立支援事業
等へのつなぎを行っている。

〇 △

【評価項目】　◎：できた（目標まで達している）、○：概ねできた(目標の3/4程度まで）、△：目標の半分程度、◇：一部できた（目標の1/4程度まで）、×：ほとんどできなかった

判断能力が低下している状況
にある人への支援

権
利
擁
護
事
業

≪独自の取り組み≫　高齢者
の権利が侵されないよう、健康
教育等での広報活動や情報提
供をし、緊急対応が必要な時に
は各専門機関と連携を図り支
援していきます。

高齢者虐待の防止および対応 市の示すマニュアルに沿って対応している。

消費者被害の防止および対応
消費生活センターや民生委員などの関係機関と連携し、消費者
被害の防止および対応にあたっている。

成年後見制度の普及・活用促進

評価項目

中項目

総
合
相
談
支
援
事
業

≪独自の取り組み≫
相談窓口だけではなく高齢者実
態把握を継続し周知を図りま
す。

地域連携の仕組みづくり

地域住民との共働

地域のアセスメント

適切な総合相談

評価

介護、子育て、障がい等、複合的な課題を持つ世帯への相談対応を
行っている。

継続的・専門的相談支援

サービス利用等につながらないケース、また本人が支援を
望まないようなケースについては、適切なアセスメントのも
とに、地域資源も視野に入れた継続的な支援を行ってい
る。

業務評価表（様式１）
地域包括支援センター名（　佐世保市宇久地域包括支援センター　）



作成者氏名（ 山田 ひづる ）

センター記載欄
大項目 小項目 Ｈ30 Ｈ31 自己評価の理由

≪具体的な取り組み≫・地域ケア会議で警察・金融機関・宅配業者と連携して特殊詐欺への防止方法や防
犯についての検討を行った。
・地域ケア個別会議では専門職からの助言を戴き、高齢者の自立支援と介護支援専門員のスキルアップ
を図るための後方支援を行っている。
・独居高齢者、高齢者のみの世帯、認知高齢者の生活状況の確認・対応のため高齢者実態把握訪問をし
ている.
・認知症地域支援推進員と連携し、認知症高齢者を早期発見し支援している。

◎ ◎

地域ケア個別会議には医師、歯科医師、歯科衛生士、管理栄養
士、理学療法士より助言をもらい、3ケース4回計12ケースの検討
を実施した。助言を頂いたことでプランナーのスキルアップがなっ
た。また、専門職との顔の見える関係が出来たことで高齢者
個々の相談がしやすくなった。

地域ケア個別会議の内容が、高齢者の課題解決を支援するとともに、介護支援専門
員の資質向上及び参加者の実地研修の場となっている。

◎ ◎
地域ケア個別会議の事例について、その後の変化等をモ
ニタリングしている。

地域ケア会議の内容が、関係機関のネットワーク構築、社会資源の発見や開発につ
ながり、顔の見える関係づくりができている。

◎ ◎
個別ケースの課題分析等を積み重ねることにより、地域課
題に関して検討している。

地域の介護支援専門員の全体の質の向上のために研修会や事例検討会を開催し
たり、地域資源等の情報提供をしている。

〇 ◎
地域の介護支援専門員の全体の質の向上のための研修会や事
例検討会を開催したり、地域資源等の情報提供を行っている。

介護支援専門員(プランナーも含む)との連携を図り、常に相談しやすい体制や関係
作りに努め、課題等の把握をしている。また介護支援専門員と関係機関等との顔つ
なぎをしている。

◎ ◎
その他（例：介護支援専門員と関係機関等との顔つなぎを
目的とした取組みを記載）

≪具体的な取り組み≫
・いきいき百歳体操の普及活動を推進している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・健康教育や
健康講話で疾病等の情報提供をしていき健康寿命への意識付けをしている。　　　　　　　　　　　　　　　・自
主活動団体の「活動紹介の場」を作り団体の意欲向上を地域住民への啓蒙活動となるよう行った。
・生活支援コーディネーターやと連携し、個別対応が必要な高齢者への訪問や支援について検討した。
・生活支援コーディネーターと連携を図り住民主体の自主活動継続のための支援をしている。 ◎ ◎

介護予防への取り組みでは。自主活動グループの活動が
安定して継続できるよう、スポーツ交流会や文化祭での活
動状況の紹介をし支援を行った。また、理学療法士により
グループ指導や自宅を訪問し個別指導も実施した。健康教
育・健康講話も計画的に実施した。

計画的に健康教育等を実施し、介護予防活動の普及・啓発を行っている。 ◎ ◎

地域にある団体等を把握し、介護予防活動の普及・啓発をすることに努めている。 ◎ ◎

新規団体への介護予防活動の普及・啓発を行っている。 ◎ ◎

介護予防を推進するため、民生委員や地域の関係団体等に対して、普及啓発を
行っている。

◎ ◎

地域に偏りなく、健康教育や健康講話を行っている。 ◎ ◎

介護予防活動の普及啓発後も継続的にその団体を支援する工夫を行っている。 ◎ ◎

介護予防普及啓発活動で何らかの支援を要するものを早期に把握した場合、適切
な支援につなげている。

◎ ◎

介護予防の取り組み団体を支援する場合、リハビリ専門職等と連携し、介護予防取
組の機能強化を図っている。

◎ ◎
介護予防の取り組み団体を支援する場合、リハビリ専門職
等と連携し、介護予防取組の機能強化を図っている。

【評価項目】　◎：できた（目標まで達している）、○：概ねできた(目標の3/4程度まで）、△：目標の半分程度、◇：一部できた（目標の1/4程度まで）、×：ほとんどできなかった

一
般
介
護
予
防
事
業

≪独自の取り組み≫健康教育や
健康講話を実施していき、医療面
からも介護予防の必要性を説明し
ていきます。自主活動グループの
立ち上げ支援を継続して実施し普
及できるよう努めていきます。

介護予防普及啓発
計画的に健康教育等を実施し、介護予防活動の普及・啓発
を行っている。

地域リハビリテーション活動支援

評価評価項目

中項目

業務評価表（様式１）
地域包括支援センター名（　佐世保市宇久地域包括支援センター　）

包
括
的
・
継
続
的
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

支
援
事
業

≪独自の取り組み≫　地域ケア
個別会議のケースを通して介
護支援専門員のスキルアップ
になるよう、また、ケースから地
域課題を把握するよう努めま
す。

地域ケア個別会議の開催

地域ケア会議の開催

介護支援専門員の質の向上の
ための支援

個々の介護支援専門員へのサ
ポート



（様式２-２）

令和2年10月13日

１．地域包括支援センター業務評価について

大項目 長寿社会課による評価・意見

業務全般

島内の高齢者へ積極的にかかわることで、実態把握がより細やかになり支援に繋がっています。サー
ビスに繋がっていない高齢者に対して定期的に訪問するなど介護予防に取り組まれています。緊急時
にも関係機関と連携して迅速な対応ができています。地域課題や業務上の課題について、明確化され
ているものの、課題解決に向けた具体的な取り組みには繋がっていないようです。限られた人的支援を
活かして解決に努めてください。

介護予防ケアマネジメント
高齢者の実情に合わせて支援やサービスを行っています。一般介護予防事業に繋げた実績もあります
ので、引き続き支援が必要な方に必要なサービスを行うようお願いします。サービス終了者についても、
定期的に訪問され、状況の確認するなど介護予防の取り組みを継続されていました。

総合相談

離島という地域特性もありながら、民生委員や老人会などと連携しながら、顔の見える関係づくりができられていま
した。また、個別ケースの支援についても、包括内での共有や役割分担を考えられ、定期的な支援や継続管理が
行き届いていると思われます。また、複合的な課題がある家庭についても、家族全体を捉えて行政の保健師との連
携が図られていました。

権利擁護
必要に応じ、地域の集まりや健康教育の中で、高齢者虐待や成年後見制度に関する周知を行っていま
すが、相談があがってこなかったり申し立てまでいかなかったりする現状がみられました。今後も、地域
住民が身近なことと感じられるように普及啓発の継続の活動を行ってください。

包括的継続的ケアマネジメント

地域ケア個別会議の活用により多職種との連携を図り、地域の取り組みや課題の情報共有されていま
す。医療や警察、地域など各関係機関との良い関係が築けており、高齢者への支援を地区全体で行わ
れていました。介護予防支援専門員の研修会が十分にできていないようですが、構築した各関係機関
とのネットワークを活用し、介護予防支援専門員がいつでも相談できるような環境を保ち、介護予防支
援専門員の資質の向上に繋げてください。

一般介護予防
いきいき百歳体操の普及に努められて16団体を立ち上げられました。各団体に健康教育や健康講話等
を実施され隔たりなく介護予防運動の支援ができています。理学療法士との連携を図り、介護予防取り
組みの機能強化もされています。今後も継続的な支援をお願いします。

２．地域包括支援センター現地確認の実施

現地確認の有無 有・無

３．長寿社会課による総合評価

総括
地域住民の実態把握を継続的に実施されることで、個々に適した支援が行われています。各関係機関
との連携が図られ、地域ぐるみの積極的な活動に繋がっています。今後も関係機関と会議や研修会を
通じネットワークの強化を図り、地域で課題解決をできる体制を進めてください。

４．改善事項

　　佐世保市長寿社会課　　　課長　　吉住　和倫

佐世保市宇久地域包括支援センター業務評価結果

特にありません



令和元年度　業務評価独自の取り組み一覧

早岐 日宇 山澄 中部 清水 大野 相浦 吉井 宇久

独自の取り組み

自立支援の視点に立ったケアマネジメントの実践 適切なアセスメントとマネジメント ・自立支援へ向けたケアプランの作成
　
・自立支援の視点
・社会資源の活用

・自センターが企画している地域活動への協力と
参加
・毎月業務改善の為のプランナー会議実施。

サービス利用希望者に対して、円滑かつ適切な
サービスの導入が出来るよう、関係機関と連携し
ながらてきせつなサービスの利用につなげる事が
出来る。

・地域ケア個別会議等を通して、自立支援の視点
に目を向けた適切なサービス検討する

・社会資源を活用し自立支援に向けたケアマネジ
メント支援を行う。

　介護予防を推進し、高齢者の心身状況、環境や
地域の実情に応じて自立した支援を目指し、住み
慣れた地域で暮らしていけるよう支援します。

具体的な取り組み

適切な介護予防ケアマネジメントの実施
・地域個別ケア会議を通して、専門職種の意見を
参考に、包括職員と連携し支援内容を再検討する
など、より自立支援に向けたサービス内容の提案
等プラン作成を行った

アセスメントを通し、利用者の自立を促すことがで
きる計画書の作成を行います。

　
・サービス利用希望の相談を受けた時は自宅を
訪問し、生活状況を把握し、自立支援に視点をお
き、適切なサービスに繋げる。
・地域ケア個別会議では専門職からの助言をもら
い、関係機関と情報共有して少しでも目標が達成
できるよう支援する。
・包括内でも社会資源情報を収集し、社会資源の
活用をする。

・自センターが企画開催しているサロンフェスやお
やじの料理教室など利用者への呼びかけと参加
を一緒に行い、自立支援に向けての働きかけを
行っている。
・業務上の問題や支援体制の向上を目的に定期
的にプランナー会議を行い、情報の共有や業務
の改善を行っている。

・個々の目標に沿った計画書の作成と交付を実施
する。
・定期的なモニタリング訪問だけではなく、状況に
応じて訪問回数を増やし、個人に寄り添った支援
が出来るよう努める。
・介護保険サービスだけではなく、必要性に応じて
インフォーマルサービスもプランに位置づけること
ができるようにする。
・様々なサービスの組み合わせにより、重度化防
止につなげことが出来る。

・包括プランナー、委託先の介護支援専門員に対
し、自主活動グループの情報（第1層生活支援
コーディネーターのインターネット上での情報活
用）やその他社会資源情報を発信し、地域の中の
活動に参加・活用しながら地域で暮らしていくこと
を意識した支援を行えるよう情報共有に努める。
（包括内会議・地域の介護支援専門員交流会）
・包括プランナーだけでなく、委託先介護支援専
門員に自立支援と地域課題の把握・分析に関
わってもらえるよう地域ケア個別会議へも積極的
に参加・協力してもらえるよう働きかけていく。（地
域ケア個別会議）

・地域ケア個別会議を通して自立支援に向けた介
護予防計画表づくりを行う。
・地域の関係機関と連携をし、利用者の個別性に
応じたインフォーマルサービス（通いの場の情報
提供含む）を紹介する。

・自宅訪問により自立支援の視点に目を向けたア
セスメントと適切なサービスを検討している。
・地域内事業者及び社会福祉協議会と連携し、住
民主体の通いの場への支援推進をしている。
・社会資源を把握し活用している。
・生活支援コーディネーターと連携している。
・地域ケア個別会議では、専門家からの助言・指
導をもとに適切なケアマネジメントが出来るように
している。

独自の取り組み

的確な状況把握によるチームアプローチ
地域の見守りネットワーク

・個別訪問の継続
・情報発信と連携

・信頼関係、ネットワーク構築の継続
・状況の把握と対応、長寿社会課との連携

様々な相談に対する的確な状況の把握を行い緊
急性の判断やサービスの導入、社会資源の活用
などの必要な支援を行う。

・民児協定例会への挨拶まわり
・初回相談(申請)時の自宅の訪問
・気になる高齢者の定期訪問
・社会資源情報誌の活用

・医療との連携強化（医療・介護の切れ目のない
支援ができるよう連携を図る。）

　
相談窓口だけではなく高齢者実態把握を継続し
周知を図ります。

具体的な取り組み

職員間の報告会を毎日実施し、相談内容やケー
スの支援経過などについての情報共有や検討を
行っている。困難事例などは長寿社会課をはじ
め、状況に応じて高齢者分野以外の部署とも連携
を図り対応している。

医療・福祉関係機関以外の企業（銀行、スー
パー、コンビニ、新聞や牛乳、置き薬宅配業者、タ
クシー等々）へも出向き、地域の高齢者の方々へ
の見守り支援の必要性を説き、気になる方々にお
いての相談も含めた情報提供を頂けるよう依頼し
た

・窓口相談者、要介護認定申請希望者の訪問を
継続し、状況確認や本人の望む暮らしの確認を行
います。
・運転を辞めた、最近見なくなった、転倒し外出を
控えるようになったなどの、虚弱につながる可能
性がある段階での介入のための情報の発信、連
携を行います。

　
・３職種の専門知識を活かしチームで対応する。
地域の集まりの場や地域の行事等に積極的に参
加し、気軽に相談できる関係つくりを継続する。
・相談時は随時３職種で役割を明確にし、迅速な
対応と支援方針を決める。対応困難時は、長寿社
会課の地区保健師、認知症推進員、初期集中支
援チームに相談し適切な支援に努める。

・新規相談のスクリーニング後三職種で自宅訪
問、本人面接や家屋調査、生活状況の確認する
・適切な制度や機関への連携、必要に応じて3職
種やケース会議を開催し支援方針を判断する
・個人情報の取り扱いに注意し、緊急性の判断や
役割分担を行い専門的・継続的な支援を行う
・相談内容により本人の同意を得て情報の提供
や関係機関への連携を行う
・民生委員児童委員との関係構築をさらに進め、
早めの相談対応にて問題の複雑化や困難化を防
止する

・民児協定例会へ顔を出すことで話しやすい関係
を構築し、地域の気になる高齢者の発掘・早期対
応につなげる。初回相談はできる限り訪問を行
い、詳しくアセスメントを行うことで適切な支援につ
なげる。ケース会議や相談内容の記録で、所内で
確実に情報共有を行い、担当職員が不在の際で
も対応できる体制を作る。相談支援に関し、主任ｹ
ｱﾏﾈで作成した社会資源情報を含め、ケースに
合った様々な社会資源情報を提供する。

・地域住民と関係者が同様の意識で地域包括ケ
アシステムに取り組めるよう、民生委員定例会や
サロンなど地域の集まりの場で積極的に情報を
発信し共有していく。（健康教育・ほうかつ便り作
成・福祉便り記事提供）
・医療と介護の両方を必要とする高齢者が安心し
て生活できるように地域の病院や関係機関等の
連携体制の構築を推進していく。（介護・医療連携
会議）

・初回相談時の適切な窓口チェック、アセスメント
を行い、支援につなげる。
・地域診断につながる情報になるよう、初回相談
後のその後の経過や情報の把握に力を入れる

・総合事業の周知のため、専門職や福祉職への
理解を深める活動をしている。　　　　　　　　・介護
認定を持ちサービス利用のない方への高齢者実
態把握訪問を実施し、介護保険と総合事業につ
いて周知を図り地域活動への促しを行っている。
・相談窓口に来られた方への総合事業への周知
を図っている。
・月1回定期的に地域に出向き相談会を開催し
た。・高齢者支援の早期対応ができるよう警察・民
生委員・行政関係・医療機関等と連携している。
・生活支援コーディネーターとの連携を図り協議
体への参画している。

独自の取り組み

権利侵害を未然に防ぐ地域づくり 特殊詐欺等被害防止啓発活動の実施 ・多職種との連携の推進
　
・虐待疑い通報に迅速な対応、並びに養護者の
支援
・消費者被害の対応と広報
・成年後見制度の普及、広報

権利擁護の必要なケースについては早めの支援
を行い、本人の尊厳のある生活の維持に努める。

・広報誌による、権利擁護の啓発
・必要に応じて、成年後見制度申立支援を行う。

・高齢者虐待防止の普及啓発の推進と関係機関
との連携強化

若年層を含めた各制度の普及啓発を行う
　高齢者の権利が侵されないよう、健康教育等で
の広報活動や情報提供をし、緊急対応が必要な
時には各専門機関と連携を図り支援していきま
す。

具体的な取り組み

高齢者虐待に関する研修会を地域の介護支援専
門員や事業所向けに開催し、虐待の防止・早期発
見・早期対応の周知を図っている。消費者被害を
未然に防ぐ活動として早岐警察署と連携をとり地
域に出向いた講話などの活動を行っている。

佐世保署の方と協同し講話を行った。その中で特
殊詐欺の電話の場面を再現した擬似体験を行
い、被害に合う怖さを体感してもらうことができた

弁護士、司法書士や独立社会福祉士等、権利擁
護に係る関係者との連携を行いながら対応を行
います。連携がスムーズに行うことができるよう日
頃からの顔の見える関係作りを行います。

　
・２人体制で訪問し事実確認、情報収集を行い、
地区担当保健師に報告し迅速な対応をする。
・地域の集まりの場（サロン）に出向き、虐待通報
義務や消費者被害等の注意喚起を呼びかける。
・成年後見制度の活用を積極的に紹介する。

・高齢者虐待については、虐待対応マニュアルに
沿って的確な判断や早期対応、市や関係機関と
連携し支援していく
・成年後見制度の普及啓発、活用促進への取り
組みとして、サロンや地域の集まりでの出前講座
による普及活動や認知症高齢者等への早い段階
からの適切な判断を行い、本人申し立ての可能
性なども促進していく。
・消費者被害防止については、情報収集や実態
把握を行い、地域住民への広報活動や注意喚起
を行う

広報誌を作成し、地域住民へ権利擁護について
の様々な情報を提供し、啓発を行う。また、地域
の集まりの場へ参加し、講話などで啓発に努め
る。判断能力の低下により、金銭管理などができ
ず、不利益が生じている方に対して、成年後見制
度などの活用を促し、必要時は申立支援を行う。
虐待の通報があった際は、市や関係機関と連携
し、迅速に支援を行う。

・高齢者虐待防止及び対応においては「高齢者虐
待対応マニュアル」に基づき速やかに状況を把握
し、行政や関係機関と連携を図り対応する。（虐待
個別ケース会議）
・住民向け「みんなで防ごう高齢者虐待」の普及を
図ることで、介護者を孤立させないこと、相談機関
が身近にあることを伝えていく。（健康教育・ほう
かつ便り記載）
・警察署との情報共有や連携に努め、地域へ消
費者被害に関する情報を周知し注意を促すことで
安心して暮らせる地域づくりをすすめていく。（警
察連絡協議会）

・通いの場を中心に、その他の健康教育として「成
年後見制度の普及啓発」、「虐待の早期発見、予
防」、「消費者被害」を実施する。
・認知症の対応として、認知症の早期発見に関す
る普及啓発及び「認知症サポーター養成講座」を
開催し、認知症になっても地域で支え合いができ
る地域を目指す。

・警察・金融機関・宅配業者と連携して特殊詐欺
への防止方法や防犯について広報活動してい
る。　　　・消費者トラブル防止のための広報活動
やトラブル対応のための情報提供をしている。
・独居や認知症高齢者が増えているため、遺言、
日常自立支援事業、成年後見制度等の周知のた
め講話を行った。。
・冊子・パンフレット等の活用や包括便り・チラシ等
の広報活動を実施している。
・認知症疾患センターや認知症地域支援推進員と
の連携を図り認知症高齢者の支援を行っている。

独自の取り組み

地域ケア会議などを通した専門職との連携
地域ケア個別会議開催に向けた準備

・地域ケア個別会議の運営
・医療機関との連携

　　　　　　　　　・
地域ケア個別会議の活用
・地域の現状把握
・認知症の方やその家族への支援

①ほっとタイム
②おやじの料理教室
③主任ケアマネタイム
④九十九地区高齢者相談会

・地域のケアマネ・薬剤師や民生委員との情報共
有やネットワーク構築を行う。

マネジメント支援事業】
・地域ケア個別会議の開催と、地域包括支援課題
の抽出（地域課題を吸い上げ、協議体や行政主
催の会議へ繋ぐ。）

・医療・介護連携の充実
・生活支援コーディネーターと共同
　した生活支援

　地域ケア個別会議のケースを通して介護支援専
門員のスキルアップになるよう、また、ケースから
地域課題を把握するよう努めます。

具体的な取り組み

毎月開催した地域ケア個別会議での専門職の助
言を通して、自立支援の視点に立ったケアマネジ
メントを実践し、ケースによって専門職が同行訪問
している。早岐地域ケアマネ交流会では事例検討
とともに生活支援コーディネーターとの意見交換を
行い、市内９包括合同で開催した医療・介護連携
勉強会・交流会では医療機関との連携強化を
図っている。

・地域ケア個別会議への提供ケース全件を事前
訪問し、担当ＣＭと共に再アセスメント、課題抽出
に向けて話し合い、助言者から受けたい点などを
整理し準備した
・栄養指導等があるケースについては会議後に事
後訪問し、資料と共に保健師が指導を行った。

・地域ケア個別会議の運営を通し、高齢者の自立
支援を図ります。
・医療機関とのスムーズな連携を行います。（必要
に応じて退院後の状況報告も行います）

・会議の目的や地域課題抽出について、包括職
員、地域のケアマネジャーを対象とした勉強会を
開催しスキルアップを目指す。
・抽出した地域課題を生活コーディネーターと連携
しながら、地域ケア包括会議を開催し地域住民も
一緒に取り組んでいく。
・例年通り、全地区の民生委員定例会へ参加し、
情報交換、地域の情報収集も継続する。　　　・山
澄、清水包括と認知症カフェを継続して運営し、認
知症の方や家族の支援をする。

①民生委員との交流会。今年度は新任の方が多
く包括の紹介とネットワーク構築を行なった。
②個別地域ケア会議から見えてきた男性の食に
ついての意識向上と居場所づくりを行なった。
③圏域居宅の主任ケアマネと協働で圏域のケア
マネに事例検討の研修会の開催を行なった。
④包括まで来所するのが遠い地区への出張相談
会を行ない相談の掘り起こしを行なった。

地域の薬剤師や民生委員とティーミーティングに
て、顔の見える関係を構築し情報共有を行う。
薬剤師会の担当者とおやつ作りを合同で行う。
個別ケア会議のデモを行い、事例に対する最適な
助言を話し合って頂く。

・高齢者の個別課題を解決するために、多職種協
働による「地域ケア個別会議」を開催。また、地域
の共通した課題を明確にして協議体との連携の
意識も持って、毎月の地域ケア個別会議を積み
重ねていく。（地域ケア個別会議・課題抽出会議）
・地域の介護支援専門員と一緒に資質向上を図
る交流会を企画・開催し、インフォーマルサービス
の重要性や有効性についての理解も深めていく。
（介護支援専門員交流会）

・地域ケア会議・ケアマネ交流会などで、医療機
関、介護事業所間で情報を共有し、地域支援がで
きるようにする。
・医療職より地域における介護予防に関する助言
が求めやすい環境を作っていく。
・通いの場における地域診断によって明らかにな
る地域課題に対して、多様な機関・多職種と検討
し、必要な社会資源の開発に繋げる。
・協議体・生活支援コーディネーターとの連携会議
にて定期的に互いの情報を交換・共有すること
で、生活支援コーディネーターとの連携
　を強化し、　活動の場の存続や地域活動の活性
化に務める。

・地域ケア会議で警察・金融機関・宅配業者と連
携して特殊詐欺への防止方法や防犯についての
検討を行った。
・地域ケア個別会議では専門職からの助言を戴
き、高齢者の自立支援と介護支援専門員のスキ
ルアップを図るための後方支援を行っている。
・独居高齢者、高齢者のみの世帯、認知高齢者
の生活状況の確認・対応のため高齢者実態把握
訪問をしている.
・認知症地域支援推進員と連携し、認知症高齢者
を早期発見し支援している。

独自の取り組み

住民主体の自主活動グループへの支援
サロン活動の後方支援

・生活支援体制整備事業と連携した高齢者の集
いの場の支援

　
・モニタリングシートを活用したサロン訪問
・地域の現状に沿った健康教室
・介護予防講話の実施

基幹型サロン・地域サロンの継続及び新規立ち上
げ支援、社会参加や生きがいとなる介護予防推
進

　
・いきいき百歳体操を中心とした介護予防
・普及啓発を図ると共に、関係機関と連携し個人
の重度化防止に努める。

・歩いて行ける場所での介護予防活動グループ
立ち上げ支援の継続。

住民主体の通いの場の立ち上げ支援や継続支援
を行うことで介護予防活動を充実させる

健康教育や健康講話を実施していき、医療面から
も介護予防の必要性を説明していきます。自主活
動グループの立ち上げ支援を継続して実施し普
及できるよう努めていきます。

具体的な取り組み

老人クラブでの健康教室や事業所向け研修会な
どを通して介護予防に対する意識の向上を図り、
住民主体の「いきいき百歳体操」の立ち上げに取
り組んでいる。活動が活性化するよう事業所から
の協力を得ながら支援するとともに、圏域内の事
業所に今後の支援の可否や内容についての意向
を確認し関係機関と情報共有している。

　

・介護予防の一環としてサロン交流レクレーション
大会の開催
・SCと共に太極拳ゆったり体操の普及
・認知機能テスト(ファイブコグ)実施結果を活用し
て、個別訪問を行い、早期より認知症予防を普及
していく

・前年度までに引き続き、高齢者の集いの場の立
ち上げ及び、継続を支援します。
・年に１回のモニタリング、３か月に１回の訪問を
通し、気になる方や参加ができなくなった方のフォ
ローを行います。

・自主活動サロンが継続できるように、訪問時に
はモニタリングを行い、モニタリング結果や参加時
の様子から気になる利用者は適切な支援に繋げ
る。
・地域ケア個別会議に上がった健康や介護予防
にかんする地域課題を健康教室や介護予防講話
を実施し、地域住民の介護予防への意欲向上に
繋げる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・今年
度も「まちづくり懇談会」を開催し、介護予防活動
の普及啓発を生活支援コーディネーターに協力を
仰ぎ継続する。

・地域のリーダー（民生委員・老人会・自治会）や
専門職で構成された支援チームとの交流会（サロ
ンフェス）や勉強会（サロンタイム）を実施し、住民
主体の自主活動グループの立ち上げ支援及び活
動支援及び活動継続の支援を行う。

　
地区自治協議会と協働し住民の介護予防に対す
る意欲向上を図る。また地域活動に意欲的な方
の活動の維持、継続支援。地域サロンの住民の
体力測定を行い、個別ｱｾｽﾒﾝﾄし介護予防・重度
化防止を図る。前年度に引き続き未開拓になって
いた地区（大野・柚木地区の市営・県営団地、桜
木町、春日町）等の公民館・サロン活動の普及を
行う。

・地域の自主活動を支援する中で、生活機能低下
や閉じこもり等何らかの支援を要する高齢者等を
把握しフォローしていく。また「いきいき百歳体操」
等住民の自主的な介護予防活動を支援し、自主
運営後は体力測定を実施し、効果を検証してい
く。（自主活動支援）
・高齢者の地域での生活を支えていくために、多
様な支援体制の構築に向けた取り組みを生活支
援コーディネーターと連携して行っていく。また、地
域にある事業所と地域活動のマッチングを積極的
に働きかけていく。（各地区協議体）
・高齢者やその家族、地域住民が集える「オレン
ジ(認知症）カフェ」開催を目指す。

・医療機関や介護事業所のスタッフに通いの場へ
の関与を促す。
・通いの場において、専門職からの体操指導、口
腔衛生指導、栄養指導、薬剤指導などを健康教
育の一環　として実施する。
・けんこう運動支援隊を有効活用して、通いの場
での「いきいき百歳体操」普及や定期的な身体測
定を実施していく。

・いきいき百歳体操の普及活動を推進している。
・健康教育や健康講話で疾病等の情報提供をし
ていき健康寿命への意識付けをしている。
・自主活動団体の「活動紹介の場」を作り団体の
意欲向上を地域住民への啓蒙活動となるよう行っ
た。
・生活支援コーディネーターやと連携し、個別対応
が必要な高齢者への訪問や支援について検討し
た。
・生活支援コーディネーターと連携を図り住民主
体の自主活動継続のための支援をしている。
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参考資料





















R2.10.1時点

施設・事業所名 住所 法人名等

1 こすもすケアセンター居宅介護支援事業所 大村市西大村本町７５５-１ ㈱こすもすケアセンター

2 白十字ケアプランセンター耀光 佐世保市山手町８５５-１ 社会医療法人財団白十字会

3 俵町浜野病院　居宅介護支援事業所 佐世保市俵町２２-1 (医）わかば会

※委託契約満了後は、自動更新となる。

指定介護予防支援業務委託事業所一覧(令和2年度新規委託）


